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平成２１年第１回砥部町議会定例会 
平成２１年３月５日（木） 

午前９時３０分開会 
 

○議長（西村良彰） 現在の出席議員は１６人です。定足数に達していますので、平

成２１年第１回砥部町議会定例会を開会します。本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第 1 平成２１年度施政方針及び行政報告 

○議長（西村良彰） 町長あいさつ及び日程第１平成２１年度施政方針及び行政報告

を行います｡中村町長｡ 
○町長（中村剛志） ３月定例会の開会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

 七折小梅の花が咲きほこり、春の訪れを感じる季節になりました。議員の皆様には、

公私、何かとお忙しい中、ご出席を賜り、本日から１３日までの９日間にわたり、町

政運営に関わる重要案件につきまして、ご審議を賜りますことに対しまして、衷心よ

りお礼を申し上げます。また本日は、前議員さんを始め、傍聴にお越しいただいた皆

様にも心からお礼を申し上げたいと思います。 

 さて、１００年に一度の経済危機、金融危機そして雇用危機と言われる今日にあっ

て、国におきましては、政局がらみの問題ばかりが目に付き、国民目線に立った政治

が行われていないような気がしてなりません。一刻も早く景気回復に全力で取り組み、

国民生活を守るために一日も早く必要な政策を展開していただくことを切に望むも

のでございます。 

さて、砥部町発足という極めて大事な時期に、初代町長に就任させていただき、以

来４年間、「町民の皆様はお客様であり株主である」をモットーに、「陶街道のまちづ

くり」を掲げて、一生懸命町民の皆様の幸せづくりに努めさせていただきました。お

かげさまで、町民の皆様から「砥部はいつも元気だ」との評価を頂きました。今回、

町民の皆様の温かいご支援により、引き続き二期目のかじ取り役をまかせていただき、

改めて責任の重さを痛感し、身の引き締まる思いであります。私の２期目の町政運営

の理念は、「おじき」と「あいさつ」、「人権尊重」と「公正公平」、そして何事におい

ても前向きに楽しみながら取り組むということであります。このことは、まちづくり

の原点でもあると思っておりますので、これからも「町民の皆様はお客様であり株主

である」という姿勢を貫き、町民の皆様の声を最優先に、次のことに取り組みます。 

 １つ目は、公共下水道事業でございます。平成２３年３月末日の一部供用開始に向

け、民間の経営感覚で健全財政を堅持しつつ進めてまいりたいと考えております。２

つ目は、中学校の統合と改築、そして広田地区地域間交流施設の建設を計画どおりに

進めてまいりたいと考えております。３つ目は、地域資源と自然文化の活用でありま

す。秋に「砥部焼ロンドン展」、そして「坂村真民生誕百周年」のイベントを考えて

おり、これを立派に成功させたいと考えております。４つ目は、砥部町は昔から「み



かん」を中心とした果樹園芸が盛んな土地でありますので、砥部焼とみかんに代表さ

れる地場産業の振興に努めてまいりたいと考えております。まだまだ厳しい財政状況

が続きます。住民の皆様のご理解をいただきながら議員の皆様と共に一致協力して、

まちづくりに取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご支援ご協力をお願い申

し上げます。 

さて、本町の平成２１年度の当初予算でございますが、選挙の年であった関係で、

骨格予算となっております。一般会計の当初予算は、昨年度に比べ１．３％に当たる

約７，７００万円増加し、約６１億３００万円となっております。その財源の主なも

のは、町税の約２０億１，７００万円、地方交付税の２２億８千万円、国県支出金の

約５億７，４００万円、町債の約３億５，２００万円であります。特別会計及び企業

会計の１３会計の総額は、６６億１，５００万円となっており、一般会計と合わせた

全体の予算額は、１２７億１，９００万円となっております。３月補正でございます

が、一般会計は２億３，２００万円の追加、特別会計は、２億３，４００万円の減額

で、全体では約２００万円の減額となっています。一般会計では、財政調整基金につ

いて３億円を積み立て、基金の額を１２億６千万円にする予定となっております。 

今定例会では、指定管理者の指定に関する議案のほか、条例の制定・改廃が１１件、 

平成２０年度補正予算９件、平成２１年度当初予算１４件、人事案件２件のご審議を

お願いします。詳細につきましては、後日の議案審議の場でご説明申し上げますので、

ご理解を賜り、ご議決・ご承認をいただきますようお願い申し上げます。 

 続きまして、平成２１年度の施政方針並びに重点施策について述べさせていただき

ますので、重ねて議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 平成２１年度施政方針及び重点施策。新しい砥部町が誕生して４年が経過しました。

今年は、私にとりまして２期目のスタートの年であります。これまで、公共下水道事

業や陶街道事業、そして職員の意識改革や庁内の機構改革など積極的に取組んでまい

りました。４年間のまちづくりの反省の上に立って、更なる砥部町発展のために全力

を尽くしていきたいと、心新たにしているところでございますので、よろしくお願い

いたします。 
 さて、今、世界的な不況の中で、我々が過去に経験したことのない経済危機に見舞

われております。そうした中にあって平成２０年度から新しい総合計画に沿ったまち

づくりがスタートしておりますが、引き続き「砥部焼と豊かな自然、みんなで創る陶

街道」を目指し、「安心安全を実感できるまちづくり」「自立と協働によるまちづく

り」「豊かな自然を守り伝えるまちづくり」「地域資源を活かしたまちづくり」の４つ

の基本理念の下、「町民の皆様が主役である。」という地方自治不変の原則を尊重した

町政を進めてまいりたいと思います。 

それでは、平成２１年度の重点施策につきまして、概要を申し上げます。はじめに

当初予算の編成でございますが、冒頭のあいさつの中でも申しましたとおり、選挙の

年であった関係で、一般会計では義務的経費を中心とした骨格予算としております。



今後、補正予算におきまして、地域における安全安心の確保や地域活性化に向けた事

業など、政策的な予算を盛り込むとともに、中学校の改築事業や消防庁舎の改築など、

今後見込まれる大型事業に備えて、引き続き「財政健全化計画」に沿った財政運営を

行います。 

次に、総務関係でございますが、職員の資質向上につきましては、愛媛県研修所を

利用し、ステージアップ研修や階級別研修などに、積極的に参加を促し、行政事務に

とらわれない幅広い知識の習得に努めます。防災対策につきましては、南海地震への

対策と梅雨や台風などへの対策を中心に、引き続き自主防災組織の結成を支援すると

ともに、防災対策の基本となる地域防災計画と国民保護計画を、町の機構改革に合わ

せた改訂を行います。消防団につきましては、近年団員の確保が難しくなっているこ

とから、消防団協力事業所表示制度の制定など、団員確保対策に取り組むとともに、

訓練の機会を設けて、団員の資質向上に努めます。 

 次に、企画財政関係でございますが、今日まで進めてきました行財政改革の集中改

革プランについて、２１年度中に新しい行財政改革大綱と集中改革プランを策定し、

更なる効率化に努めます。公会計改革につきましては、平成２１年秋に、財政健全化

法の施行に合わせて公会計の整備を行うこととなっていますので、分かりやすい会計

システムの構築に努めます。 

 次に、戸籍税務関係でございますが、個人町民税及び法人町民税につきましては、

景気後退に連動して生産や雇用、個人消費が悪化することが予想されますので、減収

となる見込みであります。加えて、本年度は固定資産税の評価替えの年であるため、

町税は大幅な減収となる見込みです。そのため、愛媛地方税滞納整理機構を最大限活

用しながら訪問徴収や電話催告を実施し、滞納者に対して積極的な滞納整理や処分を

行い、公平で公正な課税及び徴収を行い、増収に努めます。 

 次に、介護福祉関係でございますが、介護が必要な方に対しては、介護サービスの

利用が受けやすい環境づくりに努めるとともに、様々な活動が気軽に行える場や機会

の充実に努め、障害のある方には、自立して生活できるよう、様々な支援を行います。

児童福祉につきましては、子どもが健やかに成長できるよう、砥部町次世代育成支援

行動計画の後期計画を策定するとともに、保育所や放課後児童クラブにおける延長保

育、つどいの広場事業、児童館事業などにより、安心して子育てができるよう、子育

て支援や児童の健全育成を推進します。 

 次に、保険、健康増進関係でございますが、国民年金につきましては、住民の関心

を高め、仕組みや基本理念を理解していただくため、広報紙等で年金制度の周知を図

り、被保険者一人ひとりにきめ細やかな対応を図っていきます。また、社会保険事務

所と連携しながら、適用、給付事務を適正に実施するとともに、窓口での相談業務を

積極的に行います。 国民健康保険につきましては、特定健診、レセプト点検などに

より、医療費の削減、適正化に努めるとともに、制度や保健事業の広報を積極的に行

います。後期高齢者医療につきましては、国において制度の抜本的な見直しも視野に

入れた検討を行っておりますので、引き続き動向を見極めるとともに、広域連合との



連携を図り、制度の普及に努めます。健康増進につきましては、気軽に取り組めるス

トレッチの普及と地域における健康運動の推進を行い、健康維持活動の普及を図りま

す。また健康手帳の交付、健康教育や健康相談等により、生活習慣病の予防に努める

とともに、今まで公費負担により５回実施していた妊婦の健康診査について、２１年

度から公費対象の妊婦一般検診の回数を１４回に増やします。 

 次に、生活環境関係でございますが、廃棄物対策につきましては、各家庭でのごみ

の減量やリサイクルの関心も高まり、ごみの排出量も減少していますので、今後も、

ごみの排出抑制、再利用及び適正処理を一層推進し、循環型社会形成に取り組みます。

また、今年７月１日から、ごみの集積場所からの資源ごみの持ち去り行為が条例で禁

止されますので、職員によるパトロールを強化し、持ち去り者に対しては、関係機関

と連携して適正に対処します。 

 公共下水道事業につきましては、大変厳しい財政状況下ではございますが、経費削

減に努め、引き続き管渠工事や浄化センターの整備を推進し、平成２３年３月末日の

一部供用開始を目指します。上水道につきましては、安心安全な供給を行い、老朽施

設については順次改善し、有収率の向上を目指すとともに、水源の確保に努めます。 

次に、産業建設関係でございますが、国道の整備につきましては、国道３７９号線

の万年トンネルも着手されましたので、引き続き早期全線改良について要望してまい

ります。県道につきましては、道路整備促進期成同盟会等を通じ、予算確保に努める

とともに、局部改良や舗装改良など、安全な道路維持を促進し、県と一致協力のもと、

円滑な用地買収に努めます。町道につきましては、八倉地区の新設道路の早期着手に

努めます。また、旧３３号の高尾田交差点の改良に向けて調査を行うと共に、団地内

の道路等を中心に、順次計画的に舗装の補修を行います。 

産業の振興につきましては、中山間地域への直接支払い事業を継続し、耕作放棄地

の発生防止と農地の多面的機能の維持に努めます。また、優良品種の苗木補助やマル

チ栽培の支援、ブルーベリーの普及推進などを行うとともに、認定農業者や青年農業

者の育成、確保に努めるなど、魅力と活力ある農業、農村づくりをめざし、関係機関

と連携しながら各種事業を進めます。農業基盤整備では、町単独の土地改良事業の実

施のほか、県営事業として銚子ダム及び幹線水路施設の機能回復、松山南部二期地区

農免農道の整備に努めます。林業振興につきましては、森林の持つ国土保全や水源涵

養など、多面的機能を維持するため、間伐を中心とする森林整備に対する支援を行い

ます。 

 商工業の振興につきましては、地域や商工業の皆様と連携し、本町の伝統と文化を

育みながら砥部焼まつりや陶街道まつりを中心に、イベントの充実を図り、関係機関

と連携して町産品の需要拡大に努め、販路開拓に取組みます。観光につきましては、

陶街道のまちづくりを一層推進し、各ポイントを活用した地域活性化事業を推進する

とともに、松山市、東温市と連携して、魅力ある広域観光ルートづくりに努めます。 

 次に、教育関係でございますが、学校教育におきましては、「人間性豊かな砥部の

子供の育成」を基本目標に、基礎学力の確かな定着を図りながら、個性や創造性を尊



重した教育を展開します。また、地域の人材や自然資源を活用し、本町独自の「地域

の特色を生かす教育推進事業」を実施し、地域に誇りを持ち、心豊かな、たくましい

子供が育つよう、特色ある教育の推進に努めます。学校安全につきましては、引き続

き家庭や地域が一体となった危機管理意識の向上及び防犯体制の充実に努めます。ま

た、中学校の統合に伴い、４月から広田地域の生徒の送迎が開始されることから、安

全運行に努めるとともに、生徒が安心して学校生活が送れるよう、適切な心のケアな

どに努めます。学習環境の整備につきましては、広田中学校体育館の耐震補強工事の

実施設計に着手するとともに、砥部中学校の改築事業に向けて本格的に取組みます。

学校給食については、引き続き衛生管理に万全を期し、栄養バランスの取れた給食の

提供に努めます。 

 社会教育におきましては、「社会の変化に対応できる人間性豊かな町民の育成」を

目標として、地域の教育力の向上に努めます。生涯学習の推進につきましては、町民

の皆様が生涯学習に取組めるよう、その拠点となる中央公民館、地区公民館、分館を

活用し、地域コミュニティの活性化に努めます。そして、平成２２年３月の完成をめ

ざし、広田支所と公民館の機能を兼ね備えた地域間交流施設の建築に着手します。図

書館につきましては、蔵書の充実を図るとともに、サービスの向上に努め、文化の振

興につきましては、地域に伝わる伝統的な文化の保存伝承に努めます。人権学習につ

きましては、人権問題や差別の解消をめざし、広報活動や小集団学習会、各種相談事

業の開催により、人権意識を啓発し、基本的人権が尊重されるまちづくりを推進しま

す。社会体育の振興につきましては、各種事業の充実を図り、町民の皆様の健康増進

のため、体力に応じたスポーツやレクリエーションなどに親しむ機会を提供するとと

もに、体育施設の適正な維持管理に努めます。また、平成２９年に開催される第７２

回国民体育大会愛媛大会において、本町で開催されることが内定しているバドミント

ン競技について、県バドミントン協会や町体育協会等の関係機関と連携して、選手の

育成に努めます。 

 以上、平成２１年度の重点施策につきまして、主要なものを申し上げました。この

場では施策のすべてを申し上げることはできませんでしたが、具体的には予算にきめ

細かく反映しておりますので、予算審議の場で詳細に説明させていただきます。また、

いずれの事業も実行にあたりましては、議員の皆様、町民の皆様のご意見、ご提案を

いただきながら、そして職員一丸となって知恵を出し合い、工夫を凝らして取り組ん

でまいりますので、どうか、議員の皆様、町民の皆様の一層のご支援ご協力をお願い

申し上げまして、私の施政方針とさせていただきます。 

続きまして、１２月定例会以降の行政報告につきましては、副町長が行いますので、

よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） 佐川副町長。 
○副町長（佐川秀紀） それでは、１２月定例会以降から２月末日までの行政報告を

行ないます。お手元の行政報告書をご覧ください。 

まず、総務課関係ですが、砥部町長選挙及び砥部町議会議員選挙を１月２５日に実



施をいたしました。投票率等につきましてはご覧のとおりとなっております。 

次に、企画財政課関係ですが、１３件の入札を実施いたしました。設計総額８，８

９５万円、契約総額７，４７０万円、落札率８４．０％となっております。内訳です

が、土木建築工事３件、落札額４，７８２万円、落札率９０．２％。その他の工事５

件、落札額１，５９０万円、落札率８５．６％。建設コンサルタント２件、落札額４

９４万円、落札率７７．５％。コピー機賃貸借１件、落札額８６万円、落札率２６．

７％。物品購入２件、落札額５１９万円、落札率６６．９％となっております。 

続きまして、生活環境課関係ですが、まず、公共下水道関係について、砥部中央幹

線管渠敷設工事につきましては、次のページへお進みください。６工区の有限会社岩

本建設施工分につきましては、１月２６日に完成いたしました。７工区につきまして

は、１月１９日に指名競争入札を行い、株式会社小泉組が１，８７４万２，５００円

で落札し、２月末現在の進捗率は１０％となっています。高尾田１号幹線管渠敷設工

事の２件の工事につきましては、それぞれ１２月２６日に完成をいたしました。３番

の、下水道管渠敷設工事につきましては、３工区、株式会社中村組の施工で、２月末

現在の進捗率は４０％となっています。６工区につきましては、２月２日に指名競争

入札を行い、岩本建設が２，０９８万９，５００円で落札をいたしました。放流渠圧

送管敷設工事につきましては、５工区の株式会社岸本設計工務の施工分は、２月２５

日に完成をいたしました。６工区、株式会社洋武建設施工分は２月２０日に完成をい

たしました。砥部浄化センター建設委託工事につきましては、日本下水道事業団へ委

託をしております。浄化センター土木建築工事につきましては、２月末現在の進捗率

は６７％となっております。浄化センター管理棟建築工事につきましては、月末現在

の進捗率は約１０％となっています。下水道管渠敷設工事に伴う水道管移設工事設計

委託につきましては、２月２日に指名競争入札を行い、株式会社真鍋設計事務所が３

０４万５千円で落札をいたしました。 

次のページへお進みください。環境衛生関係につきまして、松山市のごみ持ち去り

禁止条例が２１年１月１日に施行されたことに伴いまして、砥部町への影響調査及び

指導のため、町内一斉に早朝パトロールを実施いたしました。水道関係につきまして

は、平成２１年２月２日に五本松地区配水管敷設工事の指名競争入札を行い、相田水

道工業が２３３万６，２５０円で落札いたしました。 

次に、産業建設課関係でございますが、砥部陶街道五十三次めぐりにつきましては、

１２月以降、完巡者１０６人、県外からの特巡者１１９人、１１ウォーク２２人を合

わせると２４７人がスタンプラリーに参加し、１２月３日には２千人目の完巡者とな

りました北川毛の酒井さんに記念品を贈呈いたしました。 

次に、特産品販路開拓及び観光客誘致宣伝でございますが、１月２８日から２月２

日の間、東京松屋銀座店において、「第２４回東京松屋銀座店砥部焼祭り」が行われ、

生活食器を中心に３７の窯元が展示即売会に出品した。来場者には、砥部町観光協会

と砥部焼協同組合からは伊予柑を配り、ＰＲとイメージアップに努めました。とべ温

泉「梅まつり大抽選会」につきましては、２月３日から１１日までの９日間、「梅加



工品」や「七折梅まつり入園券」などが当たる抽選会を行い、期間中４，１００人余

りの来館者で賑わいました。第１９回七折梅まつりは、２月２０日から３月１０日ま

での予定で開催されており、県内外から大勢の人が訪れています。「砥部陶街道」標

示板設置工事につきましては、国道３７９号沿いに１３箇所設置するため、株式会社

洋武建設の施工により進めていた工事が、平成２１年１月２１日完成いたしました。 

 次に、介護福祉課関係でございますが、１月１０日に原町の森田サダコさんが満１

００歳を迎えられ、前日の１月９日に自宅を訪問し、祝状と記念品を贈り、長寿をお

祝いいたしました。 
次に、教育委員会事務局関係ですが、１２月２６日に松前町の義農味噌株式会社か

ら山村留学事業の活動に利用してほしいとの趣旨で、１００万円の寄付を受けました。

平成２１年度に山村留学センターの備品の整備を予定しております。 
 以上で１２月定例会以降の行政報告を終わります。よろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 平成２１年度施政方針及び行政報告を終わります。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 会議録署名議員の指名 

○議長（西村良彰） 日程第２会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第１１８条の規定により、５番西岡利昌君、６番山口元之君を指名します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３ 会期の決定 

○議長（西村良彰） 日程第３会期の決定を議題とします。 
おはかりします。本定例会の会期は、去る２月２４日開催の議会運営委員会におい

て、本日から１３日までの９日間とすることに決定しました。これにご異議ありませ

んか。 
[「異議なし」の声あり] 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって会期は、本日から３月１３日まで

の９日間に決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４ 諸般の報告 

○議長（西村良彰） 日程第４諸般の報告を行います。 
まず、地方自治法第１２１条の規定により、町長以下関係者の出席を求めましたの

で、ご報告します。 
次に、監査委員より、１月末日の例月現金出納検査について、良好であった旨の報

告がありました。 
次に、２月６日の全国町村議会議長会定期総会において、本町議会が、議会の活性

化に努めたことが認められ、全国町村議会議長会町村議会表彰を受け、１７日に愛媛



県町村議会議長会定期総会において伝達を受けましたので、ご報告申し上げます。 
 これで、諸般の報告を終わります。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第５ 一般質問 
○議長（西村良彰） 日程第５一般質問を行います。質問回数・質問時間は従来通り

制限しておりますので、要点を簡潔に要領よくまとめて質問されますよう、議員各位

のご協力をお願いします。それでは、質問を許します。１２番、井上洋一君。 
○１２番（井上洋一） １２番、井上洋一であります。１年振りでありますので、ち

ょっと緊張しております。それでは、ただ今より一般質問を行ないます。 
１点目は、「出張砥部焼まつり」についてであります。リーマン・ブラザーズによ

る、米国発の金融危機に始まり、世界同時不況の波が日本にも押しよせてきました。

砥部町も例外ではなく、地場産業である砥部焼業界も元気が無く、「清流とほたる砥

部焼とみかんのまち」のキャッチフレーズも、このままでは「絵に描いた餅」になり

そうであります。 
 そこで、一昨年のニューヨーク展に続き、今秋には砥部焼ロンドン展も予定されて

おり、町、業界、関係者が海外での成功を目指して準備をしているものと思います。

しかし、砥部焼は、海外、国内では、地方区であり、全国区ではないと思うのは私だ

けでしょうか。そこで、提案ですが、まず、県内での出張販売、「出張砥部焼まつり」

を企画してはいかがでしょうか。新居浜、今治、宇和島地区等でのスーパーまたは集

客できる場所での知名度アップ作戦と販売であります。今までのようなワンパターン

ではなく、お客様を待つ商売から、積極的に攻める商売に発想の転換をしてみてはい

かがでしょうか。 
２点目ですが、緊急雇用対策についてであります。県と松山市の企業立地優遇制度

を活用して、２００５年に進出してきた「東邦ビジネス管理センター」の松山センタ

ーが、経営不振を理由に２月１６日から業務を休止しております。この問題を受け、

松山市は、同社に就職が内定していた高校生に限り、内定が取り消された場合には、

市の臨時職員に採用する方針を明らかにしました。社会全体で、雇用環境が悪化して

いる現実を受け、伊予市、大洲市、四国中央市も緊急雇用対策の一環として、臨時職

員を５人から８人程度雇用するといわれております。砥部町としても、緊急雇用対策

として、以上のような雇用を考えてみてはいかがでしょうか。財政面の問題もあると

考えますが、検討をしていただきたいと考えます。以上です。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 井上議員さんのご質問にお答えをいたします。はじめに、出張

砥部焼まつりについてのご質問ですが、皆様のおかげをもちまして、砥部焼まつりは

大盛況のうちに２６回目を迎えます。本年も、４月１７日に前夜祭、１８日、１９日

に砥部焼まつりが行われます。ぜひ、多くの皆様にお越しいただきたいと思っており

ます。砥部焼も、ご指摘のとおり四国では有名であっても全国区での知名度は、残念



ながら、まだまだ低いのではないかと思っております。現在、砥部焼販売協同組合や

砥部焼協同組合と協力して、全国各地での物産イベントに参加、出店することによっ

て、砥部焼のイメージアップと販路拡大に努めているところであります。今後も、砥

部焼関係団体と協働し、積極的にＰＲに努めると共に、県内での出張販売を含めて、

砥部焼の知名度アップと販路拡大に、努めて参りたいと思います。 

続きまして２点目の緊急雇用対策についてのご質問ですが、ご承知のとおり、景気

の冷え込みにより、雇用環境は急速に悪化しております。こうした状況において、今

年の１月２０日に、県内各市町の雇用対策担当課長等を構成員とした「愛媛県雇用対

策連絡協議会」が設置され、全県あげて雇用対策を推進しているところであります。

砥部町におきましては、雇用促進と併せて、観光地のイメージアップを図るため、「砥

部陶街道五十三次」事業の各ポイントや沿線の清掃作業及び施設点検を行うため、臨

時職員を２名程度雇用することを計画しております。関連予算につきましては、６月

定例議会で皆様にお諮りいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、井上議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（西村良彰） １２番、井上洋一君。 
○１２番（井上洋一） ただ今の、町長の答弁ですが、私が言いたいのは、県内での

出張砥部焼まつりということで、先ほどの町長のあいさつでございましたように、東

京銀座の松屋でやっていると、それは分かるんです。それはそれでいいんです。です

から、県内でも試験的にやってみてはどうかと。団子三兄弟というわけではございま

せんが、お隣の松前のエミフルを利用するとか、東温市の坊ちゃん劇場も利用させて

いただくとか、いろんな方面で近くでも結構ですので、ご相談をされてはいかがでし

ょうかということであります。 
 あと、雇用対策でございますが、臨時職員２名程を採用したいとの話でありますが、

昨年１２月だったと思うんですが、厚生労働省が新規学卒者の内定取消しは７００人

を超えると発表したもようであります。麻生総理も１月末の施政方針演説で、経済対

策７５兆円という、諸外国の中でも最大規模という話をされております。なお、雇用

促進のため、地方に４千億円の基金を作ると。３年間で１６０万人の雇用を見込むと

話されたと、私は記憶しておるんですが。そんなことで、愛媛県の方も２月２１日付

けの愛媛新聞に、雇用対策として緊急雇用創出事業予算１７億円と、ふるさと雇用再

生事業１５億円というようなことを発表しておりますが、砥部町としても国、県に習

って、少しでも砥部町の人が、雇用ができるようにご努力をしていただきたいと、そ

のように考えております。 
近くの、県内での砥部焼まつりの件について、ご答弁をお願いしておきたいと思い

ます。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○町長（中村剛志） ただ今の、井上議員さんのご質問にお答えをさせていただきま

す。先程も答弁の中で申し上げましたように、県内での出張販売を含めてということ

で、申し上げましたが、具体的に申し上げますと、今、愛南町の「大漁まつり」とい



うのがございます。その中で、愛南漁協それから愛南町とタイアップをしてやろうと

いうことで、今、進めております。そういうことで、これからも積極的に県下の２０

市町で提携をしながら、ＰＲに努めていきたいというふうに思っております。いずれ

にいたしましても、今の時代でございますので、積極的に行動するということが大事

だというふうに思っております。これからも一生懸命頑張って、砥部焼を始め、町の

産品を売っていきたいというふうに思っておりますので、また良いアイデアをお知ら

せいただいたらと思います。以上です。 
○議長（西村良彰） 井上洋一君の質問を終わります。ここで暫く休憩します。再開

は１０時３０分の予定です。 
 

午前１０時１８分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

 

 
○議長（西村良彰） 再開します。１６番、三谷喜好君。 
○１６番（三谷喜好） １６番、三谷でございます。昨年の１２月の議会には、もう

この議席には来れないというふうに、私も思っておりました。この度またご縁があり

まして、町長以下理事者の皆さんにいろいろとご迷惑をかけることが多々あると思い

ますが、どうか７０の年寄りで、ロートルだからと言っていじめないようにどうぞよ

ろしくお願いをいたします。 
さて、季節は、「梅一輪一輪ほどの暖かさ」と言われるように、非常に春を迎えて

まいっておりますが、この時期に、日本経済、世界経済、我が町の経済においても多

大な影響を受けております。町民から委託されました中村町長さん、そして新しく議

員に選ばれました皆さん、当選おめでとうございます。 
さて、こうした時期の中に、私どもが、何ができるのか、そして何をやらなければ

ならないということは各々の議員さんは思想が違っても持っておいでるかと思いま

す。私が常日頃よく口にする言葉の中に、幕末の後藤新平の「力のある者は力を出せ。

知恵のある者は知恵を出せ。金がある者は金を出せ。」という言葉があります。まっ

たく、この幕末と同じ時期に来たように思うのでございます。ご案内のように世界経

済は、ウォール街から発して、世界を維持してまいりました。ところが、これがもう

ウォール街の力では世界の経済は成り立たないということが実証されたわけでござ

います。当初においては、日本円に換算して３４０兆円くらいであろうという予想で

ございましたが、専門誌によると、日本円で１，３００兆円が一瞬にして紙くずにな

る。あの世界の不動産王と言われる不動産王が、自ら命を絶ったというこれも今の時

期を物語っているもんではないかと思うんでございます。そうした中で、鳥取県の前

の知事の片山さんが、いわゆるベクトルの転換をせんといけないということを、早く

から言われておりました。私もそれは賛同しておりました。では、そういう見地に立

ちまして、一般質問をさせていただきます。 



まず、第１点目に、こういう時期にあって工場誘致条例を整備してはどうかという

意見は何か時代に逆行しておるようでございますけれどが、そうではない。こういう

時期だから、この条例を作って、来ていただく。私自身に、今、２社ほど来ておいで

ますが、若い女性を雇用することによって、経済効果というのは、本当に大きなもの

があると思います。まず１社は、今５０人くらいの雇用で、将来砥部において９０人

くらいの雇用をしたいというふうに希望を持っておるわけでございます。なぜ砥部か。

それは塩害が無いからでございます。日本人は今までにいろんな苦境に遭ってまいり

ました。まずオイルショックにおいては、ＩＴ産業によってそれを克服しました。２

回目は、例のバブル崩壊後は何があったか、デジタル化によって不況を克服した。さ

て、今度の第３回目はどうくるのか、これは皆の知恵の出し合いでございます。この

ような砥部町を救う、また地方を救う大きな要因になろうかと思うのでございます。 
そして、2 番目にはたまたま議会運営委員会に出まして、坂村真民先生の条例の案

が出まして、長い間私も、この議会に出させておりますが、私の意見とそのあれが一

致したのは驚いたわけでございますが、この中で、生誕１００年記念事業につきまし

ては、私より皆さんの方が詳しいと思いますが、坂村先生は熊本県の府本村にお生ま

れになって、そして川が好きだということで、菊池川がある辺、そして砥部では、砥

部川のある、重信川のある辺に居を構え、今日貢献された方でございまして、この坂

村先生の碑は、全国、世界中において３６カ国、そして日本には、都道府県は全体の

都道府県に配置されております。そして、それの合計が７３７碑とお伺いしておるわ

けでございます。本当に、地方からでた、地方から発信した文化人というのは、この

坂村先生が本当に、我が砥部町に在住していただいたことは、我々としては、本当に

好運だと思うわけでございます。だから、この事業を継続してやりたい、この事業に

賛同するわけでございます。そして、平成３年に、坂村先生が前大内町長に、広島県

で表彰してやるというから来てくれくれということで、町長が同行しました。表彰状

をいただいた後に、そっくりその副賞としての５００万円を大内町長に手渡して、

「町長さん、これ使ってください。」と言ってできたんが、例のミュージックサイレ

ンでございます。これも私どもの記憶に残っております。そして、記念会館の件につ

きましては、こうして広く浅く全国からご寄附をいただいて、本当の民間の手によっ

て建設されて、今後、子々孫々と、この先生の思想を引き継いで行く、これが私ども

に課せられた義務だと思っております。そして、その中に、発行してまず全国的にい

ろんな面で発信できる宣伝にもなります、記念切手。これの発行も同時にお考えをい

ただくならば、私は、経済効果はなお増すものだと思っております。 
第３点に、公民館活動についてのお尋ねをいたします。公民館活動は現在、非常に

これからの地方を興していく、大きな起爆剤になるポジションであると思っておりま

す。この公民館活動は、ややもすれば、マンネリ化しているんではないか。その公民

館の活動をしている皆さんから、いろんなご意見を聞きます。この際、もう１回見直

してみて、良い所をして、改良すべき時は改良してやっていくお考えはないのか、教

育長さんにお尋ねをいたします。 



以上、本当に取り留めのない質問をいたしました。内容も薄うございますけれどが、

前任者の井上先生、後の議員の皆さんが内容の濃い質問をされますので、どうか私の、

この程度の低い質問でございますけれど、新人の皆さんは自信を持って、「ああ、あ

の程度の質問をすればいいのか。」というふうに自信を持たれたと思いますので、ど

うか、次回からは一般質問に参加をしていただきまして、堂々と自分の意見を述べら

れるように要望しておきます。失礼いたしました。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） ただ今の三谷議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思

います。先程、三谷議員さんがごあいさつの中で、老人をいじめないようにというよ

うなお話しがございましたが、砥部町は老人を大切にするまちでございます。そうい

うことで、私どもを始め、そして職員も一生懸命お年寄りの方を大切にして、また学

ばせていただきたいというふうに思っております。と、申しましても私も３月の広報

で書きましたように、見かけは５０歳半ばだと見えますけど、６５歳になりました。

そういうことで、老人でございますので、共々よろしくお願いしたいと思います。 

それでは始めに、雇用促進ということで、工場の立地促進、この条例を作ってはど

うかというようなご質問をいただきました。現在、中小企業等の雇用の場の確保と経

営安定を図るため、資金貸付等の融資に係る緩和措置など、各経済団体及び金融機関

等と連携をとり、企業への支援対策に取り組んでいるところであります。ご提案をい

ただいた工場立地促進条例を制定し、工場を設置する企業に優遇措置を講ずることは、

今後、砥部町が工場誘致を図っていく上で大変大きな力になるものと私も思っており

ます。本町にとって新しい工場ができ、そして安定した雇用の場を確保することは、

雇用政策上重要な課題でありますので、条例制定に向けて遅まきではありますけど、

前向きに検討して参りたいと考えておりますので、議員の皆様方からもいろんなアイ

デアをいただきたいというふうに思います。 

続きまして、２点目の坂村真民先生の生誕１００年記念事業及び記念館の建設につ

いて述べさせていただきます。広報とべ１月号の「拝啓砥部町民の皆様」にも書かせ

ていただきましたが、「坂村真民記念館」を創ることが私の夢であります。より多く

の人に真民先生の詩に触れていただき、自然愛、人間愛の尊さや平和への感謝と祈り

を学んで頂きたいとの願いからでございます。この夢に向けての第一歩として、今年

の１０月４日に、生誕１００年祭を記念して記念コンサートや基調講演などのイベン

トを考えております。しかし、財政の厳しい折でございますので、まずは財源を確保

することが先決でございます。これらの事業の財源に充てるため、本議会におきまし

て「坂村真民記念基金条例」の制定を提案させていただいております。「坂村真民記

念館」につきましては、計画的に財源の確保を行い、その財源にめどがたった時点で、

改めて議員の皆様にご相談させていただきたいと思っております。次に、記念切手の

発行でございますが、作成費用として、切手１０枚を１シートとして、５０円切手で

あれば１シートが９００円、８０円切手であれば１、２００円かかるようでございま

す。作成枚数や絵柄はもちろんのこと、贈呈するのであればその範囲や基準、販売す



るのであれば販売価格など、これから綿密な計画を立てていかなければなりません。

坂村真民先生を永く後世に伝えるための一つの手段として、ご提案の記念切手の発行

は意義あるものだと思っておりますが、先程述べましたこと等を検討させていただき、

判断したいと考えております。 

続きまして３点目の公民館活動につきましては、教育長が答弁しますので、よろし

くお願いします。 

 以上で、三谷議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 
○議長（西村良彰） 佐野教育長。 
○教育長（佐野弘明） 三谷議員さんのご質問にお答えをいたします。公民館では幼

児から高齢者まで、あらゆる年代を対象とした事業を展開しておるわけでございます。

その中には、現在の中央公民館が開館をいたしました昭和５３年度から３０年間続い

ております 陶芸、書道、料理などの「とべっ子文化の広場教室」というのがござい

ます。このように歴史ある教室運営を基盤といたしまして、砥部町の生涯学習は、「自

ら学び、共に支え合う」こういったことを目的に、学習意欲の高揚を図ってまいりま

した。各種の事業におきましては、合併を機会に、新規事業といたしまして、「陶街

道五十三次めぐり」、「地域間交流事業」、「飛べキッズクラブ」、「ちゃれんじクラブ」

こういったことなど、地域と人との結び合いを目的に実施をしているところでござい

ます。また、平成１９年度に、事業の見直し資料とするために、「とべっ子文化の広

場教室」あるいは音楽会、花教室など約４５０名の参加者に対しまして、アンケート

調査を行い、その結果、教室の継続等についての前向きなご意見をいただいておりま

す。しかし、その他の事業につきましては、時間の経過とともに、参加者は変わりま

しても内容がその時代に十分マッチしていなかったといったことなどから、ご指摘の

ようにマンネリ傾向が表れている感もございます。この原因につきましては、事業の

企画立案でありますとか、情報収集に弱さがあるのではないかと考えておるところで

ございます。そこで、平成２１年度におきましては、各種の事業を点検評価いたしま

すとともに、先程申し上げました前年度のアンケート調査の意見も取り入れまして、

より一層の効果を高めるための事業の見直しに取り組んでまいりたいと思っており

ます。公民館は、「集まる・学ぶ・繋ぐ」言葉に代表されますように、学習等の情報

の発信源でもございますし、住民のニーズに応えて、住民自らが自発的に学習に取り

組める機会や場を提供する場でもございます。これからも、町民の皆様、利用者の方々

のご意見をお聞きいたしながらコミュニケーションを大切にして、職員の資質向上に

も努めて参りたいと考えております。今後とも議員の皆さん方のご支援、ご協力と情

報提供をいただけたらというふうにお願いいたします。 

 以上で、三谷議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたいします。 
○議長（西村良彰） １６番、三谷喜好君。 
○１６番（三谷喜好） 大変前向きなご答弁をいただきまして、私も安心をいたしま

した。切手の件につきましては検討をしていただいて、これは末永く会館が建設され



ました後にも、販売ができることでございますので、なお一層の前向きでご検討をし

ていただきたいと思います。それと、生誕１００年でございますから、生まれた所が

あるし、育った所もありますが、先程述べましたように、熊本県の今は荒尾市になっ

ておりますかね。府本村との連絡を密にして、やはりそちらからも来てもいただくし、

そういうような内容等のご検討をされていらっしゃるのか、そこらあたり、答弁洩れ

ではございませんけれど、現在の分かっておる範囲のご答弁をいただいたらと思って

おります。 
３番目の、公民館活動につきましては、再任されました教育長の最初の答弁でござ

いますので、公民館活動の一層の活動を期待しております。また、期待を裏切るよう

でございますと、また質問をさせていただきますので、ひとつこの要望をお聞きいた

だきたいと思っております。まず、その２点につきまして、町長、ご答弁をお願いい

たします。教育長は答弁要りません。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） ただ今の、三谷議員さんのご質問にお答えをさせていただ

きます。生誕１００年の事業でございますが、今、中身を精査しているところでござ

います。その中で、一応もう確定している所は、皆さんもよくご存知のイエローハッ

トの鍵山相談役が砥部に来ていただきます。この方は、いろんな講演でも、皆さんも

ご存知だと思いますし、そしてまた、トイレ掃除を奨励しておりまして、心を洗うの

がトイレ掃除だということで、全国にこの支部もたくさんございます。愛媛県でも百

数十名が入っております。また、高校では松山工業高校でそういう体験もしていただ

いております。その他には、一燈園の石川洋さん。今、托鉢者として大変有名でござ

いますが、人間の心というものを説いてまわっておられます。その方もみえられるよ

うになっております。その他にも、田舞徳太郎さん、この方もいろんな経営等につい

て講演をされておりますし、全国にファンを持っており、そしてまた会をたくさん持

っている方でございます。こういう方にご参加をいただいて、この１００年祭を祝う

ようにしております。その他にはコンサート、これも計画をしております。今、三谷

議員さんからご提案いただいた府本村に対する呼びかけ、これは本当に素晴らしいア

イデアだと思いますので、これについても早速取り入れまして向こうの、先方さんと

も打ち合わせをさせていただきたいというふうに考えております。いずれにいたしま

しても、坂村真民先生が砥部町に在住していただいたことは、砥部町の宝であるとい

うふうに思っております。大変失礼な言い方をすると、砥部町の活性化にもぜひとも

使わせていただきたいというふうに考えておりますので、また皆さん方からいろんな

アイデアをいただいて、砥部に坂村真民先生がいらっしゃったということを発信して

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） １６番、三谷喜好君。 
○１６番（三谷喜好） 事業の内容等もあらましお聞きをいたしましたが、やはり生

誕地でございますのでご案内のように平成１５年、坂村先生は熊本県の文化功労賞と

して表彰をされております。おそらく熊本県としても何らかの、こっちから呼びかけ



ますと、あれがあろうと思いますが、要は私どもの先生の詩はわかりやすくて、そし

て、こよなく川を愛して、その川は大海に流れ、世界に結ぶんだというこの思想の原

点があります。私のよく言う言葉の中に、聖徳太子が斑鳩の地において、「末大海と

なる山水も、しばし木の葉の下をくぐるなり。」この句が本当に、先生のあれと一致

するように私は思っておるわけでございます。どうか一過性ではなくて、町長。これ

はね、年々この事業が今言いよる経済効果、いやらしい話ではございますけれどが、

人が来ていただくと、やっぱりそういうのが発生しますので、そういうのも含めて継

続されるように、そして１日も早く会館が建設されますことを切望いたしまして、つ

たない意見でございましたが、一般質問を終わります。ありがとうございました。 
○議長（西村良彰） 三谷喜好君の質問を終わります。１番、佐々木隆雄君。 
○１番（佐々木隆雄） 私は、この１月選挙がありまして、立候補いたしまして、多

くの方に支持をいただきまして、この場に出させていただくことになりました。日本

共産党をバックにと言いますと大袈裟ですが、共産党ということで出ましたが、町民

の皆さんや、先輩議員の中からも、議会には共産党はやっぱり必要だというふうに、

励ましもいただきました。そういう皆さんの励ましも含めて、これから精一杯頑張っ

て参りたい、そのような決意を最初に述べさせていただきまして一般質問３点につい

て行なわせていただきます。 
１点目は、子育て支援ということについてでございます。先日、第２回臨時議会に

おきまして、子育て応援特別手当が本年度に限り第２子以降、これは３歳から５歳で、

現在の対象者が３６３人ということだそうですが、その方たちに３万６千円の支給を

しようということが決まりました。厳しい経済環境の中で、単年度ではあってもこの

ような形で子育て支援ができ、多くの町民の方が喜んでくれるんではないかなという

ふうに思っております。 
 さて、私は昨年１２月にこの議会を傍聴させていただきました。その議会の中で、

観光客誘致に関する一般質問があり、それに対して中村町長が答えた中に、「とべ動

物園」それから「こどもの城」このようなものが本町の観光行政に与える影響が非常

に大きい、そういうことと関連させて、このような環境を活用して砥部町を「子育て

のまち」として大いにアピールしたい、このようなことを回答されました。私は、今

日も実は、拾町の交差点で子どもたちの登校指導に関わってきたんですけれども、ず

っと青少年の健全育成のための活動に参加してきております。「子育てのまち」をア

ピールして、様々な施策を打ち出すことで、砥部町の今後の発展のためにも大いに役

立つ、そのように確信をしています。そこで、１点目は、町長が「子育てのまち」と

言われておりますが、私はこれを更に発展させて、「子育て支援のまち」と、砥部を

このように呼んではどうかなというふうに考えております。それから、そのために、

ひとつとして、提案をさせていただきたいんですが、現在小学校まで医療費が無料で

ございます。これを小学校の卒業まで延長させて無料にするというようなことをぜひ

とも予算化を計っていただき、「子育て支援のまち」のアピールをもっともっと大き

くしていければいいなと、このように思っております。 



２点目は、妊婦への健康診断助成についてでございます。愛媛県が 2 月１６日に発

表しました２００８年度２月補正予算案に「妊婦健康診断臨時特例基金」こういうも

のの新設の積立金を計上いたしました。既に、町長の施政方針の中でも述べられてお

りましたが、現在砥部町で５回助成しておりますが、１４回まで助成するというふう

に言っておられましたので、この問題については質問と言うよりは、後、具体的な手

順だとか等について少し説明をいただければというふうに思います。 
３点目は、町内の巡回バスについてでございます。平成１９年の３月、それから昨

年の９月議会で２人の議員さんから一般質問で既に出されておりまして、特に万年、

七折、外山地域で公共交通機関であるバス路線の廃止に関して、町内の巡回バスの運

行をしてはどうだろうというふうな提案があり、町長はこの２人に対して「財政状況

が非常に厳しいこともあり、将来の高齢化の状況や住民の要望や実態、また財政状況

などをみながら検討していきたい。」と、このように回答されております。そこで２

点についてお尋ねをしたいと思います。１点目は、砥部は町の総合計画の中に、人口

の推移等がありましたが、更にもっと先の、将来の高齢化の状況等を具体的にどのよ

うなデータで、また地域ごとにどのような家族構成や、特に高齢世帯の、独居の世帯

ですね。こういうようなデータをお持ちなのかどうか、統計について１つはお聞きし

たいと思います。２つ目は、実際に町民の皆さんの要望等を聞くようなことをされて

いるのかどうか、そのことについてお聞きをしたいと思います。具体的な取り組みが

あれば、ぜひご回答いただきたい。以上、３点について町長のご所見をお願いいたし

ます。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 佐々木議員さんのご質問にお答えします。まず、ご当選おめで

とうございます。平成１０年から佐々木議員さんともお付き合いいただいて、本当に

いろんな面で､素晴らしい方だなというふうに感服をいたしております。これからも、

またお付き合いをいただきたいと思います。また、はじめに共産党が必要だというこ

とも申されましたけれども、共産党でなくっても、なんでも結構でございます。やは

り何といいましても、まちづくりに提案をいただく、そしてまちづくりに協力してい

ただく、これが私は大事だと思います。別に共産党だからということは私も思ってお

りませんし、ぜひともこれからよろしくお願いいたしたいと思います。 

まず、子育て支援についてのご質問でございますが、私が前に「子育てのまち」と

いう表現をさせていただきました。やはりこれは前の議員さんからご質問いただいた

時に、そしてまた、山口議員さんだったと思いますけれど、やはり子育てというのは

非常に大切なことであるし、そして砥部には動物園もある、こどもの城もあるという

ことで、環境を整えて、それを大いにＰＲしていきたいというようなことでお話しを

させていただきました。現在、子育て支援をいろいろな形でやっておりますけれど、

更なる充実をやはり図っていかなければならないというふうに私も思っております。

現在、子供を育てている親や、これから子供を育てる次世代の親たちが、子育てに対

する喜びを感じられるよう、現在の「砥部町次世代育成支援行動計画」を、２１年度



中に見直し、平成２２年度から２６年度までの５年間に実施すべき本町の子育て支援

に必要な重点施策をまとめた「後期行動計画」を策定する予定でございます。保育所

の運営については、保護者の家庭状況や就労状況などを的確に把握し、質の高い保育

が実施できるよう、保育士の充実や施設の整備に努めていきたいと思います。また、

小学校低学年の児童を対象に実施している放課後児童クラブについては、保護者の状

況を把握し、保育時間の延長や開所日数の増加などを検討したいと思います。つどい

の広場事業については、現在委託事業として週３回実施していますが、開設日数の増

加も検討し、より利用しやすい事業運営を目指していきたいと思います。児童虐待の

防止については、要保護児童対策地域協議会における各構成員との連携を密にして、

要保護児童の早期発見やその適切な保護を図っていきたいと思います。幼稚園におい

ては、心豊かで、たくましい砥部の子どもを育てることを目標に、楽しい遊びや仲間

づくりを通して豊かな人間性の芽生えを培う教育を実践します。また、保護者が安心

して子どもを預けることができるとともに、園児が安全で快適に園生活を過ごせるよ

う、施設の整備を行っていきたいというふうに思っております。いずれにいたしまし

ても、幼児教育環境の向上、これは非常に大切なことであると思いますので、力を入

れてやっていきたいと思います。 

それでは、質問の中で、小学校卒業まで医療費の無料化を図ってはどうか、という

ご提案をいただきました。今、本町では、子育ての支援に力を入れております。先程

申しましたことも子育て支援の中で重要な部分を占めると思っております。従いまし

て、今の財政事情等を考えますと、今すぐに小学校卒業まで医療費無料化ということ

は、極めて厳しいものがあります。今後の課題とはいたしますが、現在のところは無

料化できないのではないかというふうに私は考えております。 

続きまして２点目の妊婦健診助成についてのご質問は、先程の施政方針のとおりで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。手順等につきましては、担当の

課長の方よりご説明をさせていただきたいと思います。 

続きまして３点目の町内巡回バスのご質問でございますが、町内巡回バスについて

は、廃止された路線のバス利用者数や、巡回バスの運営費用を考えると、今すぐ、巡

回バスや乗り合いタクシーを運営することは非常に難しいというふうに思っており

ます。と申しますのも、今までのバスの利用者というのが１運行に１．７人とか、２

名を切っているような状況でございます。そこへ、町でタクシーをまわすとか、そう

いうことは難しいのではないかと思います。やはり、利用者が増えてくるという前提

条件がなければならないと思います。そして、先程言われましたように、実際にそれ

に取り組んでいるかということを申されましたが、これは昨年の秋のことでございま

すので、それからの変化というのをいちいち６カ月ごとに点検していくというのは非

常にロスが多いのではないかと思います。もちろん町民の皆様からご意見をいただく

宝箱もございます。そういうところにも今のところ意見がございません。やはり、そ

ういうご意見をいただくということと、それとやはりこれは５年くらいのスパンで見

直しをまた考えていくというのが適切ではないかと思います。もちろんご要望があっ



ても、出来ることと出来ないことというのもございます。しかし、町民の皆様のため

になること、これは一生懸命検討をしていきたいというふうに考えております。現在

は、そういうことで、取り組みはいたしておりません。しかし、先程佐々木議員さん

も言われましたように、将来の人口を推計というのは国勢調査や町の総合計画、この

中にでておりますので、ある程度把握はできておりますが、移動もこれからも考えら

れると思いますので、今後は町民の皆さんのご意見を聞きながら進めていきたいとい

うふうに思います。以上です。 

○議長（西村良彰） 日浦保険健康課長。 
○保険健康課長（日浦昭二） 佐々木議員さんのご質問にお答えをさせていただきま

す。妊婦健診の拡大の件でございますが、国の方で、妊婦健康診査臨時特例交付金と

いうのを交付していただけることになりまして、それをもって愛媛県が２０年度中に

基金を積みまして、平成２２年度補正まで支出することができるようにする制度でご

ざいます。これによりまして、砥部町も現在までの５回健診から１４回に拡充するわ

けでございますが、その手続きが愛媛県内どこに住んでおらましても県内で診ていた

だけましたら同じように特典を受けないといけないということでございまして、県単

位であくまでも実施するということが基本でございます。現在、度々担当者会等で、

県内で打ち合わせを行なっているところでございます。ただ、現在、５回の健診につ

きましては、受診券を配布して行なっております。これを、残り９回分、合計１４回

分になるわけでございますが、受診券を発行して、それで、県内の方でございました

らどこの病院へ行ってもできるというふうに、そういうふうな制度にしたいと、現在

準備を整えているところでございます。参考までに､２月末現在で母子手帳を交付し

ている方が１６５名おいでます。また、例年でございましたら２００名前後のお子様

がお生まれになりますので、それくらいの該当者の数と試算して予算を組んでおりま

す。以上でございます。 
○議長（西村良彰） １番、佐々木隆雄君。 
○１番（佐々木隆雄） 回答ありがとうございます。１つは町長がなかなか財政事情

も含めて小学校の卒業までの医療費の無料化は難しいというふうなご答弁でござい

ましたが、先日、２月２１日付けの愛媛新聞で、今治市が小学校卒業まで入院費の無

料化を今度の６月議会に提案したいということで、記事にでておりました。少し中身

は違うんですけども、確かにこれから子どもの数も減っていくという部分も否定がで

きないかと思うんですけども、やはり子どもは本当に国の宝、砥部町の宝でございま

す。改めましてですね、他の地域でもこのような形で、また支援をしていくような動

きもでてきておりますので、また私の方も粘り強く住民の皆さんとも相談しながら､

議会の方にも何回か提案もさせていただきたいというふうに考えております。どうぞ

よろしくお願いします。 
 それから、巡回バスの件なんですが、ここでは触れておりませんでしたけれど、町

長のお話しの中に、デマンドタクシーのことが少し出されましたが、これも同じよう

に四国中央市で現在やっておりますけれど、来春からはさらにこれを拡大して、新宮



を除く全域にバスではなくこれはタクシーなんですが、走らせてやっていきたいとい

うふうなことで、方針として出されております。やはり、実際に住んでいる皆さん方

の足が、交通の便が不便だということでバス以上にここの四国中央市の場合は大いに

役立っておるようでございます。もう少し砥部町でもですね、先程私がデータの話を

しましたが、ますます高齢化が進んでいき、本当にもう中心部に住んでおいでても、

公共の交通機関が利用し辛いという方もたくさんでてくる、そのようなことも危惧さ

れますので、今から準備に入っていただければいいんじゃないかなというふうに思い

ますので、併せまして、この辺もう少し検討をお願いしたいというふうに思います。 
 それから妊婦健診については、十分私も知らなかった部分があるんですが、受診券

というんですかね、これが現在５枚というのをさらに増やして、１４枚まで発行して

今現在１６５人の母子手帳を持っている方がおいでるというようなこと、さらに２０

０人くらい例年生まれになっているというふうなことで、多くのお母さん方が、また、

赤ちゃんがより健康に受診ができるというふうなことで、これはいいことだなと思い

ますのでぜひとも広報活動をしっかりしていただきたいというふうに思います。 
できましたら、今治市の取り組みの件や、四国中央市のデマンドタクシーの取り組

みのことを踏まえて、さらに町長の将来展望も含めてご所見をお伺いできればと思い

ます。よろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○町長（中村剛志） 今治市で今度小学校の６年生までのをみるというのは私も新聞

でみさせていただきました。町それぞれの取り組みの仕方が違うと思います。そうい

うことで、私は医療費の無料化より先に、先程申し上げました子育てのために保育所

を始め、小学校の放課後でお預りするとか、そういう面で力を入れていきたいという

ふうに現在思っております。そういうことで、また次の段階としてこれについては検

討させていただきたいというふうに考えております。 
 それからデマンドタクシーの件でざいますが、便利だということも分かりますし、

あった方がいいというのも分かります。しかし、町の限られた財政の中でやるのに適

しているかどうかというのを考えますと、今時点では出来にくいという答弁しかでき

ません。そして、ひとつ私が考えますのは、砥部町は細長い、旧の砥部で申しますと

非常に細長い町でございまして、その幹線の中央に、幹線の３３号線であり旧の３３

号線が走っております。そういうことで、比較的交通の便がいいというふうに思って

おります。あと問題は、やはり横へ入る線の方をどうするかということだと思います。

そういうことで、これから旧の砥部についてもそういうご高齢者の方が増えて今は多

分ご家族が運ばれたり、そしてまた近所の方がついでに乗せていってくれたりしてい

るんじゃないかと思います。しかし、将来高齢者は増えていくというのは間違いござ

いませんので、そういうことも含めて今後の検討課題として検討させていただきたい

と思います。それよりも私は、若干心配しておりますのは、広田地区の交通のことで

ございます。やはり、広田から砥部へ出て来るバスが今、２便しかございません。そ

ういうことで、この件についてもっと先にやらせていただかないといかんのじゃない



かなというふうに思っております。また、住民の方が便利になることは良いことでは

ございますので、含めて財政と相談しながら検討していきたいと思います。 
○議長（西村良彰） １番、佐々木隆雄君。 
○１番（佐々木隆雄） 私も、まったく初めてで、十分に勉強もしておりませんので、

不十分な質問になったところもあったかと思いますが、選挙にあたって、町内各地を

回ってくるなかで、具体的に交通の便が悪いとか、本当に子育てを応援している、こ

れはお婆ちゃんだったんですけど、私が演説する前まで来まして、孫が４人もいて、

医療費が無料になったら本当に助かるんですと、雪の降る中、私の所まで来て握手を

してくれたり、そんなこともありましたので、また引き続いてこのような、住民の皆

さんの要望を実現していくために、議会内外の皆さんとも協力もしていただきながら

実現していけるように頑張ってまいりたいと思います。以上で質問を終わらせていた

だきます。 
○議長（西村良彰） 佐々木隆雄君の一般質問を終わります。８番、栗林政伸君。 
○８番（栗林政伸） ８番、栗林政伸でございます。まずは中村町長、当選おめでと

うございます。私も昨年の１１月のちょうど半ばくらいまでは、もうこの席には立つ

ことはないという決心もしておりました。しかし、また、変わりまして、この場に帰

ってきました。非常に子供の時から、祖父によく言われました。私は戦争孤児でござ

いますので、親父が早くから、私ができてすぐ逝きましておりません。お祖父さんに

育ててもらったんですが、よく言われました。「お前は、小学校の作文を見ても作文

も下手だ。歌も下手だから、人の前ではあいさつもするな。」ということをよく言わ

れてきましたが、またこれから町長を始め、課長さん、議員の皆さんにもいろいろと

ご迷惑をお掛けすると思いますが、ひとつ４年間よろしくお願いします。 
それでは、私からは２点について質問したいと思います。まず、町道井手の上線で

ございます。この質問は、私が平成１８年６月議会において質問をいたしました。地

元から非常に強い要望があり再質問をいたします。ＪＡえひめ中央宮内支所から国道

まで約３００ｍあります。国道からちょうど中間の地点に、井手の上集会所がありま

すが、約１５０ｍ、この間が通学路になっております。伊予鉄七折線は廃止になりま

したが、大型トラックまた大型のダンプがよく通ります。そして実りの秋には大型バ

ス、また、今の２月、３月にかけての七折の梅祭りには大型バスがたくさん入ってく

るようになりました。通学路ですので、子どもたちにとって危険な状況が度々発生し

ているとお聞きします。そこで、早くこの町道を県道に格上げになるよう県に陳情し

ていただいて、改修を早急に行なっていただきたいと考えますが、町長のご所見をお

伺いします。 
それから、２点目については、保育園と幼稚園を一体化した認定こども園について

でございます。この件については以前から度々一般質問が出ております。また昨年９

月、１２月議会でも前の議員さんから一般質問がありました。その時の答弁では、プ

ロジェクトチームを作って作業していると伺ったように記憶しております。しかし、

それから後も、この件についての話が聞こえてきません。現在どのように進んでいる



のか、また、やる気持ちが有るのか無いのか町長のご所見をお伺いしたいと思います。

以上２点、よろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） それでは、栗林議員さんの質問にお答えをさせていただき

ます。私も、この井手の上線については非常に形態もおかしいし、これはなんとかし

なければならないと思っております。皆さん方も多分、思われておると思うんですけ

ど、川井の方の県道が非常に綺麗になりました。宮内の交差点まで素晴らしい２車線

の道路になっております。しかし、宮内から新国道への３３号線までの間が非常に狭

い状況でございます。実はこれが町道で、宮内の交差点から迂回をして砥部中学校の

下を通っておるのが県道と、変則的な形になっております。そういうことで、私が町

長にならせていただいてからも、平成１５年１０月、平成１８年６月、平成２０年６

月と３回にわたって県に要望を続けております。国道と県道との接続や道路網、交通

量から見ても、県道昇格が必要だというふうに私は思っております。県からは、今の

厳しい財政事情の中で県道に認定し、具体的な改良の事業化は困難であると回答をい

ただいております。しかし、これは絶対に必要な道路であるということでございます

ので、今後も引き続き県道昇格の為に、一生懸命粘り強く要望していきたいというふ

うに考えておりますので、ご理解とそしてご協力をお願いいたします。 

続きまして２点目の認定こども園についてのご質問でございますが、昨年の９月か

ら１１月にかけて、プロジェクトチームによる研修を行い、老朽化している施設の第

２次耐震診断の結果が出た時点で判断する旨の中間報告を受けております。現在、本

町におきましては、将来に備えて幼稚園児と保育園児との交流の拡大を図っていると

ころであります。就学前児童に対して合同の教育や保育の提供が望ましいと考えてお

りますが、全国的には認定こども園の普及は進んでおりません。その原因は、今なお

残る文部科学省と厚生労働省の二重行政による事務や施設整備面での煩雑さ、財政支

援面でのメリットの無さなどが言われており、これらの問題点の解消が望まれるとこ

ろであります。また、今年度に、保育所及び幼稚園の第１次耐震診断が終了しますの

で、引き続き第２次耐震診断を実施し、その結果を踏まえ、耐震補強工事により現状

どおりの運営をするのか、それとも幼保一元化が可能な一体的な施設を新築するのか

を検討したいと思っております。また、１月に０歳から１２歳までの児童の保護者全

員に、次世代育成支援行動計画後期策定に関するアンケ－ト調査を実施し、その中で

０歳から６歳までの就学前児童の保護者に対して認定こども園について意見を聴い

ておりますので、その意見も参考にさせていただき、決定をしたいと思います。 

 以上で、栗林議員さんのご質問に対する答弁とさせていただきます。 
○議長（西村良彰） ８番、栗林政伸君。 
○８番（栗林政伸） 町長の答弁ありがとうございました。まず、町道の井手の上線

ですが、先日も地元で１２０人ほどの集会がありました。その席で地元の区長さんが

ぜひこの道だけは取り組んでほしいということを、皆さんの前で言っております。ま

た、周辺の通学する地区の父兄、区長さんも強くこれを望んでおります。先程、町長



の答弁でありましたように、県の財政も非常に厳しいことは分かっております。また

前回の答弁でも、今の答弁でも県の方にもお願いに行った旨、言っておりました。こ

の砥部町内でも３７９号のトンネル工事、また、伊予砥部線の拡張と、順次構想もあ

りますが、ぜひこの井手の上線においても町長、早急にまた取り組んでいただきたい

と思います。大型の車がですね、伝産会館から今の中学校の下を通って、宮内の農協、

これは今県道ですが、これを通る車は１台もおりません。旧の伊予信用金庫から全部

大型の車は下向いて降りております。幸いにして、この砥部町には県下でもトップの

県議さんがおいでますので、ひとつ町長と二人三脚で力を借りて、改良が１日でも早

くできるようにお願いをしておきたいと思います。 
 また、認定こども園の件ですが、本来なら担当課長にお聞きしたかったんですが、

１月１日からの機構改革で担当課長もまだこの件についてはあまり詳しくないと思

いましたので、ちょっと町長にお伺いしたわけでございます。ちょうど、保育園と幼

稚園を一体化した施設で、共働き家庭か専業主婦家庭に関わらずですね、利用できる

ように制度を国が作ったわけでございますが、保育園は厚生労働省、先程も町長が言

っておられました。幼稚園は文部科学省と。二元行政で公費負担や割合も異なるとい

うことも、町長が言われておりました。過去に私たちも委員会で、佐賀や横浜にも研

修に行きましたが、幼稚園児、保育園児が一緒に土遊びをしてですね、食事もする。

そして、友達の輪が広がり、小学校に入学してもすぐ馴染んだと。また、親同士も仲

良くなれたと言っておられます。また、愛知県の豊田市、ここは市内に８０あった公

立、市立の保育園と幼稚園を一体化し、こども園にしております。これは国の認定こ

ども園ではなくですね、独自のこども園として取り組んでいるところもあります。保

育料を一律にして、子育て世帯の負担を減らそうというのが市の方針のようですが、

４０年前から幼保の人事交流や保育内容の統一に取り組んできたということで、円滑

な一体化ができたといわれております。認定こども園は保護者にも好評で、幼稚園の

親はですね、長時間預かりを、保育園の親は幼稚園に並んだ教育が受けられるという

点が高く評価されております。また、2 月１５日の愛媛新聞には、お読みになられた

と思いますが、「長時間保育にニーズ」のタイトルで、一元化した認定こども園の特

集が大きく載っていました。これは東松山幼稚園、東松山保育園です。県内の幼稚園

は園児数が減少し、運営に四苦八苦する幼稚園が増える中、２００７年 7 月に幼稚園

と保育園を一元化した認定こども園、保育所の入所希望数は定員オーバーで、待機児

童も２０人以上いるといわれております。保育所には入所条件がありますが、幼稚園

は制限がないと。こういう違いがあります。県の子育て支援課によるとですね、認定

こども園は、保護者の就労状況に関係なく利用でき、長時間の保育教育が可能になる

と。そして、現在県内には５園あるが、今後増えるのではないかと予想をしています。

ただ、先程の園長は、保育や教育が停止になってはいけないと。幼稚園が生き残るに

は、世の中の動きや保護者の望むサービスにいち早く対応する必要があると言ってお

ります。ここで、中村町長に再度お伺いいたしますが、やろうと思えば、砥部、宮内

の２箇所においては、先程も言っておりました。建替えるか耐震工事かということも



言いよりましたが、整備が整えばすぐできると思います。その気持ちがあるのか、再

度お聞きしたいと思います。また、今まで、国の方はですね、幼稚園は文部科学省、

厚生省は保育園と、国の方はまだ従来通りそのままできておりますが、砥部町は最近、

幼稚園は教育委員会でございましたが、保育所と一緒にですね、厚生委員会の方に担

当が変わっております。私は、これは今後を見越しての、ひとつの課に統一されたの

かと思っておりましたんですが、その点もひとつ併せてお尋ねしたいと思います。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） 栗林議員さんの再質問にお答えしたいと思います。先程か

ら申し上げておりますように、このこども園については非常にいろんな問題がたくさ

んございます。そういうことで、今、課を中心にプロジェクトチームからかなりの資

料もできておりますので、その点につきましてもまた皆さん方にも問題点をあらって

いただくようなことを早急にやりたいというふうに思っております。やはり、迷った

らゴーということで、ストップしたり、後ろに下がるのではなく、やっぱり迷った時

にはゴーの気持ちで私は行政にも取り組んでいきたいというふうに思っております

ので、前向きにこの件については検討を進めていきたいと思います。それとやはり、

耐震の診断というのが早くこの施設ができるかできないかに繋がるというふうに思

っております。いろんな問題点一つひとつあらって、そして前向きで進めていきたい

というふうに思います。よろしくお願いします。 
○議長（西村良彰） ８番、栗林政伸君。 
○８番（栗林政伸） また、昨年の８月ですか、アメリカのリーマン・ブラザーズの

破綻でですね、この日本もこの半年で１００年に 1 度の不況がきております。そんな

中で、保育所は 6 時まで延長保育でみていただきますが、幼稚園は今現在２時半くら

いで親が迎えに行かないといけません。そこで、私も昨日耳にしたんですが、今現在、

ご主人の仕事が無くなるとか、そしてまた残業が無くなるなかで、家計に占める割合

が非常に大きいと。私もパートにでも出たいんやけど現在、子供も迎えに行かないか

んから、できないというような声も聞きます。ですから、私は、今の町長の答弁が前

向きで、答弁いただいたんですが、そういうことも考えてできるだけ整えば、早くこ

れができるように、また私らも厚生委員として勉強もしていきたいと思っております

ので、よろしくお願いします。以上で質問を終わります。 
○議長（西村良彰） 栗林政伸君の質問を終わります。１３番、中村茂君。 
○１３番（中村茂） １３番、中村茂でございます。私は次の 2 点について質問をい

たします。まず第 1 点といたしまして、定額給付金についてであります。 
 アメリカ発の金融危機により「１００年に１度」といわれる金融経済危機、世界同

時不況の様相が一段と深まりつつあり、わが国も今年は戦後最悪の恐慌状態に陥ると

予測されております。それだけに、この国難ともいうべき非常事態の打開には、日本

の総力を挙げて取り組むべきであると考えます。しかしながら、現状はそれと程遠い

ものがあるといわざるを得ません。国民からすれば、与党も野党も関係なく、政治全

体として何をするか、何をしてくれるかがすべてであります。非常時では、なおさら



その思いが強いはずであります。今、わが国の景気、経済にとって一番大事なことは、

２００８年度第２次補正予算に続き、２００９年度本予算案を早期に成立させる事で

あります。幸いに昨日、４日にこの予算が通過いたしました。第２次補正に盛り込ま

れた定額給付金は、急速な景気の悪化で、疲弊した国民の生活を守ると同時に、ＧＤ

Ｐの６割を占める個人消費を下支えする必要不可欠な減税措置であり、減税と給付を

組み合わせることによって、所得の少ない非課税世帯にも恩恵を及ぼす「給付つき減

額控除」を先取りしたものであり、世界各国がこの経済危機の中で取り入れている潮

流であります。 
 この定額給付金を地域活性化に生かす取り組みも全国で目立ち始めております。例

えば、鳥取市では１万円で１万２千円分の買物ができる２０％割増のプレミアム商品

券の発行を決めました。また、愛媛県でも宇和島市が検討しているとのことでありま

す。景気悪化に伴う消費低迷で苦境が続く商店街の振興などに一役買う期待が高まる

と考えます。給付金の実施に合わせ、商品券などの発行を計画している自治体は、１

月末現在で３４都道府県、１２９市町村にも上がっています。世論調査では、給付金

を「消費する」との回答が多数を占めているが、自治体の知恵と工夫によって給付金

の効果は一段と高まることが予想されます。そこで、砥部町においても、この給付金

に合わせたプレミアム商品券の発行を行い、商店街や砥部焼業界の活性に貢献すべき

であると提案いたしますが、町長のご所見をお伺いいたします。 
２点目といたしまして、火災警報器の設置についてであります。２００４年６月の

消防法改正を受け、２００８年６月から３年以内に既存住宅に対して、住宅用火災警

報器の設置が義務付けられるようになりました。消防庁によると、ここ数年、住宅火

災による死亡者が増加傾向にありその半数以上を６５歳以上が占めています。２００

６年に起きた住宅火災による死者数を警報器設置別に１００件当たりで比較すると、

設置していなかった場合は、７．７人が亡くなっていたのに対し、設置していた場合

は２．４人と３分の１に減少しており、警報器が効果を発揮していることが分かりま

す。２００４年の改正消防法では、すべての住宅に対し、寝室や階段への警報器の設

置が義務付けられるようになりました。自治体によっては台所などにも設置を義務付

けている場合もあります。同法の適用は新築住宅には２００６年６月から始まってい

るのに対し、既存住宅については２００８年６月から２０１１年６月１日までに各自

治体が条例で義務化するように定められております。そのため取り組みに対する自治

体の温度差は大きくなっております。 
 こうした中で、普及率アップに向け独自の取り組みを行なっている自治体もありま

す。東京都荒川区では、２００６年度から３ヵ年計画で設置義務がある約６万７千世

帯に対して警報器を１個ずつ無料配布しております。２００６年度は高齢者や障害者

世帯、火災危険度５の地域に住む世帯に。２００７年度は火災危険度３に住む世帯と

いった具合に、優先順位を決めて行なっております。また、港区では、２００７年度

から一般世帯に対し、警報器の購入、取り付け費用の半額、上限１万円を助成。また、

徳島市では、日常生活用具の給付事業として、寝たきりの１人暮らしの高齢者、障害



者に対して助成を行なっています。そこで、砥部町では現在、どのような取り組みを

行なっているのかお伺いします。まず第１に、既存の住宅の設置状況はどうか。2 点

目として、町営住宅の状況。砥部地区の住宅はほとんど新築されていますが、一部の

古い住宅や広田地区の住宅はどのようになっているのか。３点目、１人暮らしの高齢

者や障害者の世帯。４、今後、業者の紹介や助成等の考えがあるかどうか。まだまだ

普及が進んでいない理由として、設置しなくても罰則がない。また、制度自体が住民

に浸透していない。また、設置費用がかかる等々であるが、万一出火した場合、全国

ニュース等で高齢者の方が死亡したケースが多くあり、他人事として片付ける事はで

きません。今後の取り組みについて町長のご所見をお伺いいたします。以上で、私の

質問を終わります。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） 中村議員さんのご質問にお答えします。始めに、定額給付

金についてのご質問ですが、定額給付金にあわせてプレミアム付き商品券を発行する

ことでございますが、現段階では、町が主体となって行うことは、考えておりません。

商工会や砥部焼業界などで、もし、そのような計画があれば、お手伝いできる部分も

あると思いますので、町といたしまして、この給付金を、対象の方々のお手元に間違

いなくお届けすることが、最も重要なことだと考えております。と申しますのも、地

域振興券が前ほど発行されましたが、やはり砥部町の場合には、出先店舗が多くて地

元の商店になかなか利用者が少なかったというようなこともございますし、砥部焼と

いうことに限定するとなかなかそのプレミアム商品券も売れにくいんじゃないかと

いうふうに思います。そういうことで、これはその一番の元でございます町の商工会、

砥部焼業界等を含めてお話しがあれば考えたいというふうに思います。 

続きまして２点目の火災警報器の設置についてのご質問でございます。まず、既存

住宅の設置状況でございますが、昨年の１２月に、伊予市、そして松前町、砥部町が

入っております伊予消防等事務組合と消防団が、新築住宅を含めて１，８４５世帯に

ついてアンケート調査を行いました。その結果、回答のあった世帯の１５．７パーセ

ントに当たる１８３世帯が火災警報器を設置していると回答しております。本町だけ

といいますと、これが当てはまらないかもしれませんので、参考値としてご理解をい

ただいたらと思います。次に、町営住宅の状況でございますが、砥部地区は、６団地

６８戸のうち、近年の建替えによりまして３団地４４戸は火災警報器が設置されてお

ります。従って、未設置は、２４戸ということになります。また、広田地区におきま

しては、１２団地７５戸ございますが、現在のところ１軒も設置をされておりません。

未設置の町営住宅につきましては、今後、早急に、順次設置したいと考えております。

次に、一人暮らしの高齢者の皆さんに対する助成でございますが、火災報知器は１個

大体５千円くらいで設置費用含めてできるということでございますので、助成等は現

在のところ考えておりません。また、障害のある方のうち、障害者手帳をお持ちで、

重度障害のある方に対しては、日常生活用具費給付事業により、申請に基づき、生活

状況を勘案して基準に従って給付をしているところであります。高齢者や障害のある



方に対しては、必要に応じて民生委員やケアマネージャーと連携して、適切に対応し

ているところであります。次に、業者の紹介や助成等につきましては、住宅用の火災

警報器は、町内の電気製品の販売店やホームセンターなどで広く販売されております

ので、福祉関係を除き、業者を紹介することは考えておりません。全世帯を対象とし

た助成については、先程も申しましたが、５千円ということで、安価で購入できます

し、また自分で簡単に設置できますので、ご自分でやっていただきたいというふうに

思っております。最後に、今後の取組みでございますが、現在、ホームページや広報

紙による啓発、火災予防週間に合わせて消防署員と消防団員が一人暮らしの高齢者宅

を訪問し、防火診断に合わせて火災警報器の設置啓発を行っているところであります。

今後は、高齢社会の進展とともに火災の犠牲者となる高齢者が増加する恐れがありま

すので、引き続き啓発活動を継続するとともに、自主防災組織へも啓発して、高齢者

や障害のある方に対して支援してまいりたいと考えております。以上で、中村議員の

ご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（西村良彰） １３番、中村茂君。 
○１３番（中村茂） 答弁ありがとうございました。今、新聞で賑わっておりますの

は、給付金がもう既に、今日からですね、配布されている所があります。北海道の西

興部村、それと青森県の西目屋村というところがですね、今日からもう既に配布して

いると、先取りしてやっているということでですね、大変新聞等を賑わせております。

本当にこの２次補正関連が成立したことによってですね、我々も思ってもないお小遣

いと言ったらなんですけども、いただけることは大変ありがたいと思います。与党が

３分の２以上で賛成され、野党の方は皆反対だということで、地方では黙認している

という野党のお話しも出ておりましたけれども、我々が１日も早くですね、これを配

布いただけるようにお願いしたいと。大体どのくらいで、町内の皆さんに渡るかとい

うことをちょっとお聞きしたいとこのように思います。そして、子育て応援特別手当、

高速料引き下げ、自治体の雇用創出等々ですね、既にこの中に含まれておるわけであ

りまして、しまなみ海道も２０日から値下げになるそうでございまして、土曜、日曜、

祭日には１千円で行けるというように、新聞に出ておりますので、これから春の行楽

シーズンになって大変良いことではないかとこのように思います。砥部町としまして

も、町としてはしないということですが、商工会とかまた砥部焼の業界の方に働きか

けていただいてですね、実施できたらいいんじゃないかと。４月の砥部焼まつりに、

これがうまくマッチしたらある在庫が全部売れるんじゃないかとこのように思いま

すんで、本当に活性化につながっていける方法だと思います。ぜひ、言ってきたらと

待つんじゃなしに、こちらから町から働きかけて、商工会とか砥部焼等を働きかけて、

そういう活性化の一つの大きな目玉にしていっていただいたらいいんじゃないかと

このようにご注文をいたしておきたいと思います。 
 警報器の件でございますけれども、ちょうど１日から７日の間、春の火災予防週間

でもあります。我々もこの報知器についてはなかなか勉強していなくて、知らなかっ

たわけですけれども、当然火災が起きるということは、自分だけじゃなしに、近所の



人たちに大きな迷惑をかけるし、また、万一死亡したら、本当に、生涯悔いを残すこ

とになる可能性がございます。そういうことで、５千円でわずかな金だから町は補助

できないというけれども、高齢者にとっては、やっぱりわずかでも半分とか補助をし

ていただいたら早く設置できるんじゃないかと、このように思いますので、特に高齢

者の方とか障害者の方に対しては前向きな方向で検討していただきたいとこのよう

に思うんです。この２点について答弁をお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） ただ今の、給付金についてでございますが、私もテレビで

見させていただいて、さすがすごいなと、４０歳台の町長さん、なかなかやるなとい

うふうに見させていただきました。人口の問題もございまして、１，５００人位の人

口ということで、準備も早くから始めたということで、やはり素晴らしいなというふ

うに感服をいたしました。それでは砥部町でございますが、３月下旬に申請書の配布

をする予定になっております。そして、４月の中旬から支給をしたいというふうに思

っております。今、他の県下の２０市町をみてみますと、市はほとんどが４月上旬に

申請書を配布、５月の中旬ないし下旬から給付というような予定をいただいておりま

す。町は人口のちょっと少ないのもありますので、３月の中下旬に配布して、４月の

中下旬から交付、このような状況でございます。それと、先程ありました砥部焼まつ

り辺りに使うということも、非常に良いアイデアだと思いますので、またそういうご

相談がありましたら町としてもまた対応していきたいというふうに思います。 
 また警報器につきましては、今のところ我々が見回りをしてお勧めをするというよ

うな状況でございますので、また、希望者がどのくらいあるか、それも含めて今後の

課題としたいと思います。 
○議長（西村良彰） １３番、中村茂君。 
○１３番（中村茂） 最後で、終わります。愛媛県では先程言いましたように、プレ

ミアム券を発行するのが四国中央市と西条、大洲、西予の各市も予定しておるという

ことで、これからいろんな面で勉強になることがあるんではないかと思いますので、

楽しみにして、いろんなことを勉強しながらいいアイデアをよい方向に持っていって

いただいたらいいんではないかとこのように思います。警報器の件でございますけれ

ども、さっきのお話しじゃないですけれども、後ろ向きな話ではなしに、前向きに取

り組んでいただいて、あの時警報器を付けておったが故に、火災にならずに終わった

と、そういう時が必ずあると思います。なんとか皆さんの知恵を出して、火災防止の

ためにもですね、必要があるんではないかとこのように思います。以上で、私の質問

を終わります。 
○議長（西村良彰） 中村茂君の質問を終わります。ここで昼食のため休憩をします。

再開は午後１時１０分の予定です。 
 

 午前１１時５３分 休憩 

午後 １時分１０ 再開 



 

○議長（西村良彰） 再開します。５番、西岡利昌君。 
○５番（西岡利昌） ５番、西岡でございます。さっきの先輩の議員から中身の濃い

質問をせよということで、大変緊張して、プレッシャーを感じておりますので、よろ

しくお願いします。また、昼から自分のために議会を開かせているみたいで大変緊張

しております。 希望のもてるまちづくりについて、まず大切なことは、この砥部町

が安心して暮らせ、若者が未来に希望を持てる町にすることが必要だと考えます。 
 それには、健全な財政基盤が必要だと考えます。去年の秋以降の、世界的な景気の

悪化、今後ますます厳しさを増すであろう経済環境を、この砥部町も避けて通ること

はできないと思います。そこで、本町の財政について、まず、歳入を増やすためにど

のような対策を考えておられるのか。また、歳出削減のためにどのようなことが大切

とお考えておられるのか、以上２点について町長のご所見をお伺いいたします。よろ

しくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） まずもって、西岡議員さんの、新砥部町になっての町議会

議員さん初当選おめでとうございます。心からお歓び申し上げたいと思います。初め

てといっても旧砥部町で議員さんを経験されておりますので、これからまた、ぜひと

も、まちづくりに大切なご提案をいただきたいうふうに思います。また、ただ今ご質

問いただきましたこと、やはり、長年会社経営に携わってこられ、経営術にたけてい

る方のご質問だと思います。「要るを計って譲るを制す」これが基本でございますの

で、その通り私もやっていかなけえばならないと思います。そして、やはり若者に希

望の持てるまちづくりというのは、一つはやはりお金を使わなくてもできる部分もあ

りますし、もう一つは財政の基盤をきちっとしてやれるものと、２つに一応分かれる

と思います。今の時代、大変厳しい財政状況でございますので、お金を使わなくって

もできるまちづくりを大いにやっていかなければならないというふうに思っており

ます。 

それでは、ご質問いただきました、まず、一般財源をどのように確保するかという

ことでございますが、やはり、これは端的に申し上げまして、もう税金をきちっとい

ただく、これが中心になります。そしてまた、先程、三谷議員さんからご質問いただ

きましたように、工場等の誘致をして、そちらからの税金をいただいて一般財源を確

保していく、これが一番大切だと思います。それともう一つは、やはり町民の皆様に、

受益の程度に応じて、費用負担をしていただく、これも収入が増えることには変わり

ございませんが、住民の方の痛みも多少伴うわけでございます。そういうことで、会

社経営も同じように収入をどこに求めるか、それはやはり自分それぞれが努力をして

いかなかければなりませんが、町民の皆様というのを考えながらやっていかなければ

なりません。そういうことは、町民の皆様が、より一層所得が上がることによって、

私は町の財政も豊かになるというふうに考えております。また、歳出削減については、

人件費や公債費など経常経費を削減し、そして自由に使えるお金の幅を広げていくこ



とが大事だというふうに思っております。いずれにいたしましても、必要な物を、い

つも必要性を考えて、そして時代に合わなくなったものは整理合理化して、予算をい

かに有効に使っていくかということが大切だと思っております。入ってくるお金、そ

して負担するお金。これのバランスを常に考えていかなければならないというふうに

思っております。言い換えれば、将来を見据えた、計画的な財政運営が大切と考えて

おります。以上で、西岡議員のご質問に対する答弁とさせていただきます。 

○議長（西村良彰） ５番、西岡利昌君。 
○５番（西岡利昌） 今、町長さんから答弁をいただきました。増やすためにという

ことで、いろいろ言われたんでございますけれども、やはり地場産業というか、地産

地消、地元の物とか、地元の業者がやっぱり元気を出すような、そういうことをもっ

と具体的に考えていただいて、収入が増えるようなことを一つ考えていただきたいと

思います。また、歳出削減は、いろいろ必要な物、それからまた要らなくなった物は

整理をしていくということでございます。これもいたずらに削減だけすれば良いとい

うものでもなく、やっぱり人件費もあまり削ると、情熱がなくなりますので、程々に

していただいて、有効に使っていただくということでございますので、そこらへんよ

ろしくお願いいたします。それでは、さっきの具体的に何かあればお答えをお願いし

ます。 
○議長（西村良彰） 中村町長。 
○砥部町長（中村剛志） ただ今、具体的にということでございますが、町内の業者

を活用して、そしてまた、それが返って税金で帰ってくるということの一つの方策だ

と思います。具体的にこれとこれというのは、今、申し上げるような状況には無いん

で、これはぜひですね、西岡議員さんから私の方にこういうふうにすれば町税がどん

どん上がるから、町長ぜひ、こうゆうふうな方策をとったらどうですかというような

ご提案をいただいたらと思います。私どももまたどのようにすればいいかということ

で、また考えていきたいと思います。さっき申しましたように、町の住民の方の所得

が上がるということ、これが必ず税として収入で戻ってくるのは事実でございますの

で、その方向でいろいろなことを、今後考えていきたいというふうに思います。 
○議長（西村良彰） ５番、西岡利昌君。 
○５番（西岡利昌） 今、町長さんから言われたように、今後は税収を上げたりする

のには、役場の理事者の皆さん、そして議員の皆さん、そして町民の皆さんが三位一

体と言いますか、協力をして頑張っていって、小さくてもきらりと光り続けるように

と、この砥部町が続くように、努力をしていきたいと思いますので今後ともお願いい

たします。以上で質問を終わります。 
○議長（西村良彰） 西岡利昌君の質問を終わります。これで一般質問を終わります。 
 以上で、本日の議事日程はすべて終了しました。本日はこれで散会します。 
 

午後１時２０分 散会 
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平成２１年第１回砥部町議会定例会 
平成２１年３月６日（金） 

午前９時３０分開会 
 
○議長（西村良彰） 現在の出席議員は１６人です。定足数に達していますので、本

日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１ 議案第４号 指定管理者の指定について 

（説明、質疑、産業建設常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第１議案第４号指定管理者の指定についてを議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。相田産業建設課長。 

○産業建設課長（相田由紀夫） それでは、議案第４号についてご説明申し上げます。

指定管理者の指定について。次のとおり砥部町峡の館の指定管理者を指定するため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。１番目といたしまして、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、

砥部町峡の館でございます。指定管理者となる団体の名称につきましては、有限会社

砥部町産業開発公社でございます。指定管理者となる団体の所在につきましては、砥

部町総津１５９番地２でございます。指定の期間でございますが、平成２１年４月１

日から平成２２年３月３１日の１年間といたします。平成２１年３月６日提出、砥部

町長中村剛志。提案理由でございますが、砥部町峡の館の管理及び運営を効果的かつ

効率的に行なわせるための指定管理者の指定を提案するものでございます。 

 次のページお願いいたします。１ページでございます。砥部町峡の館における指定

管理者候補者の選定結果についてご説明申し上げます。砥部町峡の館における指定管

理者の候補者について、次のとおり選定いたしましたので、ご報告いたします。１番

目につきましては、施設の概要でございますが、皆さんご存知のとおり、広田地域の

道の駅ひろたの、砥部町峡の館の建物でございます。２番目につきましては、募集の

概要につきましては、事前に指定管理者の方向性ということで、２０年の９、１０月

に産業建設常任委員会また、８月には選考委員会におきまして、意見集約を行い、非

公募による方法とさせていただきました。また、期間については、非公募による方法

ということで、随意契約的な要素が強く、１８年から２０年の３年間ということでや

らせていただいておりました、４年目と考えて欲しいとのご意見によりまして、指定

管理期間を１年間とさせていただきました。審査の概要の結果でございますが、審査

内容については次のとおり審査いたしましたので報告します。まず審査委員でござい

ますが、副町長を委員長に５名で実施をいたしました。審査の経過でございますが、

開催日は平成２１年２月２日に行い、審査の方法については事務局が説明し、砥部町

産業開発公社の申請書書類の審査及び面接審査により評価したものでございます。２

ページをお願いいたします。その審査の基準でございますが、条例に規定されており



ます第４条の１号から４号で審査を行なったものでございます。まず 1号では平等な

利用、公正中立な対応が図れるかということでございますが、提案には図れる提案で

あったと考えております。２号事業の内容が施設の効用を最大限に発揮できるかとい

うことでございますが、サービスの低下にならない提案であり、バランスの取れた企

画内容で、施設を有効的に利用する提案であったと思います。販売活動が提案されて

おりまして、条例を遵守された提案であると考えております。３号では施設の管理を

安定して行う人員の確保ができるかということでございますが、現在運営している施

設の活動実績が十分で、責任体制が取れておると考えております。ただ、接遇体制な

どで不十分な点も指摘されました。続いて４号の施設管理に要する経費を縮減できる

かということでございますが、１８年から２０年度までの３年間は４５６万円の指定

管理料をいただいておりました。２１年度は３９６万円で提案しており、年間約６０

万円の削減となっております。これは月５万円の減額です。以上の結果を踏まえて、

次のページをお願いいたします。選定委員における審査結果及び総評でございます。

有限会社産業開発公社は、次の点で優れていると認め評価いたしました。まず第１点

でございますが、人員配置は適正な人員が確保されておるかということでございまし

て、業務執行体制も確保されているというふうに考えております。２番目の事業計画

は、イベントの実施、ＰＲ、販路拡大などが提案され、意欲が認められる。３番目に

つきましては、施設の管理運営実態を熟知し、指定管理者としてスムーズな運営が図

れるものと考えます。また、地元生産者、利用者へ優先的な取引の配慮がなされ、地

域社会への貢献も期待できるものと考えております。５番目には、平成１８年からの

実績は、集客約６万が、６万６千という１割増ということでございまして、集客と売

上を伸ばし、堅実で安定した経営を行なえると考えております。 

 以上の評価を経て、町といたしましては指定管理者候補の決定で、選定委員会にお

ける審査の方法及び評価の内容が適切であると認め、審査結果を尊重した上で、総合

的に判断した結果、有限会社砥部町産業開発公社を指定管理者候補と決定することと

いたしました。以上で説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１１番、宮内光久君。 

○１１番（宮内光久） １つお伺いします。前回の指定管理者制度が導入されて初め

てということで、３年間やってもらいました。今回のこの随意契約ということで、１

年間になりましたが、この前回の３年間、また今回の１年間の、この１年間というの

はそういう法律かなんかがあるのか。前回と同じく３年間のあれがあるのか、そうい

うことを聞きたいのと、もう１点、総評のところでですね、売上集客が伸びておると。

また、売上から集客の方が伸びるておると、本当に素晴らしい指定管理者制度、砥部

町の産業開発公社さんが素晴らしいと思いますが、これ、どうして１年間というその

短い期間でやるのか、そこのところお答えいただきたいと思います。 

○議長（西村良彰） 相田産業建設課長。 



○産業建設課長（相田由紀夫） 宮内議員さんのご質問にお答えさせていただいたら

と思います。まず第１点目の、なぜ１年になったかということでございまして、指定

管理者制度当初は公募させていただきました。３年間をお願いしておりました。いろ

いろと内容等につきましても産業建設常任委員会等でご審議いただきまして、もうち

ょっと見るべきところもあるんじゃないかと、接遇等々についてもご指摘をいただき

まして、今回、指名するという方法を取らせていただいたものですから、１年程度で

４年目と考えてほしいというようなご意見もございまして、そういう方法で１年と決

めさせていただきました。また、売上につきましては平成１７年度、これは指定管理

者前なんですけれども、４，２００万に対して、売上につきましては、１８年度は５，

４００万、１９年が約６千万というようなことで、集客人員も１８年度では６万人、

１９年度では６万６千というような人に来ていただいて喜んでいただいているもん

と考えております。ただ、２０年度につきましてはですね、エミフル等それから原油

高騰というようなことでですね、多少人員が落ちておるんじゃなかろうかと、今集計

中でございます。以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第４号は、産業建設常任委員会に付託することにしたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第４号は、産業建設常任委

員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお

願いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 議案第５号 砥部町坂村真民記念基金条例の制定について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第２議案第５号砥部町坂村真民記念基金条例の制定につい

てを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。原田総務課長。 

○総務課長（原田公夫） 議案第５号砥部町坂村真民記念基金条例の制定について。

砥部町坂村真民記念基金条例を次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町

長中村剛志。提案理由でございますが、２枚目の下に書いておりますように、坂村真

民氏の業績を永く後世に伝えるとともに、真民詩への親しみと理解を深めるための事

業の財源に充てるため、提案するものである。 

条例の内容としまして、第１条設置でございますが、坂村真民氏の業績を永く後世

に伝えるとともに、真民詩への親しみと理解を深めるための事業の財源に充てるため、

坂村真民記念基金を設置する。第２条積立てとしまして、基金として積み立てる額は、

次に掲げる額とする。１号、趣旨に賛同して寄せられた寄附金額。２号、基金の運用

から生ずる収益の額。３号、前２号に掲げるもののほか、予算で定める額。あと３条、

４条、５条の管理運用等につきましては他の基金条例と同様でございますので、省略



させていただきます。続きまして第６条処分でございますが、基金は次の各号のいず

れかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。１号、坂村真民記念館の建

設及び管理運営に関する経費の財源に充てるとき。２号、真民詩への親しみと理解を

深めるための事業に関する経費の財源に充てるとき。３号、その他町長が必要と認め

るとき。第７条の委任につきましても他の条例と同様でございます。附則、この条例

は平成２１年４月１日から施行する。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
１６番、三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 寄附についてのお尋ねをいたしますが、これは、現金で持ち

込むというのも１つの方法、あるいは全国的に、あるいは外国からも振込される方も

いらっしゃると思いますが、特別に郵便局の振込口座を求めて、この口座へ入れてい

ただくと、入りますよという口座をお考えなのか、そこらあたりのお答えをいただい

たらと思います。 

○議長（西村良彰） 原田総務課長。 

○総務課長（原田公夫） 三谷議員さんのご質問でございますが、口座等の関係でご

ざいますが、現在検討しておりますこととしましては、銀行と郵便局等へこの基金の

目的に沿った口座を開設するというふうに考えております。あと、インターネット等

を通じてその申し込みをお願いするような広報の仕方、また、全国に坂村真民氏の愛

好家がたくさんいらっしゃいますので、坂村氏のご家族のご協力をいただきまして、

全国へ発信していきたいと考えております。 

○議長（西村良彰） １６番、三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 振り込まれる金額にもよりますが、本音希望としては私ども

の任期中くらいに散餅が行なわれる位な時期になるんかなと私は思っておりますが、

お金のことですからね、早く集まることもありましょうし、目標というものは、そう

も私どもがこういう矢印もらってからでは遅いんで、できれば任期中くらいにやれる

のか、そういうお気持ちならね、もう答弁要りませんから。私どももそういう気持ち

でやってみたいと思いますので。 

○議長（西村良彰） 中村町長。 

○町長（中村剛志） せっかくこういう条例を作りますので、できるだけ早い機会に

取り組みたいと思っております。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第５号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと思

います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第５号は、総務文教常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願



いします。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３ 議案第６号 砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につい

て 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第３議案第６号砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条

例の制定についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大西介

護福祉課長。 

○介護福祉課長（大西潤） 議案第６号砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

の制定についてご説明申し上げます。砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を

次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。始めに、次のペー

ジの提案理由をご覧ください。提案理由につきましては、介護従事者の処遇改善を図

るという平成２１年度の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保

険料の急激な上昇を抑制するため、今回、国の特別対策といたしまして、被保険者の

負担を軽減する介護従事者処遇改善臨時特例交付金が交付され、これを適正に管理す

るために各市町村は平成２０年度中に基金を設置しなければならないこととなり、今

議会に提案するものでございます。 
 前のページへお戻りください。条文についてご説明申し上げます。第１条につきま

しては、設置の目的でございます。介護従事者の処遇改善を図るという平成２１年度

の介護報酬の改定の趣旨等にかんがみ、当該改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑

制するため、砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金、以下「基金」といいます、を

設置するものでございます。第２条は基金の額でございます。基金として積み立てる

額は、砥部町が交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金の額とする。第３条

につきましては、基金の管理についてうたってございます。第４条は基金の運用益の

処理についてうたっております。第５条は財政上必要があると認められた時の繰替運

用についてうたっております。第６条は処分についてでございます。基金は次に掲げ

る場合に限り、これを処分することができる。第１号、砥部町が行なう介護保険に係

る第１号被保険者の介護保険料について、平成２１年４月施行の介護報酬の改定に伴

う増加額を軽減するための財源に充てる場合。第２号、前号の介護保険料の軽減に係

る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用そ

の他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合でございま

す。第７条につきましては委任でございまして、この条例の執行に関し必要な事項は、

町長が別に定めるとしております。附則、施行期日。第１項、この条例は公布の日か

ら施行する。この条例の失効でございますが、第２項、この条例は平成２４年３月３

１日限りその効力を失う。その場合において、基金に残額があるときは、当該基金の

残額を介護保険事業特別会計予算に計上し、国庫に納付するものとする。 
以上で、議案第６号の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 



○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。議案第６号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第６号は、厚生常任委員会に

付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願いし

ます。 
 
 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第４  議案第 ７号 砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

について 

日程第５  議案第 ８号 砥部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第６  議案第 ９号 砥部町職員の給与に関する条例の一部改正について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第４議案第７号から日程第６議案第９号までの一般職員等

の勤務時間の改定についての３件を一括議題とします。本案について提案理由の説明

を求めます。原田総務課長。 

○総務課長（原田公夫） 議案第７号から９号まで、一括でご説明させていただきま

す。議案第７号砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。砥

部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。提案理由でございますが、愛媛県人事

委員会の報告にかんがみ、一般職の職員の勤務時間について、１日当たり７時間４５

分、１週間当たり３８時間４５分に改定するため、提案するものでございます。改定

の内容につきましては、１日１５分勤務時間が短縮されるということでございます。

新旧対照表の方で内容を説明させていただきたいと思います。まず１ページ目にあり

ますように、１週間「４０時間」が、「３８時間４５分」というふうになります。そ

れに合わせまして３号から５号まで時間の短縮があるわけでございますが、再任用短

時間勤務職員、任期付短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等の勤務時間につきまし

て、１日１５分短くなるということでございますので、それに合わせまして、同じ比

率で短縮をしたものでございます。「１６時間」が「１５時間３０分」。「３２時間」

が「３１時間」。あと「４０時間」が「３８時間４５分」というふうに変わるもので



ございます。裏の２ページにいきまして、「１６時間」が「１５時間３０分」、「３２

時間」が「３１時間」と。週休日の割り振りでございますが、これも「８時間」が「７

時間４５分」というふうに時間の短縮がございます。 

 続きまして議案第８号でございますが、砥部町職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について。これにつきましても議案第７号の改正に伴いまして、育児休業等に

関する条例の一部が変わります。提案理由に書いてありますように、育児短時間勤務

職員の勤務時間を改定するものでございます。これも新旧対照表で説明をさせていた

だきます。「２０時間、２４時間又は２５時間」この３つの時間の区分が、「１９時間

２５分、１９時間３５分、２３時間１５分又は２４時間３５分」と４つの区分に変わ

っております。これにつきましては、育児短時間勤務の４通りの勤務体系がございま

して、現在１日４時間で週２０時間というのと、１日５時間で２５時間。週３日で２

４時間、週２日半で２０時間と、この４つの勤務体系があるわけですが、それを１５

分短縮の率で換算しますと４つの区分に分かれるというものでございます。 

 続きまして議案第９号、砥部町職員の給与に関する条例の一部改正について。これ

につきましても先程の７号の改正に準じまして、４０時間が３８時間４５分、８時間

が７時間４５分と変わるものでございます。それに合わせまして、第１８条の３の部

分でございますが、医療職、給料表の適用を受ける職員の初任給調整手当の額を改定

するものでございます。これにつきましても、民間病院や独立行政法人に勤務する医

師の給与を現在大きく下回っておりますので、今回若手中堅医師の人材確保のためと

いうことで、国県等も初任給調整手当を改定したものでございます。その金額が「３

０６，９００円」を「４１０，９００円」に改めたものでございます。 

 以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
おはかりします。議案第７号から議案第９号は、総務文教常任委員会に付託するこ

とにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第７号から議案第９号は、総

務文教常任委員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日

の本会議でお願いします。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第７ 議案第１０号 砥部町税条例の一部改正について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第７議案第１０号砥部町税条例の一部改正についてを議題

とします。本案について提案理由の説明を求めます。武智戸籍税務課長。 



○戸籍税務課長（武智充吉） 議案第１０号砥部町税条例の一部改正について。砥部

町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部

町長中村剛志。今回の改正でございますが、平成２０年度の税制改正によりまして、

個人住民税にかかる寄附金控除の対象範囲が拡充されたことに伴いまして、寄附文化

を促進させるために、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、主たる事務所を

愛媛県内に有する法人又は団体に対する寄附金について定めるものでございます。具

体的には、教育文化及び社会福祉等に貢献する法人又は団体に対する寄附金でござい

ます。また、奨学金の支給や科学の振興のための助成を目的とする信託財産への寄附

金についても対象とするものでございます。附則でございますが、この条例は平成２

１年４月１日から施行する。提案理由、個人の町民税に係る寄附金控除の対象となる

寄附金について定めるため、提案するものでございます。 
以上で説明を終わらせていただきます、ご審議の程よろしくお願いします。 

○議長（西村良彰）説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

１２番、井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） あまりよく分かりませんが、砥部町の場合、これ何か簡単に

分かりやすく言えば、何かあるんですか。 

○議長（西村良彰） 武智戸籍税務課長。 

○戸籍税務課長（武智充吉） 井上議員さんのご質問にお答えいたします。砥部町の

場合ですね、社会福祉法人でみなみ会、砥部の寿会オレンジ荘ですかね、砥部の社会

福祉協議会、広田総津の紅寿会、以上が今のところ対象となっております。以上です。 

○議長（西村良彰） １６番、三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） この特定寄附金とみなされるものを含むというのは、特定と

いうのは香典返しも、そういうものも含まれるのか、あるいはこの条例の改正をする

ことによってですね、おおむね寄附金の控除対象になるもんがどれくらいあるんでし

ょうかね。今までの、改正するんですから今まであったんでしょ。その似たようなも

んは。対象者になった方はどのくらいいらっしゃいますか。すぐ分からなければいい

ですよ、後でも。 

○議長（西村良彰） 武智戸籍税務課長。 

○戸籍税務課長（武智充吉） 三谷議員さんのご質問にお答えいたします。香典返し

で皆さんが社会福祉協議会へ寄附されております。それも今までも対象になっておっ

たわけなんですが、今までは、１０万円以上が対象になりまして、それ以上分につい

ても税額控除ではなくて、所得控除でやっておりました。それで、今回の、今、申告

しよりますけれども、今回から適用になるわけですが、砥部町の社会福祉協議会から

は大体１０名程度の方が申請に来られております。以上です。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 

おはかりします。議案第１０号は、総務文教常任委員会に付託することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 



○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第１０号は、総務文教常任委

員会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお

願いします。 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第８ 議案第１１号 砥部町手数料条例の一部改正について 

（説明、質疑、産業建設常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第８議案第１１号砥部町手数料条例の一部改正についてを

議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。相田産業建設課長。 

○産業建設課長（相田由紀夫） それでは議案第１１号についてご説明を申し上げま

す。砥部町手数料条例の一部改正について。砥部町手数料条例の一部を改正する条例

を次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。提案理由につい

てご説明申し上げます。租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する事務が、愛

媛県から砥部町に委譲されることに伴い、造成宅地面積１千平方メートル以上の認定

申請手数料を定めるため、提案するものでございます。内容につきましては、新旧対

照表でお願いいたします。２条でございますが、２条の３０、現行でございますが、

「優良宅地造成認定申請手数料８６，０００円」というのがございます。改正案につ

きましては８段階の手数料段階があるということでございます。これは愛媛県から砥

部町へ権利が委譲されたものでございまして、各段階の申請が砥部町に指定されます

ので、申請により手数料を徴収することができます。ただ、優良宅地といいまして、

あまり利用がないというようなことを聞いております。以上で説明を終わらせていた

だきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１２番、井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） ほんと分かりにくいんですが、これ砥部町で、これ何か関係

するとこあるんですか。 

○議長（西村良彰） 相田産業建設課長。 

○産業建設課長（相田由紀夫） 井上議員さんのご質問にお答えいたします。砥部町

に対して開発申請があった場合にですね、来られるものでございまして、その１千平

方メートル以下の分については従来通り砥部町で申請を行なっておるわけなんです

が、今年の４月１日からはですね、１万平方メートでもですね、砥部町で扱えるとい

うことでございまして、これは優良宅地認定をするということでございます。新規に

申請があった場合に１千平方メートル以下については従来通り砥部町で扱っておる

わけなんですけど、今回の愛媛県から砥部町に権限委譲によりまして、１万平方メー

トルでも取り扱えるような申請を受け付けることができるというようなことになっ

たわけでございます。以上で終わらせていただきます。 

○議長（西村良彰） １２番。井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） 課長、今、言い間違えておるんじゃないんですか。１千平方



メートル以上の場合じゃないんですか。今までは、１千平方メートル以内は一緒で、

１千平方メートル以上が今回砥部町に委譲されたということでしょうかね。私もよく

分からないんですが、質問している本人も。 

○議長（西村良彰） 相田産業建設課長。 

○産業建設課長（相田由紀夫） 失礼します。すみません。こちらの方の新旧対照表

でございますが、３０の優良宅地認定申請手数料の現行でございますが、これは現行

につきましては１千平方メートル以下でございます。今度新しく右の方にですね、１

千平方メートル以上３千平方メートル未満１３万円とかいうような、新しい段階がで

きたのは県からの委譲されたものでございます。よろしいでしょうか。以上で説明を

終わらせていただきます。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 

おはかりします。議案第１１号は、産業建設常任委員会に付託することにしたいと

思います。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第１１号は産業建設常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願

いします。 
 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第９ 議案第１２号 砥部町学校給食センター条例の一部改正について 

（説明、質疑、総務文教常任委員会付託） 
○議長（西村良彰） 日程第９議案第１２号砥部町学校給食センター条例の一部改正

についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。藤田教育委員会

事務局長。 

○教育委員会事務局長（藤田正純） それでは議案第１２号につきましてご説明申し

上げます。砥部町学校給食センター条例の一部改正について。砥部町学校給食センタ

ー条例の一部を改正する条例を次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町

長中村剛志。砥部町学校給食センター条例の一部を改正する条例。砥部町学校給食セ

ンター条例の一部を次のように改正する。第１３条第１項中「第６条」を「第１１条」

に改める。附則、この条例は平成２１年４月１日から施行する。提案理由でございま

すが、学校給食法の一部が改正され、平成２１年４月１日から施行されることに伴い

まして、同法を引用する条項を改める必要が生じたため、提案するものでございます。 

以上で、議案第１２号の説明を終わらせていただきます。ご審議賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 

［質疑なし］ 



○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。おはかりします。議案第１２号は、総務

文教常任委員会に付託することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第１２号は総務文教常任委員

会に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願

いします。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１０ 議案第１３号 砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の一部改正 

について 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第１０議案第１３号砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条

例の一部改正についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大

西介護福祉課長。 

○介護福祉課長（大西潤） 議案第１３号砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の

一部改正についてご説明申し上げます。砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の一

部を改正する条例を次のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。

次のページの提案理由をご覧ください。提案理由につきましては、事業名称を分かり

やすい名称に変更すること、そして国庫及び県費補助が廃止されたことにより、国県

補助要綱に定められた基準額についての利用者負担金を独自に設定することで、収入

に応じた利用者の負担の適正化を図るため、提案するものでございます。前のページ

へお戻りください。砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の一部を次のように改め

る。別表中におきまして、事業名、地域ケア体制整備事業。利用者の負担額でござい

ますが、１番上の欄に記入している生活保護法による被保護世帯年額０円から一番下

の欄の生計中心者の前年所得税課税年額が１４万１円以上の世帯年額５２，９２０円

までの７つの段階を、次のページをご覧ください。事業名を緊急通報装置設置事業に

改め、利用者負担額を上の欄の生活保護による被保護世帯年額０円から一番下の欄の

町民税課税世帯年額６千円までの４つの段階に改めるものでございます。附則、この

条例は平成２１年４月１日から施行する。 
以上で、議案第１３号の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１６番、三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 度々すみません。０円からですね、６千円までの各段階に該

当者が前年度税制の税金の対象者、納税対象者でよろしいですが、何世帯くらいおら

れるかお願いいたします。 

○議長（西村良彰） 大西介護福祉課長。 

○介護福祉課長（大西潤） 三谷議員さんのご質問にお答えいたします。第２段階の



年額１，２００円のところが５５件で、後はございません。よろしいでしょうか。以

上で終わります。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 

おはかりします。議案第１３号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１３号は厚生常任委員会

に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願い

します。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１１ 議案第１４号 砥部町介護保険条例の一部改正について 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第１１議案第１４号砥部町介護保険条例の一部改正につい

てを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。大西介護福祉課長。 

○介護福祉課長（大西潤） 議案第１４号砥部町介護保険条例の一部改正についてご

説明申し上げます。砥部町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。次のページの提案理由をご覧ください。

提案理由につきましては介護保険法施行令の一部が改正されたこと及び平成２１年

度から介護保険料率を改正するため、提案するものであります。今回の介護保険料の

改正につきましては、国からの通達によりまして、まず、第３期平成１８年から２０

年度までの３年間の保険給付費実績を踏まえて、第４期平成２１年から２３年度まで

の３年間の高齢者人口や介護認定者数、介護サービスの利用料を推計して、保険料を

改正することとなっておりまして、この本則につきましては、そのままでございます

が、これにかかわらず特例といたしまして、実際に適用する保険料につきましては、

介護従事者処遇改善臨時特例交付金の充当により、附則第４項の規定を適用するため、

保険料は第３期と同額で、値上げをしてございません。前のページへお戻りください。

条文の改正について説明いたします。砥部町介護保険条例の一部を次のように改正す

る。まず、本則の改正でございます。第４条中、「平成１８年度から平成２０年度」

を「平成２１年度から平成２３年度まで」に改め、同条第１号及び第２号中「２９，

３００円」を「２９，７００円」に改め、同条第３号中「４４，０００円」を「４４，

６００円」に改め、同条第４号中「５８，６００円」を「５９，４００円」に改め、

同条第５号中「７３，３００円」を「７４，３００円」に改め、同条第６号中「８７，

９００円」を「８９，１００円」に改めるものでございます。 
附則、施行期日でございますが、この条例は平成２１年４月１日から施行する。適

用区分について、第２項、この条例による改正後の砥部町介護保険条例第４条の規定

並びに次項及び第４項の規定は、平成２１年度以降の年度分の保険料について適用し、

平成２０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。続きまして、



平成２１年度から平成２３年度までにおける保険料率の特例でございます。第３項、

令附則第９条これは介護保険法の施行令でございます。９条第１項及び第２項（同条

第３項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成

２１年度から平成２３年度までの保険料率は、第４条の規定にかかわらず、５１，７

００円とする。第４項平成２１年度から平成２３年度までにおける保険料率は、第４

条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。特例の適用により第３期の保険料と同額となって

おります。次のページをご覧ください。第１号から第６号まで令第３８条第１項でご

ざいますが、これにつきましては介護保険法施行令の保険料の算定に関する基準をう

たっております。そして、第１号から６号のそれぞれ１号、２号、６号とありますが、

これは所得の状況に応じた区分でございます。ですから、第１号につきましては、第

１号に掲げる者２９，３００円、これは第１段階の対象者となります。第２号、第２

号に掲げる者２９，３００円、第２段階の対象者となります。第３号、第３号に掲げ

る者４４，０００円、第３段階の対象者でございます。第４号、第４号に掲げる者は

５８，６００円、第４段階でこれが基準額でございます。第５号、第５号に掲げる者

７３，３００円、第５段階でございます。第５号、これにつきましては令附則第９条

第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定す

る者５１，０００円、これは今回の施行令の改正で、第４期におきましては保険料負

担段階の第４段階で公的年金等収入額及び合計所得金額の合計が８０万円以下の者

について保険料率の軽減をできることとするとなっております。これは２１年度から

２３年度の特例で規定しております。 
以上で、議案第１４号の説明を終わります。ご審議の程よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

 おはかりします。議案第１４号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１４号は厚生常任委員会

に付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願い

します。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１２ 議案第１５号 砥部町国民健康保険診療所条例の廃止について 

（説明、質疑、厚生常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 日程第１２議案第１５号砥部町国民健康保険診療所条例の廃止



についてを議題とします。本案について提案理由の説明を求めます。日浦保険健康課

長。 

○保険健康課長（日浦昭二） 議案第１５号砥部町国民健康保険診療所条例の廃止に

ついて説明させていただきます。砥部町国民健康保険診療所条例を廃止する条例を次

のように定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。提案理由でございま

すが、砥部町国民健康保険診療所の管理及び移管に係る業務を指定管理者に行なわせ

るため、平成２０年９月議会でご議決をいただきました全部を改正した未施行の条例

を廃止し、国民健康保険診療所の管理及び業務を引き続き砥部町が直営で行なうため

提案するものでございます。砥部町国民健康保険診療所条例（平成２０年砥部町条例

第２６号）は、廃止する。附則で、この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 
以上で、議案第１５号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。［質疑なし］ 

○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 

おはかりします。議案第１５号は、厚生常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第１５号は厚生常任委員会に

付託することに決定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願いし

ます。 

ここで暫く休憩します。再開は１０時４０分の予定です。 

 

午前１０時２７分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１３ 議案第１６号 平成２０年度砥部町一般会計補正予算（第５号） 

 

日程第１４ 議案第１７号 平成２０年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予

算 

（第３号） 

日程第１５ 議案第１８号 平成２０年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第３

号） 

 

日程第１６ 議案第１９号 平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１７ 議案第２０号 平成２０年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算 



（第３号） 

日程第１８ 議案第２１号 平成２０年度砥部町とべの館特別会計補正予算（第１

号） 

 

日程第１９ 議案第２２号 平成２０年度砥部町土地取得特別会計補正予算（第１

号） 

 

日程第２０ 議案第２３号 平成２０年度砥部町公共下水道特別会計補正予算（第２

号） 

 

日程第２１ 議案第２４号 平成２０年度砥部町水道事業会計補正予算（第３号） 

（説明、質疑、所管常任委員会付託） 

○議長（西村良彰） 再開します。日程第１３議案第１６号から日程第２１議案第２

４号までの平成２０年度補正予算９件を一括議題とします。本案について、提案理由

の説明を求めます。松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） ２０年度補正予算９件につきまして、私の方から一括

でご提案ご説明させていただきます。まず補正予算全体でございますが、お手元の方

の補正予算概要の１ページをご覧ください。平成２０年度３月補正予算の概要という

冊子でございます。よろしいでしょうか。２０年度の３月補正Ｃ欄をご覧ください。

一般会計の補正でございますが、２億３，２５４万７千円、累計７０億４６１万４千

円で、前年度よりも４億５，９００万ほど多くなっております。これにつきましては、

国の二次補正に伴いまして前回６億ほど臨時で追加補正を行なっております。２月の

臨時補正でございます。この分を除きますと、逆に１億４千万ほど少ない状況という

ふうになりますので、通常ベースでみますと若干少ないというふうにご覧になってい

ただいたらと思います。次に、特別会計の方でございますが、２億３，９２６万円の

減額。それから企業会計であります水道事業会計が増額の４４０万９千円でございま

して、合計では２３０万４千円の減額となっております。予算規模を総合計しますと、

１３７億１，４１７万６千円でございまして、前年同期と比べますと１１億１，１９

７万４千円の減少というふうになります。この要因でございますが、老人保健特別会

計の所をご覧になっていただいたらと思いますけれども、Ｆ欄老人保健特別会計でご

ざいますが、１９億４，４１０万７千円の減額となってございます。このことが大き

く要因となりまして、全体では減っておるというところでございます。それではそれ

ぞれの会計の補正についてご説明させていただきます。ここからは補正予算書の方を

ご覧になっていただいたらと思います。 

まず、一般会計の補正予算書をお願いいたします。一般会計補正（第５号）の１ペ

ージをお願いいたします。議案第１６号平成２０年度砥部町の一般会計補正予算（第

５号）は次に定めるところによる。第１条としまして、歳入歳出それぞれ２億３，２

５４万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７０億４６１万４千



円とするものでございます。次に第２条として、繰越明許費でございますが、第２表

に繰越明許費を定めております。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。３ペ

ージの方をご覧ください。まず歳出でございますが、ほとんどが事業等の清算により

まして減額補正となってございます。増額のものとしましては、２款の総務費と１３

款の諸支出金が増となってございます。まず２款の総務費でございますが、総務管理

費が３，７９０万４千円の増でございます。これは県市町総合事務組合が退職手当の

支給年度の調整を行なったことと、今回、勧奨退職をされます方の分の退職手当の追

加分ということで、２０年度の負担が増となってございます。それから後、減の方は

飛ばさせていただきまして、１３款の諸支出金でございますが、基金費で財政調整基

金への積立３億円と、それからその他の基金分１０万円、計３億１０万円を補正計上

しております。財政調整基金は、２０年度末で１２億６千万円となります。この財源

でございますが、概要の方にまとめておりますけれども、このページで言いますと、

２ページの方をご覧になっていただいたらと思うんですけれども、１３款と１４款国

と県の支出金を合計しまして１，０６１万２千円の減額、それからその他の特定財源

となるものが、１１款、１２款、１５款、１６款、１９款でございますが、合計いた

しまして、２９６万３千円の減額でございます。一般財源がプラス２億４，６１２万

２千円になりますが、それは９款地方交付税、１億２，６１１万３千円と、１７款繰

入金これは特別会計からの繰入金でございますが、９，２７５万７千円でございます。

特別会計は老人保健特別会計から繰入れます。このことにつきましてはこの後、老人

保健特別会計補正の際に触れさせていただきます。それから４ページの方をお願いい

たします。繰越明許費でございますが、地方公共団体の予算は、単年度予算が原則で

ございますが、その年度内に事業の完了が見込めない場合、例外としまして、予算に

繰越明許費として事業を計上することで、次年度に事業を繰越すことができることと

なっております。今回、２月の臨時補正に計上しました町道ガロ坂加治分線、町道中

組三反地線の測量調査委託業務をご覧のとおり２１年度に繰越します。一般会計につ

きましては以上のとおりでございます。  

続きまして、国民健康保険特別会計に移らせていただきます。補正予算書でござい

ますが、平成２０年度国民健康保険事業特別会計補正予算書（第３号）をご覧くださ

い。１ページをお願いいたします。議案第１７号平成２０年度砥部町の国民健康保険

事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。第１条としまして事

業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，５５６万５千円を減

額して歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億８，０３２万４千円とし、直営

診療施設勘定は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５５１万４千円を

減額して歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，４１３万６千円とするもの

でございます。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。まず事業勘定でござい

ますが、３ページをお開きください。事業勘定の歳出でございます。４，５５６万５

千円の減額ですが、主なものは、２款の保険給付費、つまり医療見込みの方を減らし

ております。５，４３３万７千円を減額いたしております。それから、７款の共同事



業拠出金ですが、１，１６０万８千円を追加しております。この共同事業は、１件３

０万円から８０万円の高額な医療費に対して県内の国保保険者がお金を出し合って、

資金を貯めておりまして、その分を高額医療費に伴う負担を緩和しようとするもので

ございまして、この増額によりまして、本町の２０年度拠出総額は２億２７１万４千

円となります。この財源でございますが、２ページをご覧ください。３款国庫支出金

が減額の６，１１５万９千円、４款の療養給付費等交付金がプラスの４００万、県支

出金がブラスの２２万４千円、共同事業拠出金がブラスの１，１６０万８千円、繰入

金はマイナスの２３万８千円でございます。続きまして、直営診療所の方に移らせて

いただきます。５ページをお願いいたします。歳出でございますが、総額５５１万４

千円の減額でございます。主なものは、２款医業費で医薬品購入費用と歯科技工の委

託費の減額によるものでございます。歳入については、４ページのとおりでございま

す。以上で国民健康保険事業特別会計を終わらせていただきます。 

続きまして、老人保健特別会計に移らせていただきます。補正予算書の方をお願い

いたします。１ページをご覧ください。議案第１８号平成２０年度砥部町の老人保健

特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳出それぞれ

１億２，５１３万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億４，

８６４万円とする。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。３ページをお願い

いたします。１款総務費の２，７２５万２千円の増額でございまずが、一般会計への

繰出金を計上いたしております。どういうことかと申しますと、１９年度でございま

すが、一般会計から繰出金を予算額いっぱいまで使っておりました。本来国県が負担

すべきものを町の一般財源を充てておりましたので、今回１９年度分国県等の負担が

確定しましたので、町が負担しすぎておりました２，７２５万２千円を繰出金として

一般会計に戻すものでございます。次に２款医療諸費ですが、１億５，２３８万９千

円の減額でございます。老人医療は、２０年度から後期高齢者医療制度に移行しまし

た。２０年度は２カ月分の医療費を見込んで予算化しておりましたが、このような事

情で大幅な減少となっております。この財源につきましては、２ページのとおりでご

ざいます。４款他会計繰入金については、一般会計からの繰入金を１，３１４万６千

円減らすということになります。すべて減額となっております。老人保健特別会計に

ついては以上で終わります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計に移らせていただきます。予算書１ページをお願い

いたします。議案第１９号平成２０年度砥部町の後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳出それぞれ７５４万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，５０６万７千円とする。それか

ら第２条でございますが、繰越明許費、第２表に繰越明許費を定めてございます。平

成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。３ページをお願いいたします。広域連合

納付金の保険基盤安定事業分が確定し、７５４万円を減額することといたしました。

財源は、２ページのとおり一般会計繰入金を減額しております。４ページをお願いい

たします。繰越明許費でございますが、繰越明許につきましては先ほどご説明させて



いただきましたが、後期高齢者医療特別会計におきましても、後期高齢者医療保険料

軽減措置システム改修事業分２２２万６千円を２１年度へ繰り越すこととさせてい

ただきます。後期高齢者医療特別会計につきましては以上でございます。 

 続きまして、介護保険事業特別会計に移らせていただきます。介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）の１ページをお願いいたします。議案第２０号平成２０年度砥

部町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。第１

条保険事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，７５８万５

千円を減額して歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億６，３４９万２千円と

し、介護サービス事業勘定は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４千

円を減額して歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，３１４万４千円とするもの

でございます。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。３ページをお願いいた

します。まず２款の保険給付費でございますが、９，８７０万円の減額でございます。

各事業の最終見込み額が減ったことによるものでございます。５款積立金でございま

すが、３，０５５万７千円の増額でございまして、内訳は、介護保険事業運営基金へ

の積み立てを１，７５６万９千円増額いたします。また、２１年度から介護従事者の

処遇改善を図るため、介護報酬の３％アップが見込まれるわけですが、このことによ

る保険料の上昇を抑えるため、国からの交付金を財源に介護従事者処遇改善臨時特例

基金１，２９８万８千円を新たに造成いたします。諸支出金の２０万円は、過年度保

険料の還付でございます。財源でございますが、２ページをご覧ください。款で見ま

すとすべてが減額となってございます。以上でございます。次に、介護サービス事業

勘定を見ていただきたいと思います。５ページをお願いいたします。５ページが歳出、

４ページが歳入でございますが、これだけでは非常にわかりにくいと思いますが、内

容としましては、介護サービス収入が５０万円不足すると見込まれるため、一般会計

から繰入金を５０万円増やし、財源組み替えをするというものでございます。介護保

険特別会計につきましては以上でございます。 

 続いて、とべの館特別会計に移らせていただきます。とべの館特別会計補正予算（第

１号）の１ページをお願いいたします。議案第２１号平成２０年度砥部町のとべの館

特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳出それぞれ

９００万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，６５５万５千

円とするものでございます。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。これは、

とべの館運営基金へ１９年度決算剰余金８９９万４千円と利息１万円を積み立てる

ために増額補正するものでございます。以上でとべの館特別会計につきましては終わ

らせていただきます。 

 続きまして、土地取得特別会計に移らせていただきます。土地取得特別会計補正予

算書（第１号）の１ページをお願いいたします。議案第２２号平成２０年度砥部町の

土地取得特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳出

それぞれ８万６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億６，９２

９万５千円とするものでございます。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。



この土地取得特別会計につきましても、土地開発基金の利子が当初見込みより増えま

したので、その分８万６千円を増額して、基金に積み立てるものでございます。土地

取得特別会計につきましては以上でございます。 

 続きまして、公共下水道の方に移らせていただきます。公共下水道特別会計補正予

算書（第２号）の１ページをご覧ください。議案第２３号平成２０年度砥部町の公共

下水道特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。第１条歳入歳出そ

れぞれ２９９万５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億４，

５１１万９千円とするものでございます。第２条として繰越明許費を設定しておりま

す。第２表に繰越明許費を定めてございます。平成２１年３月６日提出、砥部町長中

村剛志。３ページをお開きください。１款公共下水道事業費の１項公共下水道事業費

でございますが、人件費の増が１９万６千円。町単独工事の増加分が２７９万９千円

でございます。計２９９万９千円でございます。この財源につきましては、一般会計

からの繰入金でまかなっております。公共下水道は、当初の事業の開始時期がずれ込

んだため、毎年事業の繰越が起こっております。５ページの方をお願いいたします。

繰越明許費でございます。公共下水道事業費を３億２，６８２万５千円繰越しいたし

ます。内訳につきましては、補正予算の概要にも示しておりましたように処理場の工

事分が２億４千万円。管渠敷設工事が８，６８２万５千円でございます。公共下水に

つきましては以上でございます。 

 最後に水道事業の補正でございます。水道事業会計補正予算（第３号）の１ページ

をご覧ください。議案第２４号平成２０年度砥部町水道事業会計補正予算（第３号）。

第１条としまして、２０年度砥部町水道事業会計の補正予算は次に定めるところによ

る。第２条平成２０年度砥部町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入支出の予

定額を次のとおり補正するというもので、収入合計をご覧になっていただきたいので

すが、１０５万円を増額補正いたしまして、合計３億３，２６４万円といたします。

次に、支出でございますが、支出合計のところをご覧になっていただきたいのですが、

補正予算のところでございます。６８５万９千円を増額し、合計３億１，８３９万６

千円とするものでございます。次のページをお願いいたします。第３条、予算第４条

本文括弧中「不足する額１億９，７６７万２千円」を「不足する額１億９，２８５万

２千円」に改め、「過年度分損益勘定留保資金１億８，２６７万２千円」を「過年度

分損益勘定留保資金１億７，７８５万２千円」に改め、資本的収入支出の予定額を次

のとおり補正する。収入の合計をご覧ください。２３７万円を増額し、計７１１万１

千円といたします。支出は、支出合計をご覧いただきたいのですが、補正で２４５万

円を減額し、合計１億９，９９６万３千円とするものでございます。平成２１年３月

６日提出、砥部町長中村剛志。 

以上９件、早口で申し上げて申し訳ございませんが、ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 



１６番三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 補正の中で消防費の中で関連した質問をしたいと思いますが、

お許し願えましょうか。 

○議長（西村良彰） はい。 

○１６番（三谷喜好） ありがとうございました。お許しをいただきましたので、消

防費の補正の中で関連した質問でございますが、昨日私どもに鳥瞰図を見せていただ

きました地域交流施設、広田村の施設でございますが、この際、この施設の中に、あ

るいは、この施設に関連したいわゆる広田村の消防署の支所の移転のお考えをいただ

いたらと思うのでございますが、一度総務委員会で支所を見ていただくとよくわかる

と思います。消防署。平成２３年７月２４日にはデジタル化をしなければならない。

これは全国でございます。そうすると仮にあそこにデジタル化の施設をした。次にす

るとまたついのようなものを買わなければならない。それよりはやっぱり一つの、今

この時期に庁舎も含めて、そして広田村の消防署が伊予郡の中見ていただいて、中山、

双海見ていただいて、遜色ないのか。ついでに砥部の消防署も見ていただいて、これ

なら辛抱せいというのか、どの程度の消防署か見ていただいたらと思いますので。答

弁としては、町長はそこらを含めて、せっかく地域交流センターをやりますので、ご

案内のように消防署は２４時間勤務でございますから、宿直しなくてもいわゆる勤務

時間の中で見てもらえれば宿直もまずいらないのではないかとか、いろいろな利点が

あると思いますので、そこらあたり含めて、この際、せっかくでございますので、そ

んな大きなお金はいらないのですよ。お考えをいただいたらと思います。これは広田

の皆さんのご意見を集約した中でしたものでしょうけれども、実際そこまでは地域の

人はわからないと思うんです。ぜひこれは、この際考えてあげるべきではないのかな

と、そして、将来、広域になります。愛媛県３つにしますと言いますけれども、広域

になってくると、砥部町は事務委託ですね。お金出すだけで、口は出せんのです。そ

うするとどうしても、遠方のそういう所では、ここでカバーしなさい、ここからカバ

ーしなさいというようになってくる。そうすると将来、高齢化していく広田の方の安

心、安全という点から、２、３千万いるかもしれませんけれども、英断をして、この

際、一緒にその施設の近辺に建ててあげることがベターでないのかと思います。関連

した質問お許しいただきありがとうございました。町長お願いします。 

○議長（西村良彰） 中村町長。 

○町長（中村剛志） ただ今、三谷議員さんからご質問いただきました。広田の消防

署の建て替えについては、今まで全然考えておりませんでしたので、この件について

は、現場を見させていただいて、また検討させていただいたらと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（西村良彰） １２番井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） この一般会計補正予算の４ページの繰越明許が載っておりま

すが、総務費で定額給付金３億６千万円ですかね、今回の決まった分の定額給付金に

関する経費がこれだけいるということですよね、そう理解しておっていいんいですか



ね。 

○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） 井上議員のご質問にお答えします。給付と事務費すべ

て合わせてその額でございます。それを２１年度へ繰り越させていただきます。ただ

し、２０年度、今も作業を続ておりますので、印刷費であるとか支払うべきものは２

０年度中に支払います。繰越明許費と申しますのは、いったんそこでかけますが、こ

の形で全額かけてございますが、６月補正の段階で清算といいますか、再計算をいた

しまして、ご報告するという形になりますので、今現在はその３億６千万を繰り越す

形にしておりますけれども、最終的には次の６月議会でその結果をご報告するという

形になります。そのようにご理解いただいたらと思います。 

○議長（西村良彰） １２番井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） その関連なんですが、概略で結構なんですが、国の方からい

ただける定額給付金の額とそれにかかわる経費ですよね、概略で結構です。お答え願

える範囲でお願いします。 

○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） ちょっと時間をください。 

○議長（西村良彰） １２番井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） 手間取らせますが、合わせて内訳わかるようでしたら例の２

万円と１万２千円の分がありますので、６５歳以上の部分と１８歳以下の部分、分か

る範囲で結構です。後ほどで結構ですので、合わせてお願いします。 

○議長（西村良彰） １６番三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 関連してお尋ねをするんですが、受け取る資格は２月１日で

すが、妊婦の場合は、２月１日に妊娠したからといってすぐには分かりませんし、触

診するわけにはいかないわけですが、妊婦の場合で該当するのは何カ月からでしたで

しょうか。 

○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） 定額給付金に関するご質問ですが、２月１日の住民基

本台帳に記載されている方になりますので、お生まれが２月１日でなければ対象には

なりません。例えば、出生届けが２月の１０日に２月１日に生まれましたとお届けを

いただきましたら、その方は対象になります。ただし、おなかの中にいるだけでは対

象とはなりません。失礼します。 

○議長（西村良彰） １２番井上洋一君。 

○１２番（井上洋一） 度々すいませんが、職員手当ての３千万円ほどの増額が出て

おりますが、結局今回の退職手当負担金がほとんどだろうと思いますが、他にありま

すか。 

○議長（西村良彰） 原田総務課長。 

○総務課長（原田公夫） 井上議員のご質問にお答えいたします。今回、退職手当等

の組合への負担金が３，３７３万８千円ということで、それがメインとなりますが、



その内訳としましては、本年度は、当初支払った金額の１２分の１を追加で出すとい

う部分と、勧奨に伴います退職手当の支給で特別負担金というのが、２，１００万位

と、その両方を足して３千万円ほどの数字になっております。 

○議長（西村良彰） １６番三谷喜好君。 

○１６番（三谷喜好） 関連した質問になりますが、消防等においては、伊予市の消

防組合では勧奨は適用しないということになっておりますが、砥部町は今後何年位ま

で勧奨、いわゆる退職者に対する勧奨を行う予定でございますか。 

○議長（西村良彰） 原田総務課長。 

○総務課長（原田公夫） 三谷議員さんの質問ですが、機構改革に合わせまして勧奨

の募集をした訳で、今後のところについては、当面考えておりません。以上です。 

○議長（西村良彰） １番佐々木隆雄君。 

○１番（佐々木隆雄） 教育費のところで、すでに４，５００万小学校のデジタル化

の事業に使いますということで出されておりますが、一つは小学校の具体的に、例え

ば、何教室あって、そこで何台とか、例えば教室に何台だとかそういう明細が知りた

いということが一点目と後、小学校以外の学校施設等、例えば中学校ですね、こうい

う所は今後どうなるのか、それについてご質問したいと思います。 

○議長（西村良彰） 藤田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（藤田正純） 佐々木議員さんのご質問にお答えをいたします。

小学校の地上デジタル対応事業でございますが、テレビの購入台数は１２２台でござ

います。内訳としまして、麻生小学校で３２台、宮内が２４台、砥部小が２５台、玉

谷が１１台、広田が１３台、高市が１１台、そして職員室、校長室等が、先ほど申し

上げました数字は教室の分でございます。校長室や職員室が追加をされます。合わせ

まして１２２台でございます。それと、今回は小学校の地上デジタル化を予算計上さ

せていただいた訳でございますが、中学校につきましては、改築等の問題もあります

ので、それと併せて一緒に検討をしたいと考えております。以上です。 

○議長（西村良彰） 松下企画財政課長。 

○企画財政課長（松下行吉） 遅くなって申し訳ございません。井上議員さんのご質

問でございますが、給付の見込み額は、３億４，６０８万８千円でございます。事務

費が１，５３０万９千円となってございます。内訳でございますが、住基の掲載の方

で、１８歳以下の方、３，９４２人、６５歳以上の方、５，１３１人でございます。

それから、１９歳から６４歳の方、１万３，６５４人でございます。それから、外国

人の方でございますが、１８歳以下が６人、１９歳から６４歳の方が５５人でござい

ます。６５歳以上はおりません。以上のとおりです。 

○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 

おはかりします。議案第１６号から議案第２４号までの平成２０年度補正予算９件

については、所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり。］ 



○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１６号から議案第２４号

までの平成２０年度補正予算９件については、所管の常任委員会に付託することに決

定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願いします。 

 ここで、昼食のため休憩します。再開は午後１時１０分の予定です。 

 

午前 １１時２４分 休憩 

午後  １時１０分 再開 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２２ 議案第２５号 平成２１年度砥部町一般会計予算 

 

日程第２３ 議案第２６号 平成２１年度砥部町国民健康保険事業特別会計予算 

 

日程第２４ 議案第２７号 平成２１年度砥部町老人保健特別会計予算 

 

日程第２５ 議案第２８号 平成２１年度砥部町後期高齢者医療特別会計予算 

 

日程第２６ 議案第２９号 平成２１年度砥部町介護保険事業特別会計予算 

 

日程第２７ 議案第３０号 平成２１年度砥部町とべの館特別会計予算 

 

日程第２８ 議案第３１号 平成２１年度砥部町とべ温泉特別会計予算 

 

日程第２９ 議案第３２号 平成２１年度砥部町梅野奨学資金特別会計予算 

 

日程第３０ 議案第３３号 平成２１年度砥部町奨学資金特別会計予算 

 

日程第３１ 議案第３４号 平成２１年度砥部町土地取得特別会計予算 

 

日程第３２ 議案第３５号 平成２１年度砥部町公共下水道特別会計予算 

 

日程第３３ 議案第３６号 平成２１年度砥部町農業集落排水特別会計予算 

 

日程第３４ 議案第３７号 平成２１年度砥部町浄化槽特別会計予算 

 

日程第３５ 議案第３８号 平成２１年度砥部町水道事業会計予算 

（説明、質疑、所管常任委員会付託） 



○議長（西村良彰） 日程第２２議案第２５号から日程第３５議案第３８号までの平

成２１年度当初予算１４件を一括議題とします。本案について、提案理由の説明を求

めます。松下企画財政課長。 

○監理財政課長（松下行吉） それでは、２１年度当初予算について私の方から一括

でご説明させていただきます。まず全体でございますが、お手元の方にお配りしてお

ります２１年度当初予算の概要の１ページをお願いいたします。２１年度Ａ欄にござ

いますように一般会計６１億３８８万６千円でございます。今回の予算編成につきま

しては、議員の皆様と町長さんの選挙を挟みましたので一般会計では政策的な経費を

補正に回す骨格予算としております。しかし、継続事業なっておりました地域間交流

施設の本体が２１年度になったことなどもございまして、当初よりも若干増えるとい

うような結果になっております。それから、特別会計でございますが、総額が６１億

７，５９７万２千円、それから公営企業会計であります水道事業会計が４億３，９４

９万円でございまして、合計１２７億１，９３４万８千円となってございます。昨年

と比べますと、２億３６１万１千円の減ということでございます。一般会計と公共下

水道の特別会計の方では増となっておる訳でございますが、その他老人保健特別会計

などの減がございまして、トータルで見ますと２億ほどの減というような形になって

おります。それでは、各予算の説明の方に入らせていただきます。 

まず２１年度一般会計の当初予算の方をお願いいたします。１ページをご覧くださ

い。議案第２５号平成２１年度砥部町の一般会計の予算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出それぞれ６１億３８８万６千円と定める。第２条債務負担行為でご

ざいますが、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。第３条地方債でござ

いますが、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。

ここで、６ページをお願いいたします。何回か申しておりますが、私ども自治体の会

計は、単年度を原則としております。しかし、例外として年度を超えた事業などがあ

りまして、その場合は、予算書にその手続きをとることによって、年度を超えた契約

ができることとなっております。この債務負担行為の設定もその一つでございます。

２１年度は、第２表の債務負担行為にありますように、広田地区３小学校のパーソナ

ルコンピューター及びソフトウェア借上料に対する債務負担、２２年度から２６年度

までで、３，３０７万５千円を限度額としております。それから、庁舎のカラー印刷

機借上料、これが２２年度から２５年度までで、限度額を４８０万円としております。

それから、地方債の方、７ページをご覧ください。地方債、町債とも言うわけですが、

この発行については、将来負担が伴いますので、これについても予算の一項目として

議決をいただかなければ発行することはできません。まず、合併特例債を２，９６０

万円、過疎対策事業債を１億７，３００万円、臨時財政対策債１億５千万円、合計３

億５，２６０万円でございます。起債の方法は、借入先としては、政府、銀行、その

他でございます。借入方法としては、証書借入と証券発行という形があるのですけれ



ども、現在のところ証書借入れでほとんどをやっています。利率は年５％以内という

こと見ております。償還の方法については、ここにあるとおりでございます。以上の

とおりです。１ページにお戻りください。次に第４条でございますが、一時借入金で

ございます。地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最

高限度額は、１０億円と定める。次に第５条歳出予算の流用でございます。地方自治

法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。各項に計上した給料、職員手当及び共済

費、（賃金に係る共済費を除きます。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。従いまして、款を越える流

用ということはできません。２１年３月６日提出砥部町長中村剛志。歳入歳出の内容

について少し説明を加えさせていただきます。一般会計につきましては当初予算の概

要の方にまとめさせていただいておりますので、申し訳ございませんがもう一度２１

年度当初予算概要の方をお願いいたします。７ページをお願いいたします。２１年度

当初予算の概要と表紙に書かれている分の７ページでございます。まず、一般会計の

歳入でございますが、町税、交付税等、分担金・負担金・使用料等、それから国県支

出金、町債、その他にくくってございます。町税については５，６５３万６千円の減

少、約１．４ポイントの減ということになります。それと、その他というところの項

目が１億５，２３５万３千円の減額となっております。その他は増額の見込みとして

おります。そのうち交付税のところが約１億３，８００万と大幅な増加見込みとなっ

ております。この要因でございますが、まず町税の方につきましては町長の施政方針

にもありましたように、景気後退に伴う法人税の減少、それから評価替えに伴う固定

資産税の減少が原因でございます。その他のとこにつきましては、２０年度からの繰

越金を１億３千万ほど減で見込んだことによります。交付税のところの増でございま

すが、普通交付税を２０年度の実績約２２億８千万ございましたが、これをベースに

見込みました。その結果、予算上の計上額の比較では７パーセントの増加見込みとな

ってございます。次に町債ですが、１２月のおりに議員の皆さんに目標値と指名して

おりました数値が３億５，０００万円でございました。若干増えまして、３億５，２

６０万円としております。２０年度より５，７７０万の増となっております。これに

ついて少し内容をご説明いたします。１０ページをお願いいたします。この表にあり

ますように、町債を充当する事業でございますが、八倉地区の町道浄化センター線、

これが合併特例債でございまして、予定額を２，１９０万円。それから町道八倉田ノ

浦線の改良で同じく合併特例債４７０万円。広田小学校体育館の補強・改修、これは

旧広田中学校の体育館でございますが、合併特例債で３００万円。広田地区地域間交

流施設の方に過疎債を１億７，１００万円。それから消防団の１２分団の消防車両の

購入に２００万円、これも過疎債でございます。それと一般財源として使用する起債

として、臨時財政対策債を１億５，０００万円見込んでございます。以上のとおりで

ございます。続きまして歳出でございますが、１１ページをご覧ください。まず目的

別ということで、これは予算書の款の集計でございますけれども、前年と比較をして



おります。１０款の教育費が２億４，７００万円。約３．９ポイントの増加となって

おります。教育費につきましては、今までも大きなウェイトを占めておりましたが、

２１年度は地域間交流施設の本体工事がありまして、大幅増となってございます。昨

日三谷議員からご質問がありました維持費でございますが、ここでお答えしてもよろ

しいでしょうか。地域間交流施設の維持費の見込みでございますが、年３６０日程度

の運営として５００万程度であろうと見込んでございます。それから、教育とは逆に

８款土木費が減っております。骨格予算であったこと、それとこの２月に町道舗装を

中心とした改修を臨時補正ということで、計上いたしております。その関係で７，４

００万円の減となっております。それから１４ページをお開きください。この予算を

性質別で分析しますとこの表のような形となります。ここで２１年度の義務的経費で

ございますが、Ｃ欄を見ていただくと分かるように、差引すべて減少しております。

ということは、２０年度より柔軟性が増したと見ていただけたらと思います。義務的

経費が減少して、投資的経費が増えたというような形になっております。今まで非常

に投資というのが当予算では少ない状態でしたが、これから徐々に大型のものが出て

まいって、かなり投資の部分が増えるというふうな予測になっております。一般会計

ついては以上でございます。 

 それでは国民健康保険特別会計に移させて頂きます。ここからは予算書の方で説明

させて頂きますのでよろしくお願いいたします。２１年度砥部町国民健康保険事業特

別会計予算書の方をお出しください。１ページをお願いいたします。議案第２６号、

平成２１年度砥部町の国民健康保険事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出それぞれ事業勘定でございますが、２２億３，９３２万５千円。直

営診療所勘定、１億２，８６８万６千円でございます。国民健康保険については従来

の保険給付を中心とする事業勘定と、広田地区にございます診療所の予算であります

直営診療所施設勘定がございます。この２つを１つの予算の中に入れ込んでおります。

それから、一時借入金でございますが、第２条でございます。一時借入金の借り入れ

の最高額は事業勘定で１億５千万円。直営診療所勘定２千万円と定めております。歳

出予算の流用でございますが、（１）のとおり保険給付費の各項に計上された予算額

に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。それか

ら、（２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用を可能としております。平

成２１年度３月６日提出、砥部町長中村剛志。内容について若干触れさせて頂きます。

１２ページをお願いいたします。事業勘定の歳出でございますが、款の増減前年対比

を見るためにこのページにさせていただきます。当初予算額２２億３，９３２万５千

円。対２０年度１億１，０５０万７千円の減少でございます。医療費の見込額である

２款保険給付費が２０年度より６，９０８万２千円減少しております。医療費の見込

みは非常に立てにくいわけですが、２０年度の状況をベースに見直した結果、大幅な

減少として見込むことにいたしました。あと、５款の老人保健拠出金と６款介護納付

金がそれぞれ２，８００万円。２，５００万円の減少で見込んでおります。この財源



でございますが、１０ページをお願いいたします。１款の保険税は昨年並みで見込ん

でおります。４款療養給付金等交付金は退職者医療の療養給付金でございますが、１

億１４０万円の大幅減と見込んでおります。２０年度から退職者の対象が６５歳未満

となっております。２１年度予算では、２０年度の実績から療養給付金を大幅に減ら

しております。９款の繰入金でございますが、一般会計からの繰入と、国保財政調整

基金の取崩しでございます。一般会計の繰入は、１億２，０００万円。基金の繰入は

９，０００万円で計上しております。 

次に直営診療所施設勘定の方に移らせて頂きます。直営診療所施設勘定ですが、２

１年度も引き続き町の直営で行ないます。予算についてもその形で計上しております。

飛びますが４４ページをお願いいたします。４４ページの歳出でございますが、１億

２，８６８万６千円のうち、６，２１７万６千円が医業費でして、医薬品の購入費な

どの減少がありまして、対２０年度より２７０万ほど減で予算化しております。これ

らの財源でございますが、前の４２ページをご覧になって頂いたらと思います。１款

の診療収入を若干減少で見込んでおります。また、８款繰入金は一般会計からの繰入

れが３，５３０万円、昨年より５０万円増で見込んでございます。国民健康保険特別

会計については以上でございます。 

次に老人保健特別会計に移させて頂きます。老人保健特別会計の当初予算書をお願

い致します。１ページでございます。議案第２７号平成２１年度砥部町の老人保健特

別会計の予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出そ

れぞれ７５６万円と定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。老人医療

につきましては、老人保健特別会計のところから後期高齢者医療特別会計の方に移行

しております。従来の老人保健特別会計でございますが、財務整理のような形になっ

ておりまして、初めに申しましたように、予算額は大幅に減少しております。３ペー

ジをご覧ください。歳出でございますが、総務費１６万円と医療諸費７４０万円でご

ざいます。財源については、２ページの通りでございます。老人保健特別会計は以上

でございます。 

次に、後期高齢者医療特別会計でございますが、後期高齢者医療特別会計当初予算

をお願い致します。１ページをお願いいたします。議案第２８号平成２１年度砥部町

の後期高齢者医療特別会計の予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算

の総額は歳入歳出それぞれ２億３１１万８千円と定めるものでございます。後期高齢

者医療特別会計でございますが、これは老人保健特別会計に変わるものでありますが、

対象者の保険料や町の一般会計が負担する事務費などを受け入れて、県の広域連合に

納めることが主となっております。医療費を支払っておりました従来の老人保健特別

会計とは大きな違いがございますので、ご了解頂いたらと思います。３ページをお願

いいたします。１款総務費が１，２６４万３千円。２款後期高齢者医療広域連合納付

金が１億８，９４７万４千円で主を占めております。諸支出金、予備費を計上してお

ります。ご覧の通り、広域連合納付金が主でございます。この財源でございますが、

２ページをご覧ください。１款の後期高齢者医療保険料が１億３，９８４万４千円、



それから一般会計からの繰入金、３款でございますが、６，３２６万９千円が主なも

のとなっております。後期高齢者医療につきましては以上のとおりでございます。 

次に介護保険の方に移らせて頂きます。介護保険の特別会計予算書をお願いいたし

ます。１ページをお願いいたします。この会計につきましても国保会計と同様に２つ

の大きな会計の区分に分かれます。保険事業勘定と介護サービス事業勘定という２つ

に分かれます。では、議案第２９号平成２１年度砥部町介護保険事業特別会計の予算

は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ保険事業勘定１６億７，９２

１万８千円。介護サービス事業勘定３，５９８万３千円と定める。第２条として一時

借入金の限度額ですが、保険事業勘定は１億円、介護サービス事業勘定は２００万円

と定めるものでございます。それから第３条として予算の流用でございますが、（１）

にありますように、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内での経費の各項の款の流用を可能としております。平成２１年３月６日

提出、砥部町長中村剛志。 

それでは、保険事業勘定の歳出でございますが、３ページをお開きください。介護

保険は第４期２１年度から２３年度までの事業計画に入ります。２１年度予算はこの

第４期事業計画の標準給付を基本に作成されております。なお、介護報酬が３％アッ

プで会計される見込みでございますが、介護保険事業運営基金を活用することで３期

と同額とすることとしております。１款総務費が２，３２１万１千円。２款保険給付

費１６億２７８万１千円。４款地域支援事業費が５，０６４万９千円。あと積立金、

公債費、諸支出金でございます。諸支出金の２４６万６千円は過年度の保険料の還付

金と介護保険財政安定化基金償還金２２６万６千円でございます。この財源でござい

ますが、２ページの通りでございます。このうち、７款の繰入金でございますが、一

般会計からの繰入が２億３，１３３万３千円と介護保険事業運営基金の取崩し、これ

が３，１１１万８千円ございます。当初の段階では２０年の３月補正の方で積み上げ

ておりました介護従事者処遇改善臨時特例基金は財源とはしておりません。次に介護

サービス事業勘定でございますが、５ページをお願いいたします。歳出でございます。

２款サービス事業費、これが３，５９７万１千円でございます。サービス事業勘定の

うち広寿会に委託している通所介護、いわゆるデイサービス事業が２，８９１万円。

それと、地域包括支援センターが行なう介護サービス事業でございますケアプランの

作成、これが７０６万１千円で構成されております。この財源につきましては４ペー

ジのとおり、介護サービス収入３，５３７万２千円が中心でございます。介護保険事

業特別会計は以上でございます。 

次にとべの館特別会計です。当初予算書の方をご用意ください。１ページをお願い

いたします。議案第３０号、平成２１年度砥部町のとべの館特別会計予算は次に定め

るところによる。第１条、歳入歳出それぞれ３，８９９万９千円と定める。平成２１

年３月６日提出、砥部町長中村剛志。町の観光宣伝の拠点として砥部動物園内にとべ

の館を置いております。特産品の販売や情報発信をしておりまして、このとべの館は

売店収入で運営しております。２ページをお開きください。歳入の方からでございま



すが、１款の売店収入、３，８３９万８千円が主なものでございます。この収入で運

営をいたしております。歳出の方は３ページをご覧になって頂きたいのですが、館運

営費３，８４９万９千円が主でございまして、このうち売店商品の仕入れ代、これが

３千万円を計上いたしております。それから、２１年度につきましては空調設備の改

修工事を予定しております。とべの館につきましては以上でございます。 

次にとべ温泉特別会計に移らせて頂きます。予算書の方をご用意ください。１ペー

ジをお願いいたします。議案第３１号、平成２１年度砥部町のとべ温泉特別会計の予

算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ５，２４３万６千円と定め

る。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。２ページをお開きください。とべ

温泉につきましても、入浴料等の事業収入で賄っております。１款事業収入４，２０

０万円と繰越金等の９９８万１千円、このようなものでございます。３ページの歳出

をご覧になって頂きたいのですが、温泉の運営費として５，２３５万１千円を計上し

ております。２１年度、このとべ温泉の方でも空調設備の改修工事を予定いたしてお

ります。とべ温泉については以上でございます。 

次に梅野奨学資金特別会計ですが、当初予算の１ページをご覧ください。議案第３

２号、平成２１年度砥部町の梅野奨学資金特別会計の予算は次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出それぞれ３１９万円と定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長

中村剛志。梅野奨学資金特別会計では、梅野奨学基金を財源に、１人当たり月１万６

千円の奨学金と、入学一時金として６万円を給付しております。２１年度は入学一時

金５名分と、奨学金１５名分を予定して計上しております。梅野奨学資金特別会計に

ついては以上でございます。 

続きまして、奨学資金特別会計の方をお願いいたします。予算書の方をご用意くだ

さい。１ページをお願いいたします。議案第３３号、平成２１年度砥部町の奨学資金

特別会計の予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ１９８万１千

円と定める。平成２１年度３月６日提出、砥部町長中村剛志。奨学資金特別会計では、

奨学基金を財源に広田地区の高校生・大学生を対象に奨学資金を貸与しております。

２１年度は６名分、１９０万円を予定しております。それで計上しております。奨学

資金については以上でございます。 

続きまして、土地取得特別会計の方をご用意ください。土地取得特別会計予算書の

１ページをお願いいたします。議案第３４号、平成２１年度砥部町の土地取得特別会

計の予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ２億６，７１９万９

千円と定める。一時借入金、第２条でございますが、借入金の最高限度額は２億円と

定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。土地取得特別会計では公共下

水道の処理場用地を先行取得して、それを１８年度から４カ年で下水道特別会計に売

却し、売却収入を財源に処理場用地取得時に発行した町債の償還をしております。２

１年度が、この償還は最終年度となります。２ページをご覧ください。１款財産収入、

２億６，７１８万８千円のうち、２億６，６４３万２千円が残り用地を公共下水道特

別会計に売却して得る収入でございます。この収入を財源に３ページの方の３款公債



費１億７，００６万円で公債費を償還しまして、２款諸支出金の９，７１２万９千円

のうち、９，６３７万３千円をふるさと創生基金に積み上げることとしております。

土地取得特別会計につきましては以上でございます。 

続きまして、公共下水道特別会計でございます。予算書の１ページをお願いいたし

ます。議案第３５号、平成２１年度砥部町の公共下水道特別会計の予算は次に定める

ところによる。第１条、歳入歳出それぞれ１３億９，００６万３千円と定める。第２

条地方債でございますが、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことがで

きる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は第２表地方債に

よるということで、４ページをご覧ください。第２表地方債でございます。起債の目

的は、公共下水道事業。限度額は５億９，８５０万円で、起債の方法、利率、償還の

方法は、一般会計と同じでございます。申し訳ございませんが、１ページの方にお戻

りください。一時借入金でございますが、第３条、一時借入金の借入れの最高限度額

は１０億円と定めるものでございます。２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。３

ページをお開きください。１款公共下水道事業費、このうち浄化センター用地の買戻

しも含めまして９億６，６００万円。管渠及び面整備が３億６千万円。あと約４，１

５０万円が人件費でございます。あと２款公債費１，６４３万８千円は借り入れた町

債の利息分の支払でございます。この財源でございますが、２ページのとおり国庫支

出金が６億６，９１０万円、２款繰入金が１億３３３万円、３款町債が５億９，８５

０万円。繰越金それから諸収入でございますが、１，９１３万２千円。この主なもの

は、消費税の還付金が主なものでございます。公共下水道特別会計は以上でございま

す。 

次に、農業集落排水特別会計でございます。農業集落排水特別会計当初予算の１ペ

ージをお願いいたします。議案第３６号、平成２１年度砥部町の農業集落排水特別会

計の予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞれ２，０９８万４千円

と定める。平成２１年３月６日提出、砥部町長中村剛志。農業集落排水につきまして

は、総津地区の工事が完成し、現在は維持管理と町債の償還を行なっております。３

ページをお開きください。事業費１，０８３万円は、玉谷地区と総津地区の農集排施

設の管理費でございます。２款公債費１，０１５万４千円、総津地区の事業で発行し

ました町債の償還でございます。財源については２ページの通りでございまして、１

款使用料及び手数料が８１９万円、それから３款の繰入金が１，２７５万２千円とい

うことが主なものとなってございます。農業集落排水については以上のとおりでござ

います。 

続きまして、浄化槽特別会計に移らせて頂きます。予算書の方１ページをお開きく

ださい。浄化槽特別会計予算書の１ページでございます。議案第３７号、平成２１年

度砥部町の浄化槽特別会計予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出それぞ

れ１億７２３万円と定める。平成２１年度３月６日提出、砥部町長中村剛志。この特

別会計は町内の各家庭の浄化槽約４千機程度あるかと思いますが、それと上野団地な

どの６箇所の集中浄化槽を管理するもので、財源は保守点検料で賄っております。２



ページをお願いいたします。歳入でございますがご覧のとおり１款事業収入８，６４

４万２千円が主なものでございます。それから５款繰越金１，７５４万８千円ござい

ますが、２０年度の決算剰余金の見込みでございます。３ページをご覧ください。浄

化槽の歳出の方、浄化槽点検管理費が９，４１５万４千円。それから、２款の諸出金

として基金費１，０５７万６千円を計上しておりますが、２０年度の決算剰余金が多

めに見込まれるため、あらかじめ１千万を超える基金を計上するということで予算を

計上しております。浄化槽特別会計は以上のとおりでございます。 

最後でございますが、水道事業会計でございます。水道事業会計の予算書をお願い

いたします。水道事業会計につきましては、公営企業法を適用した企業会計となって

ございますので、若干形の変わったものとなっておりますが、読み上げさせて頂きま

す。議案第３８号、第１条、平成２１年度砥部町水道事業会計の予算は次に定めると

ころによる。第２条として事業の予定量、これは省略させて頂きます。第３条でござ

いますが、収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。まず、収入でござい

ますが、第１款上水道事業収益３億１，８４６万４千円。第２款簡易水道事業収益８

１８万１千円。収入合計３億２，６６４万５千円でございます。支出でございますが、

第１款上水道事業費用が２億９，０４２万２千円。第２款簡易水道事業費用が１，４

７７万２千円。合計３億５１９万４千円でございます。続きまして、資本的収入及び

支出、第４条でございますが、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億３，３４９万５千円は、減債積立

金１千万円、建設改良積立金５００万円、過年度分損益勘定留保資金１億１，８４９

万５千円で補てんするものとする。収入でございますが、第１款上水道資本的収入と

第２款簡易水道資本的収入合わせまして８０万１千円でございます。支出でございま

すが、第１款上水道資本的支出が１億３，０４１万円、第２款簡易水道資本的支出が

３８８万６千円。合計１億３，４２９万６千円でございます。次に一時借入金の限度

額でございますが、第５条一時借入金の限度額は２億円と定める。それから第６条流

用でございますが、議会の議決を経なければ流用する事が出来ない経費として、次に

掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費でございます。次に、第７条た

な卸資産購入限度額２千万円と定めるものでございます。平成２１年３月６日提出、

砥部町長中村剛志。 

以上、簡単でございますがご説明とさせて頂きます。ご審議の程、よろしくお願い

いたします。 

○議長（西村良彰） 説明が終わりましたが、質疑については休憩後再開いたしたい

と思います。再開は２時１０分の予定です。 

 

午後 １時５５分 休憩 

午後 ２時１０分 再開 

 



○議長（西村良彰） 再開します。質疑については予算書のページを言って頂ければ

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは質疑を行います。５番、

西岡利昌君。 
○５番（西岡利昌） 町税ということで質問をお願いします。歳入の方ですか、これ

は２１年度当初予算の概要の８ページです。一番上の方に町税とあるのですが、それ

で個人の町民税と法人の町民税とあるが、減額となっているのは、これは、法人税は、

例えば、黒字が出ないのでとか、廃業したのでという数字があれば教えて頂きたいと。

町民の税金もなぜ減ったかということも聞きたいのですが。 
○議長（西村良彰） 武智戸籍税務課長。 
○戸籍税務課長（武智充吉） 西岡議員さんのご質問にお答えいたします。個人町民

税と法人町民税につきましては、そこに書いてあるように景気後退、現在の経済状況

を考えまして、これぐらい減額になるのではないかということで減額しております。

以上です。 
○議長（西村良彰） １３番中村茂君。 
○１３番（中村茂） はい。単純な質問をさせて頂きますが、２１年度当初予算の概

要というところで、３０ページに１０款１項５目の遠距離通学費の中に広田中学校の

送迎バスの管理が入っておりますけれど、その中の質問ですが、その送迎バスに一般

の人を含めて行ってあげたらと提案したいのですが、そのことについて質問したいと

思います。 
○議長（西村良彰） 藤田教育委員会事務局長。 
○教育委員会事務局長（藤田正純） 中村議員さんのご質問にお答えをいたします。

スクールバスの運行につきましては、今の補助金の規定では一般の方はご利用できま

せんが、将来的に児童数の減少に伴ってくると思いますので、一般の方の利用につき

ましては将来的な課題とさせて頂いたらと思います 
○議長（西村良彰） １３番中村茂君。 
○１３番（中村茂） もう一度関連しまして、将来的というお話しですが、大体どの

くらいを目途とされておられるのでしょうか。 
○議長（西村良彰） 藤田教育委員会事務局長。 
○教育委員会事務局長（藤田正純） 今のところ具体的な進み具合は確定いたしてお

りませんが、国等と十分相談して進めていきたいと考えておりますので、ちょっとい

つからというのが具体的にはまだそこまで検討いたしておりません。 
○議長（西村良彰） １４番中島博志君。 
○１４番（中島博志） 介護保険事業の特別会計の中で、サービス事業勘定の中で保

険給付費において、介護サービス事業の中で、単純な質問になりますが、目で特定、

また特例、また特例特定とありますが、特例特定について内容をお聞かせ願いたいと

思います。 
○議長（西村良彰） 大西介護福祉課長。 
○介護福祉課長（大西潤） 中島議員さんのご質問にお答えいたします。介護サービ



ス等諸費事業の中で特例とついている意味ですね。 
○１４番（中島博志） 大体内容的に分かるのですが、その特例特定についてお尋ね

をしたいのですが。 
○議長（西村良彰） 中島議員、今の質問ですけれど、ページ数が分かれば。 
○１４番（中島博志） 介護保険事業の２８ページ保険給付費の目についてですが、

目の全般について特定と特例、また特例特定とあるのですが、その中の特例特定につ

いて、何を持って特例特定というのか、お尋ねいたします。 
○介護福祉課長（大西潤） 特例と申しますのは介護認定を受ける前に、この方は認

定の候補者であるがまだ認定を受けていない状態で、緊急を要するためのサービスを、

重度に近い方で緊急を要する為のサービスを提供する認定申請前の方で、例えばどの

ような方がいるかというと、身元が分からない方とか、身元不明者ですね、行方不明

になっている方がそういう状態に陥った時に、特例で介護サービス給付費が受けられ

るというシステムになっております。そして特定は、３２ページの特定でよろしいで

しょうか。この特定入所者介護サービスというのは、施設入所者の食費と居住費につ

きまして、低所得者の負担軽減事業で負担限度額というものが４段階でありまして、

これを超えた場合、この基準額に必要な費用額との差額を介護保険から給付する制度

でございます。以上でよろしいでしょうか。 
○１４番（中島博志） 今、特定については説明を伺って十分わかっているのですが、

その下のですね、簡単に事例をあげて言いますと、特例特定の入所者介護サービス事

業の、特定特例についてお尋ねしているのです。 
○介護福祉課長（大西潤） 今申し上げた上に特例がついている場合は、先程申しま

したいわゆる認定申請前のものの措置でございます。よろしいですか。以上で終わり

ます。 
○議長（西村良彰） １６番三谷喜好君。 
○１６番（三谷喜好） 関連した話ですが、例えば、広田のいわゆる小田と境界線上、

万年でしたら伊予市との境界線上、でその特定特例が発生したらお金が要りますね。

その時に、境界線上で例えば倒れているとか事故があった場合、私が認識しているの

は、頭が入っている方が伊予市なら伊予市の方と認定しているのですが、笑い話のよ

うな事ですけれども、これからはそういうことが発生すると思うのです。境界線上で

発生する事があると思います。そういうことも含めて、なお認識を改めておいて頂い

たらと思います。 
○議長（西村良彰） ８番栗林政伸君。 
○８番（栗林政伸） １２月の議会の委員会であったと思うのですが、教育長にいわ

ゆる今度は愛媛県の国体の大会があるということで、砥部町はバドミントンの会場に

なっていると。１つお願いしていたのですが、それから何も話しも無く、ちょっとこ

れに出ていたのはどこにあったのかわからなくなってしまったのですが、バドミント

ンクラブを立ち上げると。書いてなかったでしょうか。探していたのですが、僕も家

で読んでいたが分からなくなってしまったのですが、そのバドミントンは、小学校も



対象にしてあるのか、中学校もやるのか、また、中学校で部活でやるのか、そして、

指導者は誰が教えるのか、そこを少し詳しく教えて頂きたいと思います。 
○議長（西村良彰） 藤田教育委員会事務局長。 
○教育委員会事務局長（藤田正純） 栗林議員さんのご質問にお答えをいたします。

平成２９年の愛媛国体に向けまして、開催予定地となっております砥部町におきまし

て、バドミントンが種目として内定をいたしておりますが、これに伴いまして、砥部

町の児童生徒の育成を図るということで、予算計上をさせて頂いておりますが、一般

会計の１６８ページの方に保健体育総務費というところがございます。そちらの方で

このバドミントンに関する予算を計上させて頂いております。バドミントンにつきま

しては、町内の小中学生を４つのバドミントンクラブとして立ち上げる予定でござい

ます。講師につきましては、町内の指導者を選定する予定にいたしております。それ

と、教室の方ではございませんが、講習会として、バドミントンの講習会を予定いた

しております。これは委託料の中に講師派遣というかたちでバドミントンの陣内紀美

子さんをお招きしまして、講習会を開催する予定にしております。以上でございます。 
○議長（西村良彰） １３番中村茂君。 
○１３番（中村茂） 一般会計予算書の１１４ページのところで、農林水産業費の中

に、農山漁村活性化プロジェクト事業費というのがありますよね。このプロジェクト

はどのような事業か、お聞かせ願いたいと思います。 
○議長（西村良彰） 相田産業建設課長。 
○産業建設課長（相田由紀夫） １１４ページの１１目農山漁村活性化プロジェクト

支援費でございますが、３，９２０万７千円をお願いしております。これは、農事組

合法人七折梅組合が農産物の加工処理施設を建設するものでございまして、七折小梅

を一回加工して梅干、梅シロップ、梅入り菓子等を製造いたしまして、地域の活性を

図るもので、農家の経営安定を図るものでございます。場所につきましては、七折集

会所の北側の現在駐車場になっているところでございます。鉄骨の平屋作りで１８０

平米ございまして、工事費につきましては、４，９００万８千円でございます。なお、

補助金は国が５０％、町が３０％、地元２０％となっておりまして、また施設につき

ましても整備と設備をしなくてはなりませんので、梅洗浄と冷凍冷蔵庫、そういった

諸々のフォークリスト等も備えるものでございます。以上で説明を終わらせて頂きま

す。 
○議長（西村良彰） 質疑を終わります。 
おはかりします。議案第２５号から議案第３８号までの平成２１年度当初予算１４

件については、所管の常任委員会に付託して審査することにしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって議案第２５号から議案第３８号ま

での平成２１年度当初予算１４件については、所管の常任委員会に付託することに決

定しました。委員会の審査報告は、３月１３日の本会議でお願いします。 



以上で本日の議事日程は、すべて終了しました。本日はこれで散会します。 

 

午後 ２時２５分 散会 
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平成２１年第１回砥部町議会定例会 
平成２１年３月１３日（金） 

午前９時３０分開会 
 
○議長（西村良彰） ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、

本日の会議を開きます。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１ 議案第４号 指定管理者の指定について 
（産業建設常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第１議案第４号 指定管理者の指定についてを議題としま

す。本案について委員長の報告を求めます。三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして産業建設常任委員会に付託されました議案第４号について、審査の結果をご報

告申し上げます。議案第４号指定管理者の指定については、砥部町峡の館の管理及び

運営に関する業務を効果的かつ効率的に行うためのもので、現在、当該施設の指定管

理者として、堅実な管理運営を行っている有限会社「砥部町産業開発公社」を指定管

理者とするものであります。指定期間は１年間です。よって、議案第４号は、原案の

とおり可決するべきものと決定致しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を

終わります。以上。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第４号指定管理者の指定に

ついては、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２ 議案第５号 砥部町坂村真民記念基金条例の制定について 

（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第２議案第５号 砥部町坂村真民記念基金条例の制定につ

いてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。中島総務文教常任委員



長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第５号について、審査の結果

をご報告申し上げます。砥部町坂村真民記念基金条例の制定については、坂村真民氏

の業績を永く後世に伝えるとともに、真民詩への親しみと理解を深めるための事業に

充てるための基金を設置するため条例を制定するものです。よって、議案第５号は、

適切な措置がなされていると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しました

ので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第５号砥部町坂村真民記念

基金条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第３ 議案第６号 砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につい

て 
（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第３議案第６号 砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金

条例の制定についてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。栗林厚

生常任委員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました議案第６号について、審査の結果をご報告

申し上げます。議案第６号砥部町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につい

ては、介護従事者の処遇改善を図るための平成２１年度の介護報酬の改定にあたり、

介護保険料の急激な上昇を抑制する財源に充てるための基金を設置するために、条例

を制定するもので、平成２４年３月３１日をもって、その効力を失うことになってい

ます。よって、議案第６号は適切な処置がなされており、原案のとおり可決すべきも

のと決定しましたので、ここにご報告申し上げます。委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 



［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第６号砥部町介護従事者処

遇改善臨時特例基金条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第４ 議案第７号 砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 
 

日程第５ 議案第８号 砥部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 
 

日程第６ 議案第９号 砥部町職員の給与に関する条例の一部改正について 
（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第４議案第７号から日程第６議案第９号までの一般職員等

の勤務時間の改定についての３件を一括議題とします。本案について委員長の報告を

求めます。中島総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第７号、議案第８号、議案第

９号の条例改正３件について、審査の結果をご報告申し上げます。 
始めに、議案第７号砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

ては、愛媛県人事委員会の報告にかんがみ、一般職の勤務時間を１日当たり１５分短

縮し、１日当たり７時間４５分、１週間当たり３８時間４５分に改定するため、条例

第２条及び第３条の勤務時間の規定を改正するものであります。 
次に、議案第８号砥部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、砥

部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に伴い、育児短時間勤務職員の勤務

時間に関する規定を改正するものであります。 
次に、議案第９号砥部町職員の給与に関する条例の一部改正については、砥部町職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正に伴い、昇格及び昇給の基準及び時間外勤

務手当に係る勤務時間の規定を改正するとともに、愛媛県人事委員会の報告にかんが

み、医療職給料表の適用を受ける職員の初任給調整手当の額を改正するものでありま

す。 
 以上、３議案については、適切な条例改正がなされているものと認められました。



よって、議案第７号、８号、９号の３件については、原案のとおり可決すべきものと

決定しましたので、ここにご報告申し上げます。委員長報告を終わります。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
討論、採決については１件ずつ行います。 
議案第７号砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について討論を

行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。 
よって、議案第７号砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい

ては、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第８号砥部町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第８号砥部町職員の育児休

業等に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第９号砥部町職員の給与に関する条例の一部改正について討論を行います。討

論はありませんか。 
［討論なし］ 
議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第９号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第９号砥部町職員の給与に

関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



日程第７ 議案第１０号 砥部町税条例の一部改正について 
（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第７議案第１０号 砥部町税条例の一部改正についてを議

題とします。本案について委員長の報告を求めます。中島総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第１０号について、審査の結

果をご報告申し上げます。砥部町税条例の一部改正については、寄付行為の促進を目

的とした地方税法の改正に伴い、個人の町民税に係る寄附金控除の対象となる寄附金

を定めるため、改正するものであります。よって、議案第１０号は、適正な改正がな

されていると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しましたのでここにご報

告申し上げ、委員長報告を終わります。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１０号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１０号砥部町税条例の一

部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第８ 議案第１１号 砥部町手数料条例の一部改正について 

（産業建設常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第８議案第１１号 砥部町手数料条例の一部改正について

を議題とします。本案について委員長の報告を求めます。三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、産業建設常任委員会に付託されました議案第１１号について審査の結果

をご報告申し上げます。議案第１１号砥部町手数料条例の一部改正については、租税

特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する事務が、愛媛県から砥部町に移譲される

ことに伴い、造成宅地面積１千平方メートル以上の認定申請手数料を定めるものであ

り、造成宅地面積に応じた優良宅地造成認定申請手数料が定められています。よって、

議案第１１号は、適切な措置がなされていると認められ、原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。以上。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません



か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１１号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１１号 砥部町手数料条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第９ 議案第１２号 砥部町学校給食センター条例の一部改正について 
（総務文教常任委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 日程第９議案第１２号 砥部町学校給食センター条例の一部改

正についてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。中島総務文教常

任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました議案第１２号について、審査の結

果をご報告申し上げます。砥部町学校給食センター条例の一部改正については、学校

給食法の一部改正に伴い、学校給食に要する経費について、同法を引用する条項を改

める必要が生じたため、改正をするものであります。よって、議案第１２号は、適切

な措置がなされていると認められ、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１２号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１２号砥部町学校給食セ

ンター条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 



～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１０ 議案第１３号 砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の一部改

正に 
ついて 

（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第１０議案第１３号 砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収

条例の一部改正についてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。栗

林厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました議案第１３号について、審査の結果をご報

告申し上げます。議案第１３号砥部町高齢者在宅福祉事業費用徴収条例の一部改正に

ついては、事業名を分かりやすい名称に改正することと、国・県補助金の廃止により、

利用者負担額を独自に設定することで、利用者負担の適正化を図るものです。よって、

議案第１３号は適切な処置がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しま

したので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１３号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１３号砥部町高齢者在宅

福祉事業費用徴収条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１１ 議案第１４号 砥部町介護保険条例の一部改正について 

（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第１１議案第１４号 砥部町介護保険条例の一部改正につ

いてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。栗林厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました議案第１４号について、審査の結果をご報

告申し上げます。議案第１４号砥部町介護保険条例の一部改正については、介護保険

法施行令の一部改正及び介護保険事業計画の見直しにより、第１号被保険者の保険料

率を改めるもので、平成２１年度から各階層における保険料が４００円から１，２０



０円引き上げられますが、この上昇分は国からの交付金及び運営基金を充当し、平成

２３年度まで現在の額と同額とすることを附則で規定しています。また、第４段階の

区分において、本人の収入が一定額以下の場合は、保険料が減額される規定が設けら

れています。よって、議案第１４号は適切な処置がなされており、原案のとおり可決

すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１４号砥部町介護保険条

例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１２ 議案第１５号 砥部町国民健康保険診療所条例の廃止について 

（厚生常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第１２議案第１５号 砥部町国民健康保険診療所条例の廃

止についてを議題とします。本案について委員長の報告を求めます。栗林厚生常任委

員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました議案第１５号について、審査の結果をご報

告申し上げます。議案第１５号砥部町国民健康保険診療所条例の廃止については、平

成２１年度から指定管理者制度を導入する予定であった砥部町国民健康保険診療所

の管理及び運営を、引き続き砥部町が直営で行うため、平成２１年４月１日から施行

する予定であった平成２０年砥部町条例第２６号を廃止するものであります。よって、

議案第１５号は適切な処置がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しま

したので、ここにご報告申し上げ、委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。 
これから討論を行います。討論はありませんか。 

［討論なし］ 



○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１５号 砥部町国民健康

保険診療所条例の廃止については、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第１３ 議案第１６号 平成２０年度砥部町一般会計補正予算（第５号） 
 
日程第１４ 議案第１７号 平成２０年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予

算 
（第３号） 

日程第１５ 議案第１８号 平成２０年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第３

号） 
 
日程第１６ 議案第１９号 平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号） 
 
日程第１７ 議案第２０号 平成２０年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算 

（第３号） 
日程第１８ 議案第２１号 平成２０年度砥部町とべの館特別会計補正予算（第１

号） 
 
日程第１９ 議案第２２号 平成２０年度砥部町土地取得特別会計補正予算（第１

号） 
 
日程第２０ 議案第２３号 平成２０年度砥部町公共下水道特別会計補正予算（第２

号） 
 
日程第２１ 議案第２４号 平成２０年度砥部町水道事業会計補正予算（第３号） 

（所管常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第１３議案第１６号から日程第２１議案第２４号までの平

成２０年度補正予算に関する９件を一括議題とします。本案について委員長の報告を

求めます。三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、産業建設常任委員会に付託されました補正予算４件について、審査の結

果をご報告申し上げます。 



 始めに、議案第１６号平成２０年度砥部町一般会計補正予算第５号のうち、当委員

会に所管する項目について主なものは、農業費では、農業研修センターの修繕料５万

１千円増額を、土木費では、公共下水道特別会計への繰出金２９９万５千円増額を、

その他、人件費補正と不用額の減額補正を行っておりますが、いずれも必要経費の補

正をするものであります。また、町道２路線の測量調査設計委託業務及び町道緊急舗

装改修工事費１憶５，７５０万円を繰越明許費で２１年度に繰り越ししています。 
次に、議案第２１号 平成２０年度砥部町とべの館特別会計補正予算第１号につい

ては、 
基金費で積立金９００万４千円を増額し、財源は繰越金等を充当しています。 
次に、議案第２３号平成２０年度砥部町公共下水道特別会計補正予算第２号につい

ては、高尾田３工区で実施する管渠工事に伴う工事請負費２７９万９千円の増額を、

その他、人件費補正を行っており、財源は一般会計から繰入金を充てています。また、

処理場工事及び管渠敷設工事費３億２，６８２万５千円を繰越明許費で２１年度に繰

り越ししています。 
次に、議案第２４号 平成２０年度砥部町水道事業会計補正予算第３号について主

なものは、収益的収入の上水道では預金利息９０万円を、簡易水道では給水工事収益

１５万円を増額、収益的支出の上水道事業費用では、有形固定資産減価償却費を１１

２万３千円増額し、固定資産除却費８０１万円増額し、不納欠損額７万６千円増額、

その他、不用額の減額補正を、簡易水道事業費用では給水工事請負費１５万円増額、

その他、不用額の減額補正を、資本的収入の上水道では消火栓新設・改良に伴う一般

会計繰入金９９万５千円、総津配水管布設替工事負担金１２６万５千円などの増額、

資本的支出の上水道では工事請負費の減額、簡易水道では総津配水管布設替工事費７

５万円の増額、その他、不用額の減額補正を行っています。いずれも、必要経費の補

正をするものであります。 
よって、議案第１６・２１・２３・２４号の４件については、いずれも適切な補正

がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で、委員長報告

を終わります。 
○議長（西村良彰） 栗林厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました補正予算５件について、審査の結果をご報

告申し上げます。 
 議案第１６号平成２０年度砥部町一般会計補正予算第５号のうち当委員会に所管

する項目について主なものは、障害者福祉費では舗装具助成費１１３万７千円の増額

を、老人福祉施設費では、老人福祉センターの太陽熱温水器撤去工事費１８万３千円

増額を、後期高齢者医療総務費では、平成１９年度に国から交付されたシステム構築

などの補助金の返還金２６４万６千円増額を、児童福祉費では乳幼児健康支援事業委

託料２０万８千円増額を、保健衛生費では予防接種委託料１９０万円増額、平成１９

年度に国から交付された老人保健事業負担金の清算による返還金７万２千円増額を、



その他、人件費補正と不用額の減額補正を計上しております。また、子育て応援特別

手当給付事業１，３９５万２千円を繰越明許費で２１年度に繰り越ししています。 
次に、議案第１７号平成２０年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号

の事業勘定について主なものは、退職被保険者等高額療養費４００万円増額、保険財

政共同安定化事業拠出金１，１６０万８千円増額、特定健康診査後の保健指導委託料

１０８万円増額を、一般被保険者療養給付費４，８３３万７千円の減額、一般被保険

者高額療養費１千万円の減額、検診負担金３００万円などの減額を行っており、その

財源は、療養給付費等交付金、共同事業交付金等で調整しております。直営診療施設

勘定では、医師不在時の緊急医師委託料１０万円増額、その他、人件費補正と不用額

の減額補正を計上しており、財源は診療収入で調整しています。 
次に、議案第１８号平成２０年度砥部町老人保健特別会計補正予算第３号について

は、一般会計への繰出金２，７２５万２千円の増額を、医療給付費１億５千万円減額、

医療費支給費１８０万円減額、医療給付審査手数料５８万９千円減額を行なっており

その財源は、支払基金交付金、国県支出金、繰入金で調整しております。 
次に、議案第１９号平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号に

ついては、後期高齢者医療連合会納付金７５４万円を減額し、その財源は、繰入金で

調整しています。また、繰越明許費で、後期高齢者医療保険料軽減措置システム改修

事業費２２２万６千円を２１年度に繰越しています。 
次に、議案第２０号平成２０年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算第３号の保

険事業勘定について主なのもは、介護保険事業運営基金積立金１，７５６万９千円の

増額、介護報酬改定による急激な保険料の増額を抑制するための介護従事者処遇改善

臨時特例基金積立金１，２９８万８千円増額、この制度を周知するための印刷製本費

１０４万５千円を増額し、居宅介護サービス、施設介護サービスなどの保険給付費９，

８７０万円を減額しておりその財源は、国県支出金、支払基金交付金、繰入金で調整

しています。介護サービス事業勘定については、決算書の印刷代不用額４千円を減額

し、財源は、通所介護事業の利用者減少により、介護サービス収入を減額し、一般会

計繰入金を増額する財源組み替えを行っています。 
以上、議案第 １６号、１７号、１８号、１９号、２０号の５議案については、いず

れも適切な補正がなされており、原案のとおり可決すべきものと決定しましたので、

ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 中島総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました補正予算２件について、審査の結

果をご報告申し上げます。 
 始めに、議案第１６号平成２０年度砥部町一般会計補正予算第５号のうち、当委員

会に所管する項目の主なものは、総務管理費で、防災行政無線施設の機器の修繕料１

８万５千円を、消防費で、消火栓新設及び維持管理負担金３９９万８千円を、基金費

で、財政調整基金積立金３億円、減債基金積立金４万円を増額し、その他、人件費補



正と不用額を減額する補正となっております。歳入については、地方交付税、分担金

及び負担金、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金を増額し、その他の歳入については

減額となっています。 
また、繰越明許費で定額給付金給付事業３億６，１３９万７千円、小学校地上デジ

タル対応事業４，５００万円を２１年度に繰り越ししています。 
次に、議案第２２号平成２０年度砥部町土地取得特別会計補正予算第１号は、土地

開発基金の利子８万６千円を基金に積み上げるため、繰出金を増額するものでありま

す。 
 以上、議案第１６号、２２号の２件については、適切な予算補正と認められ、原案

のとおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終

わります。 

○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし］ 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。討論、採決については１件ずつ行います。 
議案第１６号平成２０年度砥部町一般会計補正予算（第５号）について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１６号砥部町平成２０年

度砥部町一般会計補正予算（第５号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第１７号平成２０年度砥部町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて、討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１７号平成２０年度砥部

町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決され

ました。 
議案第１８号平成２０年度砥部町老人保健特別会計補正予算（第３号）について、

討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 



議案第１８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１８号平成２０年度砥部

町老人保健特別会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第１９号平成２０年度砥部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第１９号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第１９号平成２０年度砥部

町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されま

した。 
議案第２０号平成２０年度砥部町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２０号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  

○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２０号平成２０年度砥

部町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決されま

した。 
議案第２１号平成２０年度砥部町とべの館特別会計補正予算（第１号）について、

討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２１号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２１号平成２０年度砥部

町とべの館特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２２号平成２０年度砥部町土地取得特別会計補正予算（第１号）について、

討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 



議案第２２号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２２号平成２０年度砥部

町土地取得特別会計補正予算（第１号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２３号平成２０年度砥部町公共下水道特別会計補正予算（第２号）について、

討論を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２３号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２３号平成２０年度砥部

町公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２４号平成２０年度砥部町水道事業会計補正予算（第３号）について、討論

を行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２４号平成２０年度砥部

町水道事業会計補正予算（第３号）は、委員長の報告のとおり可決されました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
日程第２２ 議案第２５号 平成２１年度砥部町一般会計予算 
 
日程第２３ 議案第２６号 平成２１年度砥部町国民健康保険事業特別会計予算 
 
日程第２４ 議案第２７号 平成２１年度砥部町老人保健特別会計予算 
 
日程第２５ 議案第２８号 平成２１年度砥部町後期高齢者医療特別会計予算 
 
日程第２６ 議案第２９号 平成２１年度砥部町介護保険事業特別会計予算 
 
日程第２７ 議案第３０号 平成２１年度砥部町とべの館特別会計予算 
 
日程第２８ 議案第３１号 平成２１年度砥部町とべ温泉特別会計予算 



 
日程第２９ 議案第３２号 平成２１年度砥部町梅野奨学資金特別会計予算 
 
日程第３０ 議案第３３号 平成２１年度砥部町奨学資金特別会計予算 
 
日程第３１ 議案第３４号 平成２１年度砥部町土地取得特別会計予算 
 
日程第３２ 議案第３５号 平成２１年度砥部町公共下水道特別会計予算 
 
日程第３３ 議案第３６号 平成２１年度砥部町農業集落排水特別会計予算 
 
日程第３４ 議案第３７号 平成２１年度砥部町浄化槽特別会計予算 
 
日程第３５ 議案第３８号 平成２１年度砥部町水道事業会計予算 

（所管常任委員長報告、質疑、討論、採決） 
○議長（西村良彰） 日程第２２議案第２５号から日程第３５議案第３８号までの平

成２１年度予算に関する１４件を一括議題とします。本案について委員長の報告を求

めます。三谷産業建設常任委員長。 
○産業建設常任委員長（三谷喜好） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、産業建設常任委員会に付託されました当初予算の７議案について、審査

の結果をご報告申し上げます。 
 議案第２５号平成２１年度砥部町一般会計予算のうち、当委員会に所管する項目に

ついては、まず、生活環境課関係では、環境衛生関係で、地球温暖化防止に取り組む

事業として、廃食油回収ボックスの設置や熱い地球を冷やそうキャンペーンの実施経

費や、浄化槽設置整備補助などの経費を、清掃関係では、ごみ袋の作成及び販売経費、

生ごみ処理機購入補助などのごみの減量化・資源化対策経費、ごみを適正に処理する

ための所管施設の維持管理費や、収集運搬経費、し尿処理のための一部事務組合負担

金、また、公共下水道関係で、公共下水道特別会計への繰出金などが計上されており

ます。次に、産業建設課関係では、農業関係で、中山間地域等直接支払交付金や農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金をはじめ、各種補助事業の経費を、また、農業基

盤の整備を図るため、町単土地改良事業補助金及び農地・水・環境保全向上対策事業

費を、林業関係では、造林の適正な維持管理などを推進するための各種補助等の経費

が計上されています。商工観光関係では、砥部焼陶芸塾や陶街道五十三次事業の経費、

陶芸創作館・伝統産業会館の経費、農村工芸体験館・研修の宿・峡の館の指定管理委

託料などが計上されております。土木関係では、町道を適正に管理するための維持・

補修費、道路新設改良のための委託料・工事請負費、県営事業に対する負担金、公園

の管理運営費、町営住宅の管理費や、木造住宅耐震診断補助事業費などが計上されて

います。 



 次に、議案第３０号平成２１年度砥部町とべの館特別会計予算においては、館の運

営費や基金積立金が計上されており、歳入を売店収入でまかなう健全財政予算となっ

ています。 
 次に、議案第３１号平成２１年度砥部町とべ温泉特別会計予算は、温泉の運営・維

持管理費の予算ですが、館内空調設備の改修や、イベントの回数を増やす経費が計上

されています。歳入については、事業収入、繰越金でまかなっております。 
 次に、議案第３５号 平成２１年度砥部町公共下水道特別会計予算においては、処

理場の建設工事などの委託料７億４，０１８万４千円、管渠工事費３億２，０９４万

３千円、土地取得特別会計からの用地購入費２億６，６４３万２千円を計上していま

す。歳入については、国庫補助金、町債、一般会計からの繰入金等でまかなうことと

しています。 
  次に、議案第３６号平成２１年度砥部町農業集落排水特別会計予算においては、総

津地区及び玉谷地区処理施設の管理運営費１，０８３万円及び公債費１，０１５万４

千円を計上した予算となっています。歳入については施設使用料、一般会計繰入金で

まかなうこととしています。 
次に、議案第３７号平成２１年度砥部町浄化槽特別会計予算においては、浄化槽の

維持管理費用及び基金への積立金を事業収入、繰越金でまかなう健全財政予算となっ

ています。 
 次に、議案第３８号平成２１年度砥部町水道事業会計予算は、収益的収入及び支出

については、収入は、上水道及び簡易水道の事業収益３億２，６６４万５千円が、支

出は、上水道・簡易水道の営業費用及び営業外費用等３億５１９万４千円が計上され

ています。 資本的収入及び支出については、収入は、上水道及び簡易水道に係る他

会計負担金、工事負担金８０万１千円を、支出は、上水道及び簡易水道の建設改良費

や企業債償還金１億３，４２９万６千円を計上し、収入額が支出額に対し不足する１

億３，３４９万５千円は、減債積立金、建設改良積立金、過年度分損益勘定留保資金

で補てんするものとしています。資本的支出において、上水道の安定供給を行なうた

め、山並地区及び天神地区の配水管敷設替工事費３，７９７万９千円を計上していま

すが、繰上償還に伴う企業債償還額の減少や、簡易水道建設改良費の減少により、総

額では対前年度６，２１７万７千円の減額となっています。 
 以上、７議案については、それぞれ適切な予算編成がなされているものと認められ

ました。よって、議案第２５号、３０号、３１号、３５号、３６号、３７号及び３８

号の７議案については原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。ここにご報

告申し上げ、委員長報告を終わります。以上。 
○議長（西村良彰） 栗林厚生常任委員長。 
○厚生常任委員長（栗林政伸） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議におき

まして、厚生常任委員会に付託されました当初予算５議案について、審査の結果をご

報告申し上げます。 
 議案第２５号平成２１年度砥部町一般会計予算のうち当委員会に所管する項目の



歳出について、介護福祉課関係で主なものは、社会福祉では、民生児童委員協議会、

社会福祉協議会、その他福祉団体等の活動を支援するための交付金が、障害者福祉で

は、介護給付費等支給事業などの各種支援費用が、老人福祉では、在宅事業に係る各

種支援事業費や一部事務組合等に対する負担金・補助金、高齢者生活福祉センターな

どの施設運営費が、介護保険事業では、介護保険事業特別会計への繰出金が、児童福

祉では、放課後児童クラブや、つどいの広場事業の費用、私立幼稚園就園奨励費、ま

た、保育所、幼稚園、児童館の運営費、児童手当の費用などが計上されています。保

険健康課関係で主なものは、国民健康保険事業特別会計、老人保健特別会計、後期高

齢者医療特別会計への繰出金等を計上している他、県後期高齢者医療広域連合への負

担金、重度心身障害者・母子家庭・乳幼児の医療費などが計上されています。また、

保健衛生費で、休日・夜間の救急医療体制の維持費用、各種予防接種の費用、乳幼児

や母親の健康を守るための健診や相談などの費用、地域の健康づくり推進員を中心に

した健康づくり事業の費用、生活習慣病予防対策のための費用などが計上されており

ます。 
 次に、議案第２６号平成２１年度砥部町国民健康保険事業特別会計予算については、

事業勘定では、平成２０年度当初予算と比較して、保険給付費の見込み、老人保健拠

出金の見込み、介護納付金の見込みが減少したことなどにより、減額の予算となって

おります。内容は、事業を運営する経費と保険給付費、後期高齢者支援金等、前期高

齢者納付金、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、特定健康診査等事業費

の経費等が計上されています。その財源は、国民健康保険税、国県支出金、療養給付

費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、一般会計や基金からの繰入金、前

年度からの繰越金等で賄っています。施設勘定は、国民健康保険診療所の経費で、施

設の管理運営費、医療の必要経費が計上されており、その財源は、診療収入と一般会

計からの繰入金等で賄っています。 
 次に、議案第２７号平成２１年度砥部町老人保健特別会計予算については、制度が

２０年度より後期高齢者医療制度に移行していますが、月遅れの請求や過誤納付分の

返還が見込まれるため、特別会計として残るものであり、予算額は大幅な減となって

います。財源としては、支払基金交付金、国県支出金、一般会計からの繰入金等で賄

っています。 
次に、議案第２８号平成２１年度砥部町後期高齢者医療特別会計予算については、

平成２０年度から設置されています。２１年度予算の主なものは、広域連合への事務

費負担金、後期高齢者医療連合会納付金で、その財源は、保険料、一般会計からの繰

入金等で賄っています。 
 次に、議案第２９号平成２１年度砥部町介護保険事業特別会計予算については、保

険事業勘定では、介護認定に要する費用、要介護者及び要支援者への各種サービス給

付費、その他、介護予防や包括的支援のための事業費などが計上されています。その

主な財源は、介護保険料、国県支出金、支払基金交付金、残りを一般会計からの繰入

金等で賄っています。介護サービス事業勘定では、広寿会に委託して行う通所介護事



業と、地域包括支援センターで行う介護予防サービス事業の費用が計上されており、

その財源は、介護サービス収入等で賄われています。 
 以上、５議案については、いずれも適切な予算編成がなされているものと認められ

ました。よって、議案第２５号、２６号、２７号、２８号、２９号については原案の

とおり可決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わ

ります。 
○議長（西村良彰） 中島総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） ご報告申し上げます。去る３月６日の本会議に

おきまして、総務文教常任委員会に付託されました当初予算４件について、審査の結

果をご報告申し上げます。 
 議案第２５号 平成２１年度砥部町一般会計予算のうち、当委員会に所管する項目

について、歳入については、地方交付税、分担金及び負担金、国庫支出金、町債など

が増加し、町税、自動車取得税交付金、繰入金、繰越金などが減となっています。町

債の増加の主な要因は、広田地区地域間交流施設の建設によるものですが、町財政健

全化計画の２１年度発行見込み額の枠内です。また、町税の減収は、景気の後退に伴

う法人町民税の減少や、評価替えの影響による固定資産税の減少が主な要因ですが、

本町の場合は、特定の企業、業種に依存していないため、減収幅は深刻なものではあ

りません。本予算は骨格的予算ということもありますが、２０年度からの繰越金の計

上を大きく抑制するなど、今後の補正対応も視野に入れた収支バランスの確保に努め

られています。歳出の主なものは、議会費、監査委員費、会計管理費では、経常な経

費の計上となっています。総務課関係では、一般管理の経費、広報発行の経費、本庁

及び支所の施設の管理費、電算の安定稼動の経費、区長・自治活動推進経費、防災対

策の経費、衆議院議員選挙の経費、常備消防・消防団の経費などが計上されています。

企画財政課関係では、財政管理の経費、地域振興対策の経費、交通安全対策の経費、

指定統計調査の経費、町債の償還費などが計上されています。戸籍税務課関係では、

適正な税徴収や戸籍事務のための費用及び愛媛地方税滞納整理機構への負担金が計

上されています。教育委員会事務局関係では、学校生活支援員や学校医、外国語指導

助手、教職員へのパソコン整備に要する経費の他、教職員宿舎の管理費、山村留学セ

ンターの費用、広田中学校と砥部中学校統合に伴うスクールバス運行など遠距離通学

の費用、小・中学校の学校管理費や教育振興費、砥部中学校改築基本設計委託料など

の学校教育に関する費用、また、広田地区の地域間交流施設の建設費、人権教育・人

権対策推進費、中央公民館、地区公民館の管理運営費、文化会館の管理委託料や、図

書館の管理運営費など、生涯学習の推進に関する費用、青少年育成センターの運営費

など、青少年健全育成推進の費用、各種スポーツ大会の開催や、えひめ国体開催地ス

ポーツ振興事業費、体育施設の管理運営費などの社会体育推進の費用、また安全で栄

養バランス豊かな学校給食を提供する給食センターの運営費などが計上されており

ます。  
次に、議案第３２号平成２１年度砥部町梅野奨学資金特別会計予算については、２



１年度の奨学生は、新規高校生５人、継続高校生１０人の合計１５人への給付金と、

新規生５人分の入学一時金の支給を予定しています。なお、財源については、基金か

らの繰入金等で賄うこととしています。 
次に、議案第３３号平成２１年度砥部町奨学資金特別会計予算については、広田地

区の学生が対象で、２１年度の貸し付けは、新規高校生２人、新規大学生２人、継続

高校生１人、継続大学生１人の、計６人を予定しています。その財源については貸付

金の償還金及び繰越金等で賄うこととしています。 
次に、議案第３４号平成２１年度砥部町土地取得特別会計予算についてであります

が、２１年度は先行取得していた公共下水道処理場用地について、未売却分を下水道

特別会計に売却し、それを財源として、町債の償還及びふるさと創生基金に積み戻す

経費が計上されております。 
 以上、４議案については、適切な予算編成がなされているものと認められました。

よって、議案第２５号、３２号、３３号及び３４号の４件については原案のとおり可

決すべきものと決定しましたので、ここにご報告申し上げ委員長報告を終わります。 
○議長（西村良彰） 報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。１番佐々木隆雄君。 
○１番（佐々木隆雄） 第２５号２１年度の一般会計予算の税収の部分で１款４項１

目町たばこ税、これが前年度本年度同額になっておりますが、現在の砥部町でたばこ

屋さんが何軒あるかは正確にはつかんでおりませんが、かなりタスポカードの導入後

営業を止められたお店も増えているという風に聞いております。そういうふうなこと

とこれからの段々と禁煙に変わっていく方もおいでるような現状のなかで、まったく

同じような予算組みをしてもいいのかなと思いましたので。これはどなたにお答え頂

ければいいのかちょっと分からないのですが。理事者側の説明をお願いしたいと思い

ます。 
○ 議長（西村良彰） ここで暫時休憩します。 
 

午前１０時４０分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

 
○議長（西村良彰） 再会します。中島総務文教常任委員長。 
○総務文教常任委員長（中島博志） 先ほどの佐々木議員の質疑に答弁いたします。

町たばこ税１億２，３５９万に対しまして、決算額予算額につきましては２０年度の

決算状況を勘案し、ほぼ横ばいという状況でございます。そういうことから、勘案し

まして、２１年度の予算を組んだところでございます。たばこを吸う人もおりますし、

やめる人もおいでます。そういう状況の中で見込みで予算を組んでおりますので、よ

ろしくお願いいたします。 
○議長（西村良彰） 質疑を終わります。討論、採決については１件ずつ行います。 
議案第２５号平成２１年度砥部町一般会計予算について討論を行います。討論はあり



ませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２５号平成２１年度砥部

町一般会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２６号平成２１年度砥部町国民健康保険事業特別会計予算について討論を

行います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２６号平成２１年度砥部

町国民健康保険事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２７号平成２１年度砥部町老人保健特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２７号平成２１年度砥部

町老人保健特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２８号平成２１年度砥部町後期高齢者医療特別会計予算について討論を行

います。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２８号平成２１年度砥部

町後期高齢者医療特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第２９号平成２１年度砥部町介護保険事業特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 



○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第２９号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第２９号平成２１年度砥部

町介護保険事業特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３０号平成２１年度砥部町とべの館特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３０号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３０号平成２１年度砥部

町とべの館特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３１号平成２１年度砥部町とべ温泉特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。議案第３１号の採決を行います。 
本案に対する委員長の報告は可決です。報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３１号平成２１年度砥部

町とべ温泉特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３２号平成２１年度砥部町梅野奨学資金特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３２号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３２号平成２１年度砥部

町梅野奨学資金特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３３号平成２１年度砥部町奨学資金特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３３号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと



おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３３号平成２１年度砥部

町奨学資金特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３４号平成２１年度砥部町土地取得特別会計予算について討論を行います。

討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３４号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３４号平成２１年度砥部

町土地取得特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３５号平成２１年度砥部町公共下水道特別会計予算について討論を行いま

す。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３５号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３５号平成２１年度砥部

町公共下水道特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３６号平成２１年度砥部町農業集落排水特別会計予算について討論を行い

ます。討論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３６号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３６号平成２１年度砥部

町農業集落排水特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３７号平成２１年度砥部町浄化槽特別会計予算について討論を行います。討

論はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３７号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  



○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３７号平成２１年度砥部

町浄化槽特別会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
議案第３８号平成２１年度砥部町水道事業会計予算について討論を行います。討論

はありませんか。 
［討論なし］ 
○議長（西村良彰） 討論なしと認めます。 
議案第３８号の採決を行います。本案に対する委員長の報告は可決です。報告のと

おり決定することにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、議案第３８号平成２１年度砥部

町水道事業会計予算は、委員長の報告のとおり可決されました。 
 ここでしばらく休憩します。休憩時間を利用して議会運営委員会及び全員協議会を

開催したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 

休憩 午前１１時０５分 
再開 午前１１時３３分 

 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第３６ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 
 
日程第３７ 諮問第２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て 
（説明、採決） 

○議長（西村良彰） 再開します。日程第３６諮問第１号及び日程第３７諮問第２号

の人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての２件を一括議題とします。

提出者の説明を求めます。中村町長。 

○町長（中村剛志） 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て。次の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。平成２１年

３月１３日提出、砥部町長中村剛志。提案理由。中川文江運営委員は平成２１年６月

３０日を持って任期が満了するので、その後任の委員を推薦するため提案するもので

ある。住所、愛媛県伊予郡砥部町高尾田１０８７番地。氏名、中川文江。生年月日、

昭和２２年２月８日。諮問第２号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつ

いて。次の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。平成２１

年３月１３日提出、砥部町長中村剛志。提案理由。林重正委員は平成２０年１２月３

１日を持って辞任したので、その後任の委員を推薦するため提案するものである。住

所、愛媛県伊予郡砥部町満穂２５０番地。松永久富。生年月日、昭和３５年３月２１

日。以上でございます。 

○議長（西村良彰） おはかりします。本件は、お手元に配りました意見のとおり答



申したいと思います。ご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］  
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、諮問第１号及び諮問第２号人権

擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、お手元に配りました意見のとお

り答申することに決定しました。 
おはかりします。ただ今平岡文男議員から発議第４号国会議員の定数及び衆議院小

選挙区制度の見直しを求める意見書提出についてが提出されました。この動議は、２

人以上の賛成者がおりますので成立しました。これを日程に追加し、追加日程第１と

して議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、発議第４号を日程に追加し、追

加日程第１として、議題とすることに決定しました。 
 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
追加日程第１ 発議第４号 国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを 

求める意見書提出について 
（説明、質疑、討論、採決） 

○議長（西村良彰） 追加日程第１発議第４号 国会議員の定数及び衆議院小選挙区

制度の見直しを求める意見書提出についてを議題とします。本案について説明を求め

ます。１５番、平岡文男君。 
○１５番（平岡文男） 発議第４号「国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直

しを求める意見書提出について」上記の議案を、別紙のとおり砥部町議会会議規則第

１４条第２項の規定により提出します。平成２１年３月１３日提出。砥部町議会議

長 西村良彰様。提出者砥部町議会議員平岡文男。賛成者砥部町議会議員栗林政

伸。同井上洋一。提案理由。本町は、三位一体改革等に起因する深刻な財政事情や

市町村合併に呼応して、既に、定数削減等に取り組んでおります。ついては、衆参両

議院及び政府におかれても、時代の流れに的確に対応し、また、選挙制度等に対する

国会改革に速やかに取り組まれるよう強く要望するため意見書を提出する。 
内容でございますが、国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを求める意

見書。国においては、昨年末に地方分権改革推進委員会の第２次勧告がなされるなど、

国から地方への分権の流れは着実に加速している。今後、将来の道州制も視野に入れ

た真の地方分権を実現するためには、現在の政治や経済など各分野における国の中央

集権的な体制が、おのずから見直され、外交や防衛等、国の専管事項を中心とした体

制に移行していかなければならない。 
折しも、世界経済は未曾有の同時不況下にあり、国家財政の膨大な赤字を抱えるわ

が国においても、財政出動等による経済の建て直しと財政再建という相反する課題を

克服していかなければならない。 
このような状況の中で、本町をはじめ、多くの地方自治体にあっては、我々地方議



会議員も、三位一体改革等に起因する深刻な財政事情や市町村合併に呼応して、既に、

定数削減、議員報酬カット等に取り組んでいるところである。 
よって、衆参両議院及び政府におかれても、議員各位の確固たる決意のもと、時代

の流れに的確に対応し、また、選挙制度等に対する地方の声も真摯に反映した国会改

革に速やかに取り組まれるとともに、とりわけ、次の事項について、適切な措置を講

ぜられるよう強く要望する。 
１ 国会議員の定数を削減すること。２ 衆議院定数の削減に際しては、死票の大

量発生防止、一票の格差是正等の観点から、小選挙区制度を中選挙区制度に改めるこ

と。３ なお、衆議院小選挙区制度に関する当面の措置としては、重複立候補などに

ついて比例代表制度を見直すこと。以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。平成２１年３月１３日。愛媛県砥部町議会。提出先、衆議院議長、参議院

議長、内閣総理大臣、総務大臣。以上です。 
○議長（西村良彰） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありません

か。 
［質疑なし] 
○議長（西村良彰） 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

まず、原案に反対者の発言を許します。１番佐々木隆雄君。 
○１番（佐々木隆雄） １番佐々木隆雄でございます。国会議員の定数及び衆議院小

選挙区制度の見直しを求める意見書へ反対の立場から討論をいたします。国会議員の

定数削減は国会と国民とのパイプを細くするだけでなく、少数党に代表される多様な

民意を切り捨てることによって結果的には大政党に有利な選挙にしようとする、その

ようなものではないでしょうか。急激な景気悪化が国民生活を直撃し、官民問わずリ

ストラの風潮が漂う。国会議員が進んで身を削るという気構えは評価したい。が、議

会制民主主義の根幹に関わるだけに、慎重さが求められる。これは先日３月８日付の

愛媛新聞の社説の一文でございます。財政事情等に鑑みて、議員定数や歳費の削減を

求めております。よく一般的に国会議員も身を削る覚悟が必要だという風なことも言

われておりますが、私は身を削ると言うのであれば、年間約３２０億円にのぼる政党

助成金、これを廃止する方がもっと効果があるのではないか、このように考えており

ます。議員一人減らしても、国費として削減できるのはせいぜい年に７千万円前後、

それぐらいでしかありません。仮に議員を１００人減らしても、政党助成金総額の４

分の１にも満たない７０億円ぐらいにしかなりません。 
もともと、日本の国会議員定数は他国と比べても多いどころか最も少ない国の１つ

でございます。これも先日の３月８日付の愛媛新聞に少し数字が出ておりました。人

口１００万人当たりの議員数は日本が５．７人。米国が１．８人。実は日米ともに議

員が少ない国で、経済協力開発機構 OECD 加盟の３０カ国では、多い方から数えて

日本は２９位、米国が３０位。人口が少ない３カ国を除けば、スウェーデンの３８．

７人を筆頭に上位は欧州勢が名を連ねる。ドイツの８．３人、韓国の６．２人は下位

だがそれでも日米を上回る。単純比較ができないが、数が少ない分だけ、国民と議員



の距離が遠い事に違いない。そのような文書も出ております。 
日本国憲法は全文の冒頭で日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通

じて行動する、このように明記しております。そして第４１条では、国会を国権の最

高機関と位置付けております。国権の最高機関である国会に国民の様々な層から代表

者を送り出すという点で、定数削減の考え方は憲法の主旨には合致しないのではない

でしょうか。そのことを表明いたしまして、反対討論終了させていただきます。 
○議長（西村良彰） 次に、原案に賛成者の発言を許します。８番栗林政伸君。 
○８番（栗林政伸） 私は国会議員の削減について賛成の立場で答弁をさせて頂きま

す。すでに先だっての県議会でも国会議員の削減等について議決をして、政府の方に

陳情もするということになっております。先程提出者の平岡議員が言いましたように、

我々も身を削って選挙をして財政を少しでも減らすような工夫をしておりますので、

国会議員におかれましても、そういう原点に立って私は定員削減に取り組んでいきた

いと思っておりますので、平岡議員に賛成の答弁とさせていただきます。 
○議長（西村良彰） 他に討論はありませんか。これで討論を終わります。 
発議第４号の採決を行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起

立願います。 
［賛成１４人 反対１人] 
○議長（西村良彰） 起立多数と認めます。ご着席ください。よって発議第４号国会

議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを求める意見書提出については、可決さ

れました。 
おはかりします。各委員長より閉会中の継続調査の申し出がありましたので、次期

定例会の会期日程等、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について

は議会運営委員会に、常任委員会の所管事務等の調査事項については所管の常任委員

会に、特別委員会の調査事項については特別委員会に、それぞれ付託し、閉会中の継

続調査とすることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
［「異議なし」の声あり］ 
○議長（西村良彰） 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。これで本日の議事日程は、すべて終了

しました。会議を閉じます。町長あいさつをお願いします。中村町長。 
○町長（中村剛志） 閉会に当たり、一言お礼を申し上げます。議員の皆様には３月

５日から今日までの９日間にわたり、終始熱心にご審議を賜り、全議案をご議決・ご

承認くださいましたことに心から感謝を申し上げます。ご議決頂きました補正予算及

び新年度予算につきましては、執行の際には再度厳正に研究させて頂き、最大の効果

が上がるよう努めてまいります。また、会期中議員の皆様から頂きましたご意見・ご

提言を十分に噛み締めながら職員とともに一丸となって二期目の町政運営を努めさ

せて頂きますので、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、お

礼の言葉とさせて頂きます。ありがとうございました。 
○議長（西村良彰） 以上をもって、平成２１年第１回砥部町議会定例会を閉会しま



す。 
 
 

閉会 午前１１時５２分 
 
 
  



地方自治法第１２３条の規定により、会議の経過を記載し、その相違ないことを証明

するためにここに署名する。 
 

 
砥部町議会議長  西村 良彰 

 
議員  西岡 利昌 

 
議員  山口 元之 
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２０砥議第１１５号 

平成２１年３月１３日 

 

砥部町長 中村 剛志 様 

 

砥部町議会議長 西村 良彰 

 

 

人権擁護委員の推薦に関する答申 

 

 

 本議会は、平成２１年３月１３日諮問第１号人権擁護委員の推薦について、次のと

おり答申する。 

 

 

記 

 

意見 

推薦のあった者は適任であると認める。 



２０砥議第１１６号 

平成２１年３月１３日 

 

砥部町長 中村 剛志 様 

 

砥部町議会議長 西村 良彰 

 

 

人権擁護委員の推薦に関する答申 

 

 

 本議会は、平成２１年３月１３日諮問第２号人権擁護委員の推薦について、次のと

おり答申する。 

 

 

記 

 

意見 

推薦のあった者は適任であると認める。 

 



発議第４号  

 

 

国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを求める  

意見書提出について  

 

 

上記の議案を、別紙のとおり砥部町議会会議規則第１４条第２項の規

定により提出します。  

 

 

平成２１年３月１３日 提出  

 

 

砥部町議会議長  西村 良彰 様  

 

提出者 砥部町議会議員  平岡 文男 
          

賛成者 砥部町議会議員  栗林 政伸 
                   

 同     上  井上 洋一 
 

 

提案理由  

 本町は、三位一体改革等に起因する深刻な財政事情や市町村合併に呼応して、既に、

定数削減等に取り組んでいる。 

 ついては、衆参両議院及び政府におかれても、時代の流れに的確に対応し、また、

選挙制度等に対する国会改革に速やかに取り組まれるよう強く要望するため、意見書

を提出する。 

 



国会議員の定数及び衆議院小選挙区制度の見直しを求める意見書 
 

国においては、昨年末に地方分権改革推進委員会の第２次勧告がなされるなど、国から

地方への分権の流れは着実に加速している。 
今後、将来の道州制も視野に入れた真の地方分権を実現するためには、現在の政治や経

済など各分野における国の中央集権的な体制が、おのずから見直され、外交や防衛等、国

の専管事項を中心とした体制に移行していかなければならない。 
折しも、世界経済は未曾有の同時不況下にあり、国家財政の膨大な赤字を抱えるわが国

においても、財政出動等による経済の建て直しと財政再建という相反する課題を克服して

いかなければならない。 
このような状況の中で、本町をはじめ、多くの地方自治体にあっては、我々地方議会議

員も、三位一体改革等に起因する深刻な財政事情や市町村合併に呼応して、既に、定数削

減、議員報酬カット等に取り組んでいるところである。 
よって、衆参両議院及び政府におかれても、議員各位の確固たる決意のもと、時代の流

れに的確に対応し、また、選挙制度等に対する地方の声も真摯に反映した国会改革に速や

かに取り組まれるとともに、とりわけ、次の事項について、適切な措置を講ぜられるよう

強く要望する。 
記 

１ 国会議員の定数を削減すること。 
２ 衆議院定数の削減に際しては、死票の大量発生防止、一票の格差是正等の観点から、

小選挙区制度を中選挙区制度に改めること。 
３ なお、衆議院小選挙区制度に関する当面の措置としては、重複立候補などについて比

例代表制度を見直すこと。 
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
  平成２１年３月１３日 
 
                           愛媛県砥部町議会  
 
 
提出先  衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 

 
 


